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総合計画の概要
１ 　 計画策定の趣旨
　 　 本町では、昭和4 8 年（ 1 9 7 3 年）に「 開成町総合計画」を 策定し て以来、５ 次にわたり 総合計画を 策定し 、

　 計画的なまちづく り を 推進してきまし た。

　 　 平成2 5 年度（ 2 0 1 3 年度）を 初年度とし た1 2 年間の計画である第五次開成町総合計画では、将来都市

　 像を「 明るい未来に向けて人と 自然が輝く まち・ 開成」と 定め、その実現に向けて取組を進めてきました。

　 　 こ の間、人口の増加傾向を 維持すると と も に、南部地区土地区画整理事業の完了により「 みな み地区」

　 が誕生し 、小田急線開成駅への快速急行の停車が実現するなど、着実に町は発展し てきまし た。

　 　 一方、社会経済情勢は大きく 変化し ています。地震、風水害などの自然災害の多発、原油価格等の物価

　 高騰、全国的な少子高齢化や人口減少の進行と それに伴う 地域コ ミ ュニティ の希薄化と いった従来から

　 の構造的な問題はより 深刻化し ています。

　 　 さ ら に、新型コ ロ ナウイ ルス 感染症の世界的流行は、こ れま で 培ってき た 社会の在り 方や価値観、

　 また、行動様式を 根本から 覆すよう な劇的な変化を も たらし 、町民の生活や地域の経済活動はも と より、

　 本町の財政状況にも 大き な影響を 与えまし た。

　 　 こ のこと から 、今後も 想定し 得ない事態が生じ た場合でも 、その影響を最小限に抑え、対応していく こと が

　 必要と なり ます。

　 　 こうし た状況を 踏まえ、本町をより 良い形で次の世代へ引き 継ぐ ためには、町民主体の強く し なやかで

　 持続可能性の高いまち づく り を 進めていかなく てはなり ません。

　 　 令和６ 年度（ 2 0 2 4 年度）に計画期間が満了する第五次開成町総合計画の成果を引き 継ぐとと も に、本町

　 が有する豊かな地域資源を 有効に活用しつつ、地域の課題解決に柔軟に対応すること で、将来にわたり 本

　 町の持続可能な発展を 実現し ていく ため、地域の全ての主体が連携・ 協力し てまち づく り に取り 組むこと

　 ができるよう 、「 第六次開成町総合計画」（ 以下「 本計画」と いう 。）を 策定し ます。

２ 　 計画の位置付け
　 　 総合計画は、町の最上位計画とし て、町の目指す姿を 明ら かにし 、その実現に向けた施策の方向性を 示

　 すも のです。

　 　 総合計画は、地方自治法により 策定すること が義務付けら れていまし たが、平成2 3 年（ 2 0 1 1 年）の法

　 改正で策定の義務が撤廃さ れ、策定の判断は各市町村に委ねら れまし た。

　 　 本町では、町民による自治活動を 基本に、町民同士の共助を 大切にし た町民主体の自治を 推進し 、また、

　 自立し た自治体とし て総合的かつ計画的な行政運営を 図ること を 目的に、あじ さ いのまち 開成自治基本

　 条例第2 2 条第１ 項で総合計画を 策定することとしています。
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3 　 計画の基本理念
　 　 あじ さ いのまち 開成自治基本条例の前文では、「 開成町の自治は、町民のためのも のであり 、私た

　 ちは、すべての人が安心し て暮らせるふるさ と と し て守り 育てていく ため、町民自ら が主役と なり 行動

　 していきます。議会及び町長は、こ のよう な住民自治の精神にのっと り 、町民の信頼にこ たえ町民と 協

　 働して町政を 運営していかなければなり ません。」 と 定めています。

　 　 こ の「 住民自治の精神」 を、本計画全体を 貫く 基本理念とし ます。

4 　 計画の性格、構成及び期間
　 　 本計画は、「 基本構想」 、「 基本計画」 及び「 実施計画」 で構成し ます。

(１ )  基本構想

　 　 町の目指す姿である将来都市像を 明らかにし 、その実現に向けた目標や方向性を 定めたも ので、地域

　 の全ての主体と 将来都市像を共有し 、その実現のためにそれぞれの主体が果たすべき役割を 明らかにし

　 た公共計画です。

　 　 計画期間は、これまでの計画では12 年間の計画期間としていましたが、スピード アッ プする時代変化に

　 対応するため、令和７ 年度（ 2025 年度） を初年度として、８ 年後の令和14 年度（ 2032年度） を目標年度と

　 します。

(２ )  基本計画

　 　 基本構想に定める目標や方向性を、より 具体的に示すための基本的な計画で、実施計画の基礎と な

　 るも ので、将来都市像の実現のために、町の執行機関（ 以下「 行政」 と いう 。） が講じ る手段を 定めた行

　 政計画です。

　 　 計画期間は、全体を 前期・ 後期に分け、前期４ 年間（ 令和７ 年度（ 2 0 2 5 年度） から 令和1 0 年度

　 （ 2 0 2 8 年度） まで） 、後期４ 年間（ 令和11 年度（ 2 0 2 9 年度） から 令和14 年度（ 2 0 3 2 年度） まで）

　 とし ます。

　 　 なお、各施策を 実施する上で 策定する個別計画については、原則と し て基本計画と 整合・ 連動を 図

　 るも のとし ます。

(３ )  実施計画

　 　 実施計画は、基本構想、基本計画に定めら れた施策に即し た各事業内容と 、事業スケジュールを 明

　 ら かにし 、毎年度の予算編成の指針と なるも のです。

　 　 こ のこ と から 、今後の社会経済情勢や町民ニーズ、財政状況などの変化に迅速かつ的確に対応する

　 ため、ローリ ング方式で毎年度策定し 、計画の評価、見直し 、調整、管理を行います。
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令和７ 年度～令和1 4 年度 （ 基本構想 ：  ８ 年間）

令和７ 年度～令和1 0 年度 

（ 前期基本計画 ：  ４ 年間）

令和1 1 年度～令和1 4 年度 

（ 後期基本計画 ：  ４ 年間）

ローリング方式で毎年度策定

基本

構想

基本

計画

実施

計画

年度
令和

７ 年度
令和

８ 年度
令和

９ 年度
令和

1 0 年度
令和

1 1 年度
令和

1 2 年度
令和

1 3 年度
令和

1 4 年度

図 ：  計画の期間

図 ：  計画の構成

町の目指す姿である将来都市像を明らかにし、

その実現に向けた目標や方向性を定めた計画。

基本構想に定める目標や方向性を、

より 具体的に示すための基本的な計画。

基本構想、基本計画に定めら れた施策に

即し た各事業内容と 、事業スケジュール

を 明ら かにし 、毎年度の予算編成の指針

と なる計画。

基本構想

（ 前期） （ 後期）

基本計画

実施計画

整合・ 連動

個別計画

各施策を実施する

上で策定。
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１ 　 町のあゆみ

(１ )  位置と 自然的条件

　 　 開成町は、神奈川県西部の足柄上地区中央部に位置し 、東京から70 km 圏内、横浜から も 5 0 km の距

　 離にあり 、町域は東西1.7 k m 、南北3 .8 km 、総面積は6 .5 5 ㎢と 県内で一番面積が小さ な町です。

　 　 また、本町の東には酒匂川が流れ、西には箱根外輪山、南には相模湾、北には丹沢山塊を望むなど、自

　 然に恵まれたなだらかな平坦地です。

(２ )  沿革

　 　 天正18 年（ 159 0 年） の豊臣秀吉による小田原攻めに対し 北条氏が降伏して、大久保忠世が小田原城

　 主になると 、開成町の旧村々は小田原城付村と なり まし た。その後、明治４ 年（ 18 71年）７ 月の廃藩置

　 県により 小田原県、同年11月には足柄県と なり 、明治９ 年（ 18 76 年） ４ 月に神奈川県になり まし た。明

　 治22 年（ 18 8 8 年）４ 月の町村制施行により 岡野村、金井島村、延沢村、円通寺村、中之名村、宮台村、牛

　 島村の７ 村が合併して酒田村が誕生し まし た。そして、昭和3 0 年（ 19 5 5 年）２ 月１ 日には、小田原藩当

　 時から 行政区域の変更も なく 存続していた吉田島村と 酒田村が合併して開成町が誕生し まし た。

　 　 開成町と いう 町名の由来は、明治初期から 両村組合立で開設し た開成小学校からと ったも のです。も

　 と もと は「 学問、知識を開発し 、世のため成すべき 務めを成さ し める」と いう 中国の言葉（ 開物成務） が語

　 源です。

図 ：  開成町の位置 図 ：  県西地域２ 市８ 町

第２ 章

計画の背景
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2 　 人口動態

(１ )  人口の推移

　 　 昭和3 0 年（ 19 55 年） の合併当時は人口4 ,6 3 3人でし たが、温暖な気候や交通網の発達により 住宅地と

　 しての発展を 続け、令和２ 年（ 2020 年） には人口18 ,32 9人と なり まし た。合併当時と 比較すると 、人口は約

　 ４ 倍になっています。

図 ：  人口の推移

（ 資料） 国勢調査

(２ )  人口増減数の推移

　 　 本町では、町内に流入する人の数が町外に流出する人の数を上回る「 社会増」 の状況が続いています。一

　 方、生まれた人の数と 亡く なった人の数の差である自然増減については、ここ 数年はやや減少傾向で推移

　 しています。
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３ 　 開成町の財政状況と 将来の見通し
　 　 本町の財政状況は、人口増に伴い規模が拡大し 、町税収入及び扶助費等の義務的経費支出の増加

　 が続いています。

　 　 本計画期間中の財政の見通し について、歳入にあっては町財政の根幹である町税収入、歳出にあっ

　 ては義務的経費である人件費、扶助費及び公債費について一定の前提条件の基に試算し ます。

　 　 町税収入は、人口増の傾向に合わせ緩やかに増加する見込みです。一方で義務的経費についても 高

　 齢化の進行等により 増加が続く 見込みであること から 、財政の健全性を 維持し 、持続可能な基礎自治

　 体として存続していく ためには、客観的なデータ に基づく 政策立案や事業の見直し 及び重点化を図る必

　 要があり ます。

(１ )  歳入の見通し

　 　 　 町税は、計画期間中で大幅な 増減はないも のの、緩やかに増加する見込みです。

図 ：  歳入の見通し

＜推計条件＞

・ 令和６ 年度（ 2024 年度） 当初予算額をベースに、既に予定さ れている制度改正を踏まえて推計します。

・ 平成25年度（ 2013年度） 及び令和５ 年度（ 2023年度） は決算額、令和６ 年度（ 2024 年度） は当初予算額を示します。

・ 人口については、本計画に掲げる将来目標人口に基づきます。

・ 景気動向については、「 中長期経済財政に関する試算」（ 令和６ 年７ 月内閣府） 過去投影ケースに基づきます。

 

 

平成25 令和5 令和6 令和7 令和8 令和9 令和10 令和11 令和12 令和13 令和14

その他 132 181 180 173 173 173 174 175 176 176 176

固定資産税 1,373 1,471 1,478 1,480 1,487 1,479 1,484 1,489 1,484 1,489 1,494

町⺠税(法⼈) 101 480 365 440 440 440 440 440 440 440 440

町⺠税(個⼈) 993 1,190 1,115 1,229 1,246 1,261 1,296 1,329 1,364 1,381 1,398
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　 　 扶助費は、第五次開成町総合計画初年度である平成25 年度から 令和５ 年度で約８ 億円増加しており 、

　 今後も 高齢化の進行等により 増加傾向が続く 見込みです。

(２ )  歳出の見通し

　 　 人件費は、定員管理計画に基づき 職員数を 確保し た上で定年退職者及び賃金上昇の見通し を 踏まえ、   

　 総じ て増加傾向を 見込んでいます。

図 ：  歳出の見通し  

　 ※「 繰出金等」 は、国民健康保険、介護保険事業及び後期高齢者医療事業に対する繰出金又は負担金で、こ れら は

　 　 社会保障に係る経費であり 、その多く が扶助費に充当さ れるも のであること から 、本推計に含めています。

図 ：  扶助費の見通し  
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平成25 令和5 令和6 令和7 令和8 令和9 令和10 令和11 令和12 令和13 令和14

その他 14 47 54 54 54 54 54 54 54 54 54

繰出金等 377 507 540 541 584 630 680 703 726 751 777
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　 　 公債費は、駅前通り 線周辺地区土地区画整理事業や公共施設の老朽化対策等に伴う 町債借り 入れ

　 に伴い増加が見込まれます。ピークと なる令和11年度は約6 .8 億円で、令和５ 年度決算額と 比較し 約

　 １ 億円の増と なる見込みです。

図 ：  公債費の見通し

開成町の遠景

平成25 令和5 令和6 令和7 令和8 令和9 令和10 令和11 令和12 令和13 令和14

公債費 497 578 574 584 614 635 660 684 680 657 678

0

100

200

300

400

500

600

700

800
（単位：百万）

497

578 584574
614

635 660
684 680

657 678



序論

第２ 章

計
画
の
背
景

1 0

４ 　 開成町を取り 巻く 状況
　 　 本計画の策定にあたって、開成町を 取り 巻く 状況を 次のよう にと ら え、計画全体で、解決のための取組

　 を 推進していきます。

(１ )  こども を 取り 巻く 環境変化への対応　 　

　 　 近年、こ ども たちを 取り 巻く 環境は、少子化や核家族化、地域のつながり の希薄化により 、日々の子育

　 てに対する助言、支援や協力を 得ること が困難な状況と なり 、大きく 変わってきています。

　 　 また、共働き 家庭が増加し 、保護者にと って子育てと 仕事の両立が課題と さ れており 、就労の有無や状

　 況にかかわらず、子育てについて保護者の負担や不安、孤立感が高まっています。

　 　 本町では第五次開成町総合計画において、「 未来を担う 子ども たちを育むまち」 を政策目標として掲げ、

　 子育て環境、幼児教育、学校教育、青少年の健全育成に取り 組んでき まし た。こ れら の施策を 推進してき

　 た結果、平成2 7 年（ 2 015 年） から 令和２ 年（ 2 0 2 0 年） までの５ 年間の人口増加率は県内市町村１ 位と な

　 り 、国勢調査４ 期連続１ 位に繋げること ができまし た。

　 　 一方、本町においても 将来的に人口減少、少子高齢化が緩やかに進行していく こと が予想さ れています。 　

　 このよう な状況においては、結婚・ 妊娠・ 出産・ 子育て期を 切れ目なく 支える体制づく り や、こども たちの生

　 きる力を 育むための教育環境の充実、地域社会全体でこ ど も を 見守る 社会的気運の醸成が欠かせま

　 せん。

　 　 次代の社会を担う こども を 安心して産み育てら れる環境づく り を 進めるため、また、未来を担う こども を

　 育んでいく ため、こども・ 子育て支援や教育の更なる質の向上を 継続して図っていく 必要があり ます。

(２ )  全ての人がいき いきと 暮ら せる環境づく り

　 　 全国的に人口減少と 少子高齢化が進んでいますが、本町の人口は年々増加を 続けています。一方、年齢

　 別にみると 、15 ～6 4 歳以上は横ばい傾向、０ ～14 歳はやや減少傾向で推移していく こ と が予測さ れてい

　 ます。高齢者のいる世帯は増加傾向にあり 、高齢者の一人暮らし 世帯の割合や、高齢者夫婦のみの世帯の

　 割合も 増加傾向にあり ます。本町においても 今後高齢化の影響が顕在化すること が予測さ れること から 、

　 超高齢化に適し たまちづく り が求めら れます。

　 　 また、高齢者に限らず、全ての人が住み慣れた地域で自分らし く いき いきと 暮らせるよう に、みんなで

　 支え合って安心して暮らすこと ができるまちづく り を 進めていく 必要があり ます。

(３ )  地域共生社会の実現

　 　 全国的に、社会的孤立やひきこ も り 、生活困窮、8 0 5 0 問題と いっ た課題が深刻化し ています。また、

　 Ｉ ＣＴ（ 情報通信技術） の進展により ライフ スタイルが多様化し 、社会的ニーズも 変化しつつあり ます。

　 　 一方で、地域コミ ュニティ の希薄化や担い手不足など、地域全体で理解し 合い、支え合う 体制が弱まって

　 います。
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　 　 本町でも 、人格と 個性を尊重し 合いながら 、行政、地域、関係機関など 多様な主体が協力し 、こ れら

　 の課題に対応する取組が求めら れています。地域課題への積極的な取組を 通じ て、誰も が住み慣れた

　 地域で助け合い、生き がいを 持ち ながら 安心して暮ら せる「 地域共生社会」 を 築いていく こ と が必要

　 です。

(４ )  安全・ 安心な地域づく り

　 　 能登半島地震、南海ト ラフ 地震などの大規模な 地震や、いわゆるゲリ ラ 豪雨や台風による水害、土

　 砂災害などの自然災害が、全国的に多発しています。

　 　 本町においては特に、酒匂川の水害や神奈川県西部地震、富士山噴火などの大規模災害への対策

　 が引き 続き 重要であり 、国や県の災害対策と の整合性を 図り ながら 、対策の一層の充実強化を 進めて

　 いく 必要があり ます。

　 　 また、特殊詐欺やインタ ーネット を 利用し た新たな犯罪などによって、町民の生活が脅かさ れてい

　 ます。町民の消費生活の安定と 向上に関わる取組も 引き 続き重要と なり ます。

(５ )  脱炭素社会の実現

　 　 経済活動の拡大に伴い、地球温暖化を 始めと する環境問題、エネルギー問題、水資源問題など、地

　 球規模での取組を必要と する課題が増加しています。更に、世界的なエネルギーの需給ひっ 迫により 、

　 資源燃料価格の高騰も 進んでいます。

　 　 本町においては、脱炭素社会に向けた温室効果ガスの総排出量抑制等の取組や熱中症対策を 目的

　 とし た空調設備設置への補助等の取組を 行ってきまし た。自然環境や生活環境の整備に向けて、資源

　 生産性の向上、持続可能なラ イ フ スタ イルの実現、ゼロカ ーボンの推進などに引き 続き 取り 組む必要

　 があり ます。

(６ )  魅力ある都市空間の創出

　 　 南部地区土地区画整理事業など、計画的なま ち づく り により 本町は着実に発展し てき まし た。

　 一方、全国的に自然災害が発生するなか、安全で快適な道路整備や、災害に強い河川・ 水路整備など、

　 災害に強いまちづく り が欠かせません。また、上水道・ 下水道事業の安定的かつ健全な経営の推進も 必

　 要です。

　 　 さ ら に、本町の貴重な資源である景観を 維持し つつ、良好な住環境の形成や公共交通の充実、開成

　 駅周辺の着実な整備など、選ばれるまちと なるための魅力的な居住環境づく り が求めら れます。

(７ )  活力と にぎわいの創出

　 　 本町の産業は、こ れまで 企業誘致の取組や地域に根ざし た活発な 地域経済を 育む基盤を 整備し て

　 きたこ と によって、大きな発展を 遂げてきまし た。
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　 　 し かし 、近年の商工業を取り 巻く 環境は大きく 変化しています。商店経営者の高齢化や後継者不足、消費 

　 者による消費行動の多様化など、商工業を取り 巻く 環境は厳し さ を 増しており 、店舗数の減少などによる

　 商工業の衰退が懸念さ れ、個々の事業者の経営の維持・ 発展に向けた取組や、商工振興、地域雇用の促進な

　 どに取り 組む必要があり ます。

　 　 また、あし がり 郷「 瀬戸屋敷」 、開成町あじ さ いまつり など、本町には固有の地域資源を活かし た観光資源 

　 があります。交流人口や関係人口の増加に向けて、観光産業の振興などに取り 組む必要があります。

　 　 また、農業においても 、後継者不足による遊休農地や荒廃農地などが課題と なっているなか、農地の保全

　 と 有効活用、次代の担い手確保、農業の体質強化、高付加価値化などに取り 組む必要があり ます。

（ ８ ） 公民連携の推進

　 　 近年、社会的な変化に伴い、人々の生活やニーズも 変化しています。

　 　 また、財政的な課題と 人的資源のひっ 迫により 、民間の活力を 必要と する地方自治体が増えてきてい

　 ます。求めら れる公共サービ スも 、多様化や複雑化しており 、地方自治体の対応できる範囲を 超えてきて

　 います。公民連携は、行政と 民間事業者など が対等なパート ナーシッ プ 関係を 築いて課題の解決などに

　 取り 組み、新たな価値を 創造するも のです。

　 　 また、多様な公民連携手法を 導入し 、適切に運用していく ためには、先進的な公民連携事例の調査研

　 究を 進めると と も に、公民連携のノ ウハウを 身に着けていく 必要があり ます。

（ ９ ） デジタ ル社会の形成

　 　 近年、クラウド 、Ｉ ｏＴ 、ビッ クデータ、ＡＩ 等の技術革新は、人々の経済活動や働き方、ライフ スタイル・ 健

　 康・ 医療などの様々な分野にまで大きな影響を与えています。

　 　 新型コ ロナウイルス感染症拡大への対応を 通じ て、行政において 一貫し たデジタ ル完結ができないこ

　 と 、デジタ ル社会の基盤と なるマイナンバーカ ード の普及に課題があるこ と 、行政の書面・ 押印・ 対面主義

　 が社会全体のテレワークの障壁と なったこと など、多く の行政デジタル化の課題が指摘さ れています。

　 　 本町においても 、急速に進展するデジタ ル化の潮流に遅れるこ と なく 、デジタ ル技術を 使って業務効率

　 化を 進め、スマート 自治体へ転換すること で、新し い時代に対応し た、より 高度で 効率的、かつ、持続可能

　 な行政サービ スを提供し 、町民満足度の高い行政運営を行っていく 必要があり ます。

( 1 0 ） 持続可能な行政経営

　 　 本町は実質公債費比率や経常収支比率などの基準から 判断すると 、比較的良好な 財政運営状況と

　 なっています。
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　 　 今後の見通し として、高齢化の進行等による 扶助費の増加や老朽化する公共施設等の維持・ 更新に

　 対応するための歳出増加が予想さ れています。

　 　 また、歳入面では生産年齢人口の減少により 町税収入の大幅な伸びが見込めず、地方交付税を は

　 じ めと する国の地方に対する財政措置も 流動的であるこ と から 、引き 続き、歳入に見合う 予算規模の

　 適正化を図り ながら 、限ら れた財源と 人材の中で、効率的かつ実効性のある行財政運営を推進するため

　 には、積極的な財源の確保や事業の取捨選択、業務の効率化など、持続可能な行財政運営に向けて、

　 さ ら なる基盤強化を 図るこ と が求めら れています。

岡野あじ さ いの里
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第１ 章

将来都市像将来都市像

　 本町の将来都市像を、次のと おり 定めます。

　 　 本計画策定にあたっては、まちづく り 町民ワークショ ッ プや、町民意識調査、関係団体ヒ アリ ングなど、

　 さ まざまな機会を 通じ て町民や本町に多様な形で関わる方々の意見を 伺いまし た。こ の将来都市像は、

　 寄せら れた意見をも と に作成し たも のです。

　 　 町民や本町に多様な形で関わる方々から は、開成町の将来のまちづく り について、さ まざまな意見が　

　 寄せら れまし た。主な意見は次のと おり です。

　 ◆　 町民同士のつながり や交流があるまち

　 ◆　 つながり 助け合う 自助・ 共助のまち

　 ◆　 防災・ 防犯体制が整っている安全安心なまち

　 ◆　 こども や高齢者などみんなに優し いまち

　 ◆　 居心地がいいまち

　 ◆　 活気があって楽し いまち

　 ◆　 交通や買い物が便利なまち

　 ◆　 自然や景観などの地域資源を活かしたまち

　 　 共通するのは、「 安全安心」「 助け合う 」「 みんなに」「 居心地がいい」「 活気がある」「 便利である」「 自

　 然・ 景観」「 地域資源」 などのキーワード です。

　 　 これら にまちづく り のキーワード である「 オール開成での

　 まちづく り」「 町の更なる発展を目指し たまちづく り」「 町民

　 の満足度・ 幸福度を 追求し たまちづく り 」 等を 踏まえて、町

　 民や行政、本町に多様な形で関わる方々などさ まざまな主体

　 が集い、ともに支え合いながら、一体と なって前進していく た

　 めに、将来都市像を「 人と 地域が輝き、笑顔と 躍動感あふれ

　 るまち・ 開成」と 定めます。
ま ち づく り 町民ワーク ショ ッ プ

【 将来都市像】

人と 地域が輝き、笑顔と 躍動感あふれるまち・ 開成

第1 章

将
来
都
市
像
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（ 実績） 神奈川県年齢別人口統計調査結果（ １ 月１ 日現在）

（ 推計） 企画政策課 
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目標人口2 0 ,0 0 0 人

 実　 績   推　 計  

第２ 章

　 　 将来都市像実現のための指標と し て、計画最終年度である 令和14 年度（ 2 0 3 2 年度） の開成町の

　 人口を 次のよう に想定し ます。

　 　 国立社会保障・ 人口問題研究所の推計によると 、本町の人口は令和17年度（ 2035 年度） 頃にピーク を

　 迎え、以後は緩やかに減少していき、令和22 年度（ 204 0 年度） には19,155人と なると 予測さ れています。

　 　 令和５ 年に実施し た人口推計をも と に「 駅前通り 線周辺地区土地区画整理事業」 完了後の人口の増

　 加や、子育て世帯を タ ーゲット にし た定住促進、妊娠・ 出産・ 育児の希望の実現などにより 合計特殊出

　 生率を 維持すること などを 加味し 、令和14 年度（ 2 03 2 年度） の目標人口を2 0 ,0 0 0人と 定めます。

将来目標人口将来目標人口

【 人口（ 令和1 4 年度）】

2 0 , 0 0 0 人

図 ：  人口の推計
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第３ 章

　 土地は貴重な財産であると と も に、現在だけでなく 将来にわたり 町民の生活や産業などの諸活動の基

盤と なるも のであること から 、本町の6 .5 5 ㎢と いう 限ら れた土地を有効かつ効率的に活用していく 必要

があり ます。

　 こ のため、限ら れた町域を 最大限に活用し 、良好な 生活環境を 構築するために、自然と 調和し た

利便性の高い都市機能を 有するまちを めざし た、総合的かつ計画的な土地利用を 進めていき ます。

 (１ )  住居系の土地利用

　 　 良好な都市環境が確保さ れた安全・ 快適な生活空間を 形成するため、生活道路や水路の整備な

　 どの住環境整備を 進めます。

　 　 また、人口動向を 踏まえながら 、他の土地利用と の調和や自然環境の保全に十分配慮し 、若者や

　 子育て世代も 含めた多く の人々が満足できる良好な居住環境を 有する住宅地を 形成するため、計画

　 的に新市街地の形成を 進めます。

（ ２ ） 商業系の土地利用

　 　 市街地や駅周辺部については、都市と し ての自立性や活力を 創出するため、良好な商業・ 業務等

　 の機能集積地と し て、町民ニーズに合わせた買い物利便の向上に努めると と も に、商業活性化に向

　 け、にぎわいと 魅力ある新たな商業地の形成に努めます。

(３ )  工業系の土地利用

　 　 既存工業地を 中心として、工場が集積する工業系の地域については、雇用の場の確保や豊かで 安

　 定し た生活を 営むための経済基盤であるこ と から 、ニーズを 踏まえながら 、新たな工業地の確保、拡

　 充に努めます。

（ ４ ） 農業系の土地利用

　 　 農業振興地域における市街化調整区域においては、継続的な発展と 振興のため、優良農地の保全

　 に努めると と も に、豊かな自然を 守り ながら 居住空間の環境整備を 進めます。

　 　 また、景観、歴史、自然環境を 生かし た土地利用を 図り ます。

土地利用の方針土地利用の方針

第3 章

土
地
利
用
の
方
針
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第４ 章

　 将来都市像の実現に向け、本計画を 着実に進めていく ためには、町民・ 行政が一体と なってまちづく

り に取り 組むこと が必要不可欠です。

　 そのため、目標の達成に向けた全ての取組を貫く 町民・ 行政それぞれの基本姿勢を 次のと おり 定め、

基本目標ごと に「 （ 町の） めざ すべき状態の達成に向けた役割分担」 を 示し ます。

（ １ ） 町民

　 　 ① 「 じ ぶんごと 」としてまちづく り に参画し ます

　 　 　 　 まちづく り の主役は町民一人ひと り です。今、自分たちがどのよう に考え、行動するかが、まちの

　 　 　 将来やこ ども たちの未来に直結していること を 深く 認識し 、各人の経験や得意を 生かして、積極

　 　 　 的にまちづく り に参画し ます。

　 　 ② 地域コミ ュニティ を大切にし ます　

　 　 　  地域コ ミ ュ ニティ のつながり をなく して、まちの発展はあり ません。普段の生活から いざと いう

　 　 　  時まで、「 おたがいさ ま」 の精神で近隣住民と 支え合う こと ができる、協力関係を 築きます。

（ ２ ） 行政

　 　 ① 町民と のコミ ュニケーショ ンを大切にします

　 　 　 　 積極的な情報発信によって、行政の説明責任を果たし ます。町民と の情報共有によって相互理解

　 　 　 をさ らに深め、信頼し 合える関係を築く と と も に、対話・ 交流の場の充実によって、全員参加のまち

　 　 　 づく りを推進します。

　 　 ② 町民が力を発揮できるプラット フォームをつく り ます

　 　 　  多様な主体の相互連携をコ ーディ ネート し 、力を 結集できるプラット フォームを 構築し ます。そ

　 　 　 れぞれの価値観で 活動する町民、民間企業等の多様な主体が最大限の力を 発揮できる環境づ

　 　 　 く り を 進め、社会的課題の解決を 図り ます。

　 　 ③ 変化に迅速な対応がと れる体制を 整えます

　 　 　   急激に変化する社会環境を的確に捉え、柔軟に対応できる体制を整えます。これまでの手法や考

　 　 　 え方にと ら われるこ と なく 、新たな発想により 積極果敢に挑戦できる仕組みを構築し 、迅速な対

　 　 　 応がと れる職員力・ 組織力の向上を図ります。

　 　

計画推進の基本姿勢計画推進の基本姿勢
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　 　 ④ 質の高いサービスを提供します

　 　 　 　 人口減少と いう 社会の変化を 迎えるに当たっても 、質の高い行政サービ スを提供し 続けます。

　 　 　 全ての町民が、安心した生活を送れるよう 、先進技術の積極的な活用、民間の団体や企業との協働、

　 　 　 周辺自治体等と の連携を推進し ます。

　 　 ⑤ 未来に責任を持った経営を行います

　 　 　 　 将来にわたって持続可能なまちであり 続けら れるよう 、戦略的な行政経営を 行います。厳し い

　 　 　 財政状況が見込まれる中においても 、客観的なデータ などの証拠に基づく 政策の立案や、事業

　 　 　 の見直し・ 重点化によって、多様化・ 複雑化する町民ニーズに応えます。
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第５ 章

　 将来都市像実現のため、次の７ つの基本目標を 掲げます。基本目標達成に向けた横断的な取組とし

て、「 将来都市像の実現に向けた行政経営」 を 基本計画に記載し ます。

【 基本理念】

あじ さ いのまち 開成自治基本条例

基本目標基本目標

【 ７ つの基本目標】

１

２

３

４

５

６

７

未来を 担う こども を 育むまち

みんなで支え合い、健やかに暮ら せるまち

誰も が自分らしく 輝く まち

人のつながり でつく る安全・ 安心なまち

恵み豊かな環境を 未来につなぐまち

利便性が高く 、快適な都市空間が整ったまち

活力あふれる産業と 地域の魅力を 生かし たにぎわいのあるまち

【 将来都市像】

人と 地域が輝き、笑顔と 躍動感あふれるまち・ 開成
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　 こ ども の笑顔があふれる活気あるまちであり 続けるためには、安心して子育てができ、こ ども が健や

かに育つまちづく り を、地域社会全体で進めていく こ と が欠かせません。まち全体でこ ども を 見守り 育

て、未来を担う こども たちを育むまちをめざし ます。

（ １ ） 基本目標の対象範囲

　 ◆ こども・ 子育て

　 ◆ 学校教育

　 ◆ 青少年

（ ２ ） めざ すべき 状態と 考え方

（ ３ ） めざ すべき 状態の達成に向けた役割分担

　 　   目標を 達成するため、町民と 行政の役割を 次のよう に定めます。

未来を 担う こ ど も を 育むま ち基 本 目 標  １

●　 子育て世代を サポート し ます。

●　 まち 全体でこども たちを 見守り ます。

●　 こども の居場所づく り に協力し ます。

めざすべき 状態 考え方

安心し てこ ども を 産み、育て
ること ができ る状態

こども や子育て世代が、元気
にいき いきと 暮ら せる状態

本町の未来を 担う こ ども と 子育て 世代を まち 全体で支える
こと で、安心し て妊娠・ 出産・ 子育てを 行い、本町に住み続け
ること ができ る状態を めざし ます。

ラ イ フ ステ ージ に応じ た教育環境を 整える ほか、地域全体
で 子育て 世代を 見守るこ と で、こ ど も や子育て 世代がいき
いきと 暮ら せる状態をめざし ます。

●　 妊娠・ 出産・ 子育て期を 切れ目なく 支える支援を 行います。

●　 働き ながら 子育てをし やすい環境づく り や、放課後の居場所づく り など
　 　 こども が安心し て集まること ができ る場の確保を 進めます。

●　 子育て世代の移住・ 定住に向けた施策を 進めます。

町民

行政

主体 アク ショ ン（ 期待する役割）
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みんな で 支え 合い 、健やかに暮ら せる ま ち基 本 目 標  ２

　 全ての人が、つながり 、支え合い、住み慣れた地域で 元気に過ご すこ と ができるよう に、ラ イ フ ステ

ージに応じ た健康づく り 、生き がいづく り 、地域医療の充実、福祉の充実など、みんなで支え合い、健

やかに暮らせるまちをめざし ます。

（ １ ） 基本目標の対象範囲

　 ◆ 健康・ 医療

　 ◆ 地域福祉

　 ◆ 高齢者福祉

　 ◆ 障がい者福祉

（ ２ ） めざ すべき 状態と 考え方

（ ３ ） めざ すべき 状態の達成に向けた役割分担

　 　   目標を 達成するため、町民と 行政の役割を 次のよう に定めます。

●　 適度な運動を 行い、健康診断を 受診するなど、健康管理に気を 付けます。

●　 地域活動、ボラ ンティ ア活動などに積極的に参加し ます。

孤独や不安を 解消する 取組の実施などを 通じ て、全ての人
が生き がいを 持って安心し て暮ら せる状態を めざし ます。

めざすべき 状態 考え方

町民の健康と 長寿が実現さ
れた状態

全ての人が生き がいを 持ち、
安心して暮ら せる状態

生涯を通じ た健康づく り や地域医療の整備を推進することで、
病気の早期発見・ 早期治療や健康寿命の増進が図ら れた状態
をめざし ます。

行政

主体 アク ショ ン（ 期待する役割）

町民

●　 町民の健康管理支援に向けて、運動や認知機能向上、社会参加の機会創出に

　 　 向けた事業など、ラ イフ ステージに応じ た取組を進めます。

●　 気軽・ 手軽に健康診断を 受診でき る環境の整備や、健康に対し て町民が学び、

　 　 考え、実行する動機付けの機会創出を 進めます。

●　 地域福祉、高齢者福祉、障がい者福祉を 推進し ます。
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誰も が自分ら し く 輝く ま ち基 本 目 標  ３

　 誰も が生涯にわたって文化・ 芸術やスポーツなどに親し めるまちづく り を 進めます。

　 また、地域に暮らす全ての人が、お互いを 認め合い、誰も が自分らし く 輝けるまちをめざし ます。

（ １ ） 基本目標の対象範囲

　 ◆ 生涯学習

　 ◆ スポーツ

　 ◆ 文化

　 ◆ 共生

（ ２ ） めざ すべき 状態と 考え方

（ ３ ） めざ すべき 状態の達成に向けた役割分担

　 　   目標を 達成するため、町民と 行政の役割を 次のよう に定めます。

●　 自治会対抗スポーツ大会やスポーツイベント 等に積極的に参加します。

●　 毎日の生活に楽しみが生まれるように、趣味を持つことや、居場所づく りを行います。

●　 シビッ ク テッ ク プ ロ ジェ クト の開催など 、町民の能力を 持ち 合い、さ まざ まな

　 　 課題を 解決するための場を 設けます。

誰も が生涯にわたって文化・
芸術やス ポ ーツ など に親し
める状態

既存の価値にと ら われる こ
と なく 新し い も のを 受け 入
れること ができ る状態

めざすべき 状態 考え方

生涯学習や文化・ スポーツ の機会を 増やすこと などをと おし
て生活の質を 高めら れた状態を めざし ます。

人種、性別等を超えて、みんなが共有できる価値の創造、多様
性を創出することでお互いを認め合える状態をめざし ます。

行政

町民

主体 アクショ ン（ 期待する役割）

●　 町民が学習や活動、表現できる機会・ 場面を作り ます。

●　 文化・ 芸術やスポーツなどに親し める機会を 充実さ せます。

●　 異文化交流の場を 提供し 、相互理解を深めるよう なイベント を 開催し ます。
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人のつな がり で つく る 安全・ 安心な ま ち基 本 目 標  ４

　 災害に強い安全なまち づく り 、安心し て暮らせるまち づく り には、町民同士の助け合い、支え合いや

町民と 行政の協働が必要不可欠です。地域防災力や地域防犯力の向上に向けて、地域社会全体が一体

と なり 、将来にわたって人のつながり でつく る安全・ 安心なまちをめざし ます。

（ １ ） 基本目標の対象範囲

　 ◆ 地域コ ミ ュニティ

　 ◆ 防災・ 減災

　 ◆ 消防・ 救急

　 ◆ 生活安全・ 消費生活

（ ２ ） めざ すべき 状態と 考え方

（ ３ ） めざ すべき 状態の達成に向けた役割分担

　 　   目標を 達成するため、町民と 行政の役割を 次のよう に定めます。

●　 地域防災力や地域防犯力など の向上に向けて、地域コ ミ ュ ニティ の活性化と

　 　 町民同士のコ ミ ュニケーショ ン 強化に努めます。

●　 避難先の確認や備蓄などを 各家庭で進めるほか、町民同士の助け合い、支え

　 　 合いや自主防災活動を 進めること で、自助・ 共助の取組を 進めます。

●　 こ ど も 1 1 0 番の家を 増やし たり 、こ ども 見守り 活動やあいさ つ運動を 進めた

　 　 り すること で、地域全体でこども を 見守っていき ます。

災害に強いま ち づく り が実
現さ れた状態

地域の力で 安全安心が守ら
れている 状態

めざすべき 状態 考え方

災害対策の充実や、町民と 行政の協働による地域防災力
強化、消防・ 救急体制の充実を進めることで、災害に強い
防災・ 減災体制が実現さ れた状態を めざし ます。

まち 全体でこども を 見守るなど、地域の力で防犯や交通
安全が確保さ れた地域防犯力が実現し た状態をめざし ます。

町民

行政

●　 自治会活動促進のため、人材育成や担い手確保に向けた取組を 行います。

●　 災害発生時に備えて、資材・ 機材や食料、燃料などを 計画的に整備し ます。

●　 防災ガイド や広報などを 通じ て、町民に対する 災害対策、減災などの情報提供

　 　 や周知・ 啓発を 図り ます。また、防災訓練や地域防災リ ーダー育成など 町民と

　 　 の協働の取組を 推進し ます。

●　 こ ども に対する 交通防犯教育や今後、起こ る 可能性がある 災害を 想定し た危

　 　 険箇所の抽出等を 進めます。

主体 アクショ ン（ 期待する役割）
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恵み豊かな 環境を 未来につ なぐ ま ち基 本 目 標  5

　 地球温暖化対策に向けて温室効果ガスの削減やエネルギーの地産地消を 進めるほか、町内の豊かな

自然環境を維持し 、環境美化を進め、清潔で美し いまちづく り を推進し ます。また、こ の恵み豊かな環境を

未来へと つなぐまちをめざします。

（ １ ） 基本目標の対象範囲

　 ◆ 脱炭素

　 ◆ 環境保全

　 ◆ 資源循環

（ ２ ） めざ すべき 状態と 考え方

（ ３ ） めざ すべき 状態の達成に向けた役割分担

　 　     目標を 達成するため、町民と 行政の役割を 次のよう に定めます。

持続可能な 社会に 向け て、
低炭素社会や資源循環型社
会が実現さ れた状態

豊かな自然と 共生し ながら 、
未来へとつないでいける状態

地球環境にやさ し い社会を めざし て、低炭素社会に適し たラ
イ フ スタ イ ルの構築や、環境負荷の少な い持続可能な 資源
循環型社会をめざし ます。

本町の自然豊かな 環境を 維持し つつ、町民一人ひと り が環
境意識を 高めること で、豊かな自然を 未来につないでいける
状態を めざし ます。

町民

行政

●　 ご みと 資源の分別を 徹底するなど、ご みの減量化・ 資源化を 進めます。

●　 ４Ｒ 運動を 推進し ます。

●　 自転車など環境負荷の少ない移動手段を 積極的に活用し ます。

●　 環境美化活動に積極的に参加し ます。

●　 低炭素社会の実現に向けて、公共施設の温室効果ガス削減を 進めます。

●　 ４Ｒ の推進に必要な環境整備や、ごみ出し・ 分別ルールの周知を 図り ます。

●　 水辺環境や緑地を 維持しつつ、環境に関する学習機会を 提供し ます。

●　 協働による環境美化活動を 進めます。

主体 アク ショ ン（ 期待する役割）

めざすべき 状態 考え方
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利便性が高く 、快適な 都市空間が整っ たま ち基 本 目 標  6

　 町民の生命と 財産を 守るため、道路、河川・ 水路の整備など安全安心なまちづく り を 進めます。また、

水辺や緑地、農地など 本町ならではの地域資源の維持と 、快適な住環境や交通等の利便性が両立し

たまちをめざし ます。

（ １ ） 基本目標の対象範囲

　 ◆ 都市形成

　 ◆ 道路

　 ◆ 河川・ 水路

　 ◆ 公園・ 緑地

　 ◆ 上下水道

　 ◆ 住環境

　 ◆ 公共交通

（ ２ ） めざ すべき 状態と 考え方

（ ３ ） めざ すべき 状態の達成に向けた役割分担

　 　     目標を 達成するため、町民と 行政の役割を 次のよう に定めます。

●　 景観や環境に配慮し た生活をし ます。

●　 ＳＮＳ等でまち の景色をＰＲし ます。

●　 清掃ボラ ンティ ア等の活動に積極的に参加し ます。

安全安心な 道路や河川・ 水
路、上下水道が整備さ れた
状態

地域資源を 生かし たま ち づ
く り と 良質な住環境、便利さ
が同居し た状態

めざすべき 状態 考え方

道路や河川・ 水路の環境整備を 進めると と も に、上水道の
安定供給や下水道の適正管理がさ れた状態を めざし ます。

水辺や緑地、農地やあし がり 郷「 瀬戸屋敷」と いった本町なら
ではの地域資源と 、住みやすい環境、交通の便利さ の両立を
図ら れた状態を めざし ます。

町民

行政

●　 道路、河川・ 水路、公園・ 緑地の整備を 計画的に進めます。

●　 自然等の地域資源を活かし た環境整備を進めます。

●　 快適で便利な交通環境の整備を進めます。

主体 アク ショ ン（ 期待する役割）
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活 力 あ ふ れ る 産 業 と 地 域 の 魅 力 を

生 かし た に ぎ わ い の あ る ま ち基 本 目 標  ７

　 産業の維持・ 発展や関係人口・ 交流人口の増加に向けて、地域経済の活性化や産業の担い手育成、開

成町の地域資源を活用した観光の充実などを 進め、活力にあふれる産業と 地域の魅力を生かし たにぎわ

いのあるまちをめざします。

（ １ ） 基本目標の対象範囲

　 ◆ 商工業

　 ◆ 農業

　 ◆ 観光

　 ◆ 雇用

（ ２ ） めざ すべき 状態と 考え方

（ ３ ） めざ すべき 状態の達成に向けた役割分担

　 　     目標を 達成するため、町民と 行政の役割を 次のよう に定めます。

地域に根差し た商工業や
農業等が発展し ている状態

産業を 担う 人材が確保さ れ
た状態

めざすべき 状態 考え方

地域経済の根幹である 中小企業の経営安定化や、各種産業
（ 農業、製造業、商工業・ サービ ス業・ 観光業等）が活性化し て
いる状態を めざし ます。

産業の維持・ 発展に向けて、その産業を 担う 人材の確保や、
働き やすい環境の整備が進んでいる状態を めざし ます。

町民

行政

●　 地元農産品の活用に向けて、地産地消を進めます。

●　 口コ ミ 活動、ボラ ンティ ア、町民の職業・ スキル活用など、有償、無償を 含めた人

　 　 的スキルの提供に努めます。

●　 ＳＮＳ等を活用した情報発信を進めます。

●　 農地・ 農業用水などの農業資源の保全と 担い手の確保を 進めます。

●　 新規参入・ 事業承継・ 人材確保と 活用などに向けた支援活動を 行います。

●　 体験型観光の促進や町有施設の利活用方法の拡充を進めます。

●　 近隣市町と の連携強化を 進めます。

主体 アク ショ ン（ 期待する役割）
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前期基本計画の体系

未来を担う こども を育むまち

みんなで支え合い、健やかに暮ら せるまち

誰も が自分らしく 輝く まち

人のつながり でつく る安全・ 安心なまち

恵み豊かな環境を未来につなぐまち

利便性が高く 、快適な都市空間が整ったまち

活力あふれる産業と 地域の魅力を
生かしたにぎわいのあるまち

将来都市像の実現に向けた行政経営

１

２

３

４

５

６

７

★

７ つの政策

１ -１

１ -２

１ -３

２ -１

２ -２

２ -４

２ -３

３ -１

３ -２

３ -４

３ -３

４ -１

４ -２

４ -４

４ -３

５ -１

５ -２

５ -３

６ -１

６ -２

６ -４

６ -３

６ -５

６ -７

６ -６

７ -１

７ -２

７ -４

７ -３

★-１

★-２

★-４

★-３

★-５

★-６

こども・ 子育て

学校教育

青少年

健康・ 医療

地域福祉

障がい者福祉

高齢者福祉

生涯学習

スポーツ

共生

文化

地域コミ ュニティ

防災・ 減災

生活安全・ 消費生活

消防・ 救急

脱炭素

環境保全

資源循環

都市形成

道路

公園・ 緑地

河川・ 水路

上下水道

公共交通

住環境

商工業

農業

雇用

観光

協働・ 公民連携

スマート シティ・ DX

組織・ 人材

広報広聴・ シティ プロモーショ ン

財政運営

広域連携

母子保健の充実

教育活動の推進

青少年の健全育成の推進

健康づく り の推進

地域福祉活動の支援

障がい者福祉サービスの充実

地域包括ケアの推進

多様な学習機会の提供

スポーツ活動の推進

地域コミ ュニティ 活動の支援

地域防災力の強化

地域防犯力の向上

消防・ 救急体制の充実

ゼロカーボンシティ の実現

自然環境の保全と 再生

ごみの適正処理の促進

計画的な土地利用の推進

公園・ 緑地の整備

河川・ 水路の整備

水道水の安定供給

公共交通の充実

良好な住環境の形成

商工業の振興

参画と 協働のさら なる推進

自治体DXの推進

行政課題に対応できる組織づく り

広報・ 広聴活動の充実

持続可能な財政運営

広域連携の推進

文化・ 芸術の振興

人権・ 多様性が尊重さ れる社会の実現

幹線道路の整備

働く 場の創出

地域資源を生かした観光の推進

優良農地の保全

①

①

①

①

①

①

①

①

2 9 の施策

前期基本計画は、７ つの政策、2 9 の施策、6 2 の計画（ 詳細施策）と「 将来都市像の実現に向けた行政計画」で構成さ れます。

①

①

①

①

①

①

①

①

①

①

①

①

①

①

①

①

①

①

①

①

①

①

①

①

①

①

①
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子育て支援の充実

教育体制の整備②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

②

保健予防の充実

包括的な支援体制の整備

障がい者支援・ 相談体制の充実

介護予防・ 自立ケアの推進

生涯学習環境の整備・ 充実

スポーツ活動の環境整備

文化財の保存・ 活用

危機管理体制の強化

交通安全対策の充実

持続可能な消防団体制の構築

環境美化活動の推進

市街地整備の推進

下水道整備と 維持管理

公共住宅の供給

中小企業・ 小規模事業者の支援

公民連携の推進

人材の確保

シティ プロモーショ ンの推進

ファシリティ マネジメ ント の推進

生活道路の整備

勤労者の支援

農業経営の活性化

③

③

③

③

③

③

保育環境の充実

教育環境の整備

食育の推進

障がい者の社会参加の充実

介護サービスの提供

消費者保護対策の充実

快適な生活環境の確保

上下水道事業の健全経営

移住・ 定住の促進

人材の育成

③

③

③

③

6 2 の詳細施策

④

④ 相談支援体制の充実

地域医療体制の充実

生きがいづく り の推進

⑤ 医療保険制度の適切な運営

④

こども 課

主管課

学校教育課

生涯学習課

保険健康課

福祉介護課

福祉介護課

福祉介護課
保険健康課

生涯学習課

生涯学習課

生涯学習課

福祉介護課

企画政策課

地域防災課

地域防災課

地域防災課

地域防災課

環境課

環境課

環境課

都市計画課

都市整備課

都市整備課

都市計画課

都市整備課

企画政策課

都 市 計 画 課
福 祉 介 護 課
企 画 政 策 課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

産業振興課

地域防災課

総務課
税務窓口課

企画政策課

財務課

企画政策課

企画政策課
総務課
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前期基本計画のみかた

基本計画は「 現況」「 課題」「 方針」「 計画（ 詳細施策）」で構成し ています。

主な取組

現況 課題 方針 計画
（ 詳細施策）

計画のめざす状態（ どこまでやるか）を示しています。

数値目標の設定が可能なも のについて、

その評価指標を示しています。

指標に関する基準と なる数値データと

前期基本計画の目標値を示しています。

関連する個別計画と

　 主管課を示しています。

計画における主な取組

　 内容を示しています。 計画の優先度を

３ 段階で示しています。

① 母子保健の充実

目 標  ：  安 心 し て 出 産・ 育 児 が で き 、こ ど も た ち が 健 や か に 成 長 で き る 状 態

目標達成度を 計る指標

産 後 、 退 院 し て か ら の１ か 月 程 度 、 助 産 師 や 保 健 師 等 か ら の

指 導・ ケ ア を 十 分 に 受 け る こ と が で き た 人 の 割 合

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

9 1 . 7 % 9 3 . 0 %

３ 歳 児 健 康 診 査 の 受 診 率

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

1 0 0 % 1 0 0 % を 維 持

◆　 妊娠期から 乳幼児期にかけて妊産婦や乳幼児の健康管理、疾病の早期発見を目

　 　 的に、妊産婦・ 乳幼児に対する健診・ 歯科健診を実施し ます。

<  優先度 >
★★★

【 関連する個別計画】

開成町子ども・ 子育て支援事業計画

【 主管課】

こども 課
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未来を 担う こども を 育むまち

前
期
基
本
計
画

こ ども・ 子育て

学校教育

青少年
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■ 現況

◆　 令和６ 年（ 2 0 2 4 年）１ 月１ 日現在の年少人口（ ０ 歳～14 歳） は2 ,6 7 3 人で、全人口に占める 割合は14 .2

　 　 ％と なっており 、神奈川県全体（ 11.4％） や全国の平均（ 11.3 ％） と 比較して高く なっています。

◆　 開成町は、転入超過（ 転入者数が転出者を 上回る 状態） が継続し ていますが、特に子育て世帯の転

　 　 入が多く なっています。

◆　 子育てを 取り 巻く 環境の変化を 背景に、子育てに対し て 不安感や孤立感を 抱える 保護者が増加し て

　 　 おり 、こ ど も の健康な発育や発達にさ まざ まな 課題を 引き 起こ す一因と なっています。

◆　 本町では、こ ど も や妊産婦、子育て世帯を 包括的に支援する 拠点である「 こ ど も 家庭センタ ー」 を 令

　 　 和６ 年度（ 2 024 年度） に開設し 、妊娠期から 子育て期における不安に寄り 添った支援を行っています。

◆　 女性の就業率の上昇など を 背景に、保育所や学童保育の利用希望者が増加し 、保育ニーズがさ ら に

　 　 一段と 多様化し ています。

■ 課題

◆　 複雑化し た課題を 抱えた世帯が増加し ているため、長期にわたり 伴走支援していく 体制が必要と なっ

　 　 ています。また、相談内容も 多岐にわたるため、相談事業の充実を 図ると と も に、関係機関と 連携し

　 　 た支援を 行う 必要があり ます。

◆　 保育所や学童保育の利用希望者が増加し ているこ と から 、子育てと 就労の両立を 支援するため、保育

　 　 の受け皿を 確保する 必要があり ます。

◆　 共働き 世帯の増加などにより 、子育て世帯を 取り 巻く 環境は変化し ており 、こ ど も たち が放課後に安

　 　 心し て過ごせる居場所を 地域・ 団体や民間事業所などと 役割分担をし ながら 検討していく 必要があり

　 　 ます。

◆　 令和５ 年度（ 2 0 2 3 年度） に実施し た「 子ど も・ 子育て支援に関するニーズ調査」 の結果から 、気軽に

　 　 相談できる人や場所がない方が増えています。

◆　 家族形態の多様化、地域のつながり の希薄化など により 、子育て家庭の孤立や負担感が増え、家庭

　 　 や地域の養育力の低下が顕著になっているため、保護者や地域の「 こ ど も を 育てる力」 を 向上さ せる

　 　 必要があり ます。

こ ど も・ 子育て
施策 １ -１

こ
ど
も
・
子
育
て

１ - 

１

第１ 章
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■ 方針

　 　 妊娠期から 子育て 期の環境に応じ たき め細かな 支援を 通じ て、こ ど も と 保護者の心身の健康を 守り

　 　 ます。

　 　 こども の成長段階や保護者のラ イ フ ステージに応じ た切れ目のない支援を 通じ て、安心し て子育てす

　 　 ること ができる環境を つく り ます。

　 　 子育てと 就労の両立を 支援するため、保育サービ スや児童の放課後対策の充実を 図り ます。

　 　 行政・ 地域・ 関係機関の連携を 強化し 、地域全体で子育てに温かい環境を 築きます。

酒田みな みの保育園

子育て 支援セ ン タ ー

１

２

３

４
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① 母子保健の充実

◆　 妊娠期から 乳幼児期にかけて妊産婦や乳幼児の健康管理、疾病の早期発見を目

　 　 的に、妊産婦・ 乳幼児に対する健診・ 歯科健診を実施し ます。

◆　 産後の母子の健康状態の確認、心身のケア、育児のサポート などを行う ため、産

　 　 婦訪問指導や産婦健診、産後ケア事業等の充実を図り ます。

◆　 妊娠、出産、子育てに関して妊娠前の若い世代や親同士が学び、気づき 合う こと

　 　 で課題を解決していけるよう 、対話型、体験型の健康講座を実施し ます。

◆　 精神発達や情緒面など子ども の特性を受容し 保護者が適切な養育を行えるよう 、

　 　 ５ 歳児健診をはじ めとする、就学前の発達に関する相談体制を整備します。

【 関連する個別計画】

開成町子ども・ 子育て支援事業計画

【 主管課】

こども 課

目 標  ：  安 心 し て 出 産・ 育 児 が で き 、こ ど も た ち が 健 や か に 成 長 で き る 状 態

目標達成度を 計る 指標

産 後 、 退 院 し て か ら の１ か 月 程 度 、 助 産 師 や 保 健 師 等 か ら の

指 導・ ケ ア を 十 分 に 受 け る こ と が で き た 人 の 割 合

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

9 1 . 7 % 9 3 . 0 %

３ 歳 児 健 康 診 査 の 受 診 率

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

1 0 0 %

主な取組
<  優先度 >

■ 計画（ 詳細施策）

★★★

★★★

★★★

★★★

第１ 章

1 0 0 % を 維 持
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② 子育て支援の充実

◆　 多種多様なニーズに対応できる 提供会員（ まかせて会員） を 確保し 、地域で の子

　 　 育て相互援助活動がより 活発に行われるよう 、フ ァ ミ リ ー・ サポート ・ センタ ー事

　 　 業の充実を 図り ます。

◆　 親子の交流や子育ての情報交換、育児相談の充実を図るほか、地域と の交流の機会

　 　 をつく るなど、地域子育て支援拠点事業（ 子育て支援センター等） の充実を図ります。

◆　 こ ど も の健やかな 成長を 支えるため、地域と 協力し て児童の居場所やさ まざ ま

　 　 な交流の機会の創出を 図り ます。

◆　 こ ど も の健康を 守り ながら 、保護者の子育てと 就労の両立を 支援するため、近隣

　 　 市町と 連携し 、病児保育事業を 実施し ます。

◆　 こ ど も の健やかな 成長を 支援すると と も に、子育て世代の経済的負担を 軽減す

　 　 るため、こ ど も 医療費やひと り 親家庭等の医療費を 助成し ます。

◆　 多子世帯の育児にかかる経済的負担を軽減し 、安心して子育てができる環境づく り

　 　 を推進し ます。

◆　 全てのこ ども の権利が尊重さ れ、こ ど も が主体と なって自分の意見が表明でき、

　 　 社会参加ができるよう 支援に努めます。

【 関連する個別計画】

開成町子ども・ 子育て支援事業計画

【 主管課】

こども 課

開 成 町 駅 前 子 育 て 支 援 セ ン タ ー の 利 用 者 数

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

1 1 , 2 5 9 人 1 2 , 0 0 0 人

フ ァ ミ リ ー・ サ ポ ー ト ・ セ ン タ ー の ま か せ て 会 員 数

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

5 0 人 6 5 人

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

目 標  ：  地 域 が こ ど も を 大 切 に し 、 安 心 し て 子 育 て が で き る 状 態

目標達成度を 計る指標
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③ 保育環境の充実

◆　 子育てと 就労の両立を 支援するため、保育所や学童保育の保育サービ スを 適切に

　 　 提供し ます。

◆　 保育所の利用希望者の増加に対応するため、保育所定員の弾力化や保育所等の

　 　 広域利用調整を 実施するほか、小規模保育所などの地域型保育事業の活用を 検

　 　 討し ます。

◆　 預かり 施設や保育の質の向上を 図るため、国・ 県の補助金を 活用し ながら 保育所

　 　 など民間施設の運営を 適切に支援し ます。

◆　 育児の孤立を 防ぐと と も に、全ての子育て家庭に対して、多様な働き 方やラ イフ ス

　 　 タ イルに合わせた支援を 図るため、「 こども 誰でも 通園制度」 を実施し ます。

【 関連する個別計画】

開成町子ども・ 子育て支援事業計画

【 主管課】

こども 課

保 育 所 待 機 児 童 数（ ４ 月１ 日 現 在 ）

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

０ 人 ０ 人 を 維 持

放 課 後 児 童 ク ラ ブ 待 機 児 童 数（ ４ 月１ 日 現 在 ）

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

０ 人 ０ 人 を 維 持

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

第１ 章

目 標  ：  保 護 者 の 多 様 な ニ ー ズ に 対 応 し た 保 育 環 境 が 整 っ た 状 態

目標達成度を 計る指標

開成南小学校区学童保育所
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④ 相談支援体制の充実

◆　 妊娠・ 出産・ 子育てを 切れ目なく 支援するため、子育てに対する包括的な相談支援

　 　 体制の強化を図り ます。

◆　 生活困窮家庭やひと り 親家庭、障がいや病気をも つ保護者のいる家庭、障がいや

　 　 病気をも つ子を 育てる家庭、虐待や困難を 抱える家庭等に対する支援の充実に努

　 　 めます。

◆　 誰一人取り 残さ れること がないよう 、支援を 必要と する家庭環境にいるこども や障

　 　 がい等を も つこ ど も 、医療的ケアを 必要と するこ ど も 、不登校児、生き にく さ を 感

　 　 じ るこども 等に対する支援を行います。

◆　 地域による見守り の強化や、関係機関と の情報連携により 、自ら 支援を 求めること

　 　 が難し いこども や家庭の早期発見、早期支援を行います。

◆　 要保護児童対策地域協議会による関係機関と の連携・ 協力体制を 強化し 、児童虐

　 　 待の発生防止や早期発見に努めます。

【 関連する個別計画】

開成町子ども・ 子育て支援事業計画

【 主管課】

こども 課

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

子 育 て（ 教 育 を 含 む ） を す る 上 で 、気 軽 に 相 談 で き る 人 、

ま た は 相 談 で き る 場 所 が あ る 家 庭 の 割 合

（ こ ど も ・ 子 育 て 支 援 に 関 す る ニ ー ズ 調 査 ）

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

8 4 . 0 ％ 現 状 値 よ り 上 昇

目 標  ：  複 雑 多 岐 に わ た る 相 談 ニ ー ズ が 充 足 さ れ た 状 態

目標達成度を 計る指標
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■ 現況

◆　 共働き 家庭、ひとり 親家庭の増加に伴い、対象年齢や保育時間の違いから 保育園を選択する割合が高

　 　 まっており、開成幼稚園の園児数は、減少傾向にあります。

◆　 町内の公立教育施設としては、開成幼稚園、開成小学校、開成南小学校、文命中学校を設置しています

　 　 が、築4 0 年以上と なる開成幼稚園、開成小学校、文命中学校については、近年、施設の長寿命化を目的

　 　 とした大規模改修事業を行っています。

◆　 学校、家庭、地域が協働し ながらこども の豊かな成長を 支えていく「 地域とと も にある学校づく り 」を 進

　 　 めるため町内の全ての幼稚園、小・ 中学校において、学校運営協議会（ コミ ュニティ・ スク ール）を設置し

　 　 ています。

◆　 本町では、平成2 1 年（ 2 0 0 9 年）に普遍的な教育の理念と なる「 開成町人づく り 憲章」を制定するとと も

　 　 に、めざすべき 教育の姿として「 開成町教育基本方針」を策定し 、教育に重点を置いたまちづく り を進め

　 　 ています。

◆　 価値観やライフ スタ イルの多様化により、複雑な家庭環境にあり、支援が必要なこども が増えています。

■ 課題

◆　 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を 培う 重要なも のであり、家庭、地域、関係機関等が

　 　 連携し 、小学校への円滑な接続に取り 組むこと が求めら れています。

◆　 国のこども・ 子育て施策の動向や幼児期の教育・ 保育の需要を 踏まえ、時代の変化に即し た教育環境

　 　 の整備を 進める必要があり ます。

◆　 質の高い教育を 実践するため、教職員が授業準備や授業研究等の教科指導に集中できる環境を 整備

　 　 する必要があり ます。

◆　 確かな 学力、豊かな心、健やかな体を バラ ンスよく 育て、こ ども の「 生き る力」を 育むと と も に個別最

　 　 適な学び、協働的な学びを 実現する必要があり ます。

◆　 外国語教育の充実やＩ ＣＴ を 活用し た情報活用能力を 向上さ せるために、教育体制や教育環境の充実

　 　 を 図る必要があり ます。

◆　 個人の価値観が多様化しているため、個性等を認め、互いを尊重し 合う 共生社会の構築が求めら れてい

　 　 ます。

◆　 少子化が進む中、将来にわたり 生徒がスポーツ・ 文化芸術活動に継続し て親し むこと ができ る機会を

　 　 確保するため、速やかに部活動改革に取り 組む必要があり ます。

◆　 学校施設の長寿命化を目的とし た計画的な整備を 行う 必要があり ます。

■ 方針

１ 　 こども たちが学習意欲を持ち、能力の向上を図るための教育を推進します。

２ 　 こどもと 教職員にとってウェ ルビーイングな場所を創出します。

３ 　 将来を見据えたう えで社会から 求めら れる学習環境を整備します。

学校教育
施策 １ -２

学
校
教
育

１ - 

２

第１ 章



用
語
集

付
属
資
料

総
合
戦
略

基
本
計
画

基
本
構
想

序
論

4 1

◆　 グローバル化に対応したさら なる英語教育や外国語活動を展開するため、児童、生徒

　 　 の客観的な英語力を把握し 、外国人講師による英語教育や留学生による国際理解教

　 　 育などの充実を図ります。

◆　 ＧＩ ＧＡ スク ール構想に基づき、Ｉ ＣＴ を活用し た「 個別最適な学び」と「 協働的な学び」

　 　 を一体的に推進します。

◆　 教職員の授業力向上により、こども たちの学習意欲向上を図ります。

◆　 変化の激し い社会を生きるために、確かな学力、豊かな心、健やかな体の知・ 徳・ 体を

　 　 バランスよく 育む教育活動を推進します。

◆　 学校と 地域が一体と なってこども を 育むことで、特色ある教育活動を展開するため、

　 　 学校運営協議会（ コミ ュニティ・ スク ール）制度を推進します。

◆　 多世代間の交流を 進めるため、幼稚園、保育所、小・ 中学校、高等学校の連携による

　 　 体験学習の機会の充実を図ります。

◆　 幼児教育において、小学校入学後に円滑な学校生活を送れるよう 関係機関と の連携

　 　 協力を進めます。

【 関連する個別計画】

開成町教育振興基本計画

【 主管課】

学校教育課

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

① 教育活動の推進

■計画（ 詳細施策）

学 校 に 行 く の が 楽 し い と 思 う こ ど も の 割 合

（ 全 国 学 力 学 習 状 況 調 査 時 に お い て 実 施 す る 質 問 紙 調 査 ）

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

8 1 . 9 ％ 9 0 ％

目 標  ：  児 童 、 生 徒 に と っ て「 学 び 」 が 楽 し い と 思 え る 状 態

目標達成度を 計る指標
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学
校
教
育

１ - 

２
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◆　 不登校児童・ 生徒に対するきめ細かな指導、支援を行う ため、教育支援センタ ーなど

　 　 の充実を図ります。

◆　 教職員が本来やるべき 業務に集中できる環境づく り を進めるため、教職員の働き 方

　 　 改革を推進します。

◆　 個別の配慮が必要な児童・ 生徒に対して、生活支援員等を配置し 、学習サポート を推

　 　 進します。

◆　 さ まざまな悩みを抱える児童・ 生徒一人ひとりに対して、きめ細かく 対応するため、心

　 　 の教室などの充実を図ります。

【 関連する個別計画】

開成町教育振興基本計画

【 主管課】

学校教育課

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

第１ 章 ② 教育体制の整備

「 困 り ご と や 不 安 が あ る 時 に 、先 生 や 学 校 に い る 大 人 に

い つ で も 相 談 で き る 」 と 回 答 し た 割 合

（ 全 国 学 力 学 習 状 況 調 査 時 に お い て 実 施 す る 質 問 紙 調 査 ）

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

6 4 . 4 ％ 7 0 ％

目 標  ：  教 職 員 が こ ど も と 向 き 合 う 時 間 を 確 保 で き る 状 態

目標達成度を 計る指標
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◆　 文命中学校体育館の空調設備の整備など、教育環境の向上・ 充実のため、学校施設

　 　 や設備の整備に取り 組みます。 

◆　 国の法令や衛生基準に基づき、適切に施設管理を行い、園児、児童、生徒に対して安

　 　 全で栄養バランスの取れた給食を提供します。　  

◆　 保護者の経済的負担を軽減し 、園児、児童、生徒が安心して教育を受けること ができ

　 　 るよう 、 就園就学の援助を 行います。 　  

◆　 学校施設の長寿命化や良好な教育環境を整備するため、計画的なメ ンテナンスに取

　 　 り 組みます。

◆　 部活動の地域移行を進めるため、地域において、持続可能なスポーツ・ 文化芸術等活

　 　 動の環境整備を進めます。

【 関連する個別計画】

開成町教育振興基本計画

【 主管課】

学校教育課

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

③ 教育環境の整備

目 標  ：  安 全・ 安 心 な 教 育 環 境 が 確 保 さ れ た 状 態

開成幼稚園



基本計画
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■ 現況

◆　 核家族化や少子化の進行、地域における人間関係の希薄化、インタ ーネット 社会の到来による有害情

　 　 報の氾濫やＷＥＢ を介し た人間関係の構築など、青少年を取り 巻く 社会環境が大きく 変化しています。

◆　 全国的にニート やひきこもり 、犯罪の低年齢化など、青少年の抱える問題が深刻化しています。

◆　 国では、青少年を 取り 巻く 諸課題に対処するためにこ ど も 家庭庁を 設置し 、青少年の安全で 安心な

　 　 社会環境の整備に取り 組んでいます。

◆　 本町では、放課後や週末、長期休業期間中に、こ ど も の安全・ 安心な活動拠点を 設け、体験活動等

　 　 を 通じ て健全な育成を図ること を目的に、放課後子ども 教室やあじ さ い塾、ジュニアサマースクール、

　 　 夏休み期間中の小学校の運動場開放などに取り 組んでいます。

■ 課題

◆　 スマート フォン 等の急速な普及により 、有害な情報に触れたり 、ＳＮＳ に起因し た事件やト ラブルに巻

　 　 き 込まれたり する青少年が増加する懸念があり ます。

◆　 青少年が健やかに成長し 、豊かな人間性や社会性を育み、積極的に社会に参画すること ができるよう 、

　 　 ボランティ ア活動、地域活動、体験学習などの活動の場や機会の充実を図る必要があり ます。

◆　 青少年育成活動が幅広く 展開できるよう 、地域での取組を行う ために必要な指導者やボランティ アの

　 　 育成を図る必要があり ます。

◆　 核家族化やライフ スタイルの変化を 背景に、多数のこども 会が解散するなど、こども の地域活動への

　 　 参加の機会が減少しています。

■ 方針

１ 　 人と の多様な関わり を 通じ て、青少年の社会参画を 進め、将来の担い手に育てるため、体験活動の機

　 　 会や居場所の提供の充実を 図ると と も に、家庭、学校、地域が一体と なって青少年が活躍できる環境

　 　 づく り を 進めます。

青少年
施策 １ -３

青
少
年

１ - 

3

第１ 章
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① 青少年の健全育成の推進

■計画（ 詳細施策）

◆　 こども たち の教育活動や体験活動の充実を 図るため、地域の人材や企業・ 団体の協

　 　 力を得ながら 、あじ さ い塾やジュニアサマースク ールを実施します。 

◆　 放課後の安全・ 安心な居場所づく りを進めるため、放課後児童クラブと の連携により

　 　 放課後こども 教室の充実を 図ると と も に、担い手であるサポータ ーの確保に努め

　 　 ます。

◆　 学校・ 家庭以外の第三の場や多様な世代と の交流、体験機会を提供します。

◆　 都市間交流を通じ て、こども の体験活動の充実を図ります。

◆　 青少年活動においてリ ーダーと なるジュニアリ ーダーを育成します。

◆　 こども や青少年が社会と の関わり の中で、健やかに育ち 、自立した個人として成長で

　 　 きるよう 、関係機関と 連携し 、指導体制の充実を図ります。

【 主管課】

生涯学習課

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

目 標  ：  次 代 を 担 う 青 少 年 が 、地 域 の 中 で 健 や か に 育 ち 、 活 躍 で き る 状 態

目標達成度を 計る指標

ジ ュ ニ ア チ ャ レ ン ジ ス ク ー ル の 参 加 者 数

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

2 1 4 人 3 5 0 人

放 課 後 子 ど も 教 室 の 参 加 者 延 べ 人 数（ ２ 校 合 計 ）

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

2 , 9 7 0 人 4 , 0 0 0 人

放 課 後 子 ど も 教 室 の ボ ラ ン ティ ア の 人 数

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

2 8 人 4 5 人
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みんなで支え合い、

健やかに暮ら せるまち

前
期
基
本
計
画

健康・ 医療

地域福祉

高齢者福祉

障がい者福祉
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■ 現況

◆　 町民一人ひと り が、心身と も に健やかに暮らすために、町民（ 個人・ 家族） 、地域（ 団体・ 機関等） 、行政

　 　 （ 専門職） 等の多様な主体が一体と なって役割を 発揮し 、健康長寿のまちづく り に取り 組んでいます。

◆　 健康寿命の延伸や健康格差の縮小性は、個人の行動と 健康状態の改善のみで実現するのではなく 、本

　 　 人が無理なく 自然に健康な行動をとること ができるよう な環境が重要ですが、その整備が不十分な状況

　 　 です。

◆　 本町では、疾病の早期発見･早期治療(２ 次予防) を 目的に国の指針で定めら れている胃（ 内視鏡、バリ

　 　 ウム）・ 大腸・ 肺・ 乳・ 子宮の５ つのがん検診や生活習慣病の発症予防・ 重症化予防を 目的とし た、若い

　 　 世代の健康診査、特定健康診査を 実施していますが、受診者数が伸び悩んでいます。

◆　 超高齢社会の進展により 、在宅医療の需要が増えるこ と が予想さ れます。今後、医療と 介護の連携体

　 　 制の構築と 医療機関の機能分化と 医療連携を 図るこ と が必要と なっています。

◆　 必要な時に必要な医療を 受けら れるよう 、医療機関による 在宅当番制や病院群輪番制等により 救急医

　 　 療体制が確立さ れています。

◆　 国民健康保険、後期高齢者医療保険と も 、一人当たり の医療費が増加しています。

■ 課題

◆　 ラ イフ ステージに応じ た健康づく り を 推進するため、食生活、運動、歯・ 口腔等の健康分野における事

　 　 業に取り 組む必要があり ます。

◆　 自ら 進んで健康づく り に取り 組むこと ができるよう 、家族や地域住民、学校、企業、医療機関が連携し 、

　 　 それぞれの立場で健康づく り を支える環境が必要と なっています。

◆　 町民が自身の健康状態を把握できるよう 、特定健診・ 各種検診の受診率向上を 図り 、青壮年期において

　 　 生活習慣病の発症予防・ 重症化予防に取り 組むこと が必要と なっています。

◆　 救急医療体制を 維持していく ためには、医療従事者の負担軽減や病院と 診療所間等、医療機関同士の

　 　 一層の連携が求めら れています。

◆　 産科医師や助産師の不足により 、出産を 取り 巻く 環境は大変厳し い状況にあるため、こ の地域で安全・

　 　 安心に出産・ 子育てができる体制を 確立していく 必要があり ます。

■ 方針

１ 　 町民一人ひと り が健康であるために、ラ イ フ ステージに合わせた健康づく り に取り 組めるよう 、家庭や

　 　 地域住民、学校、企業、医療機関等と 連携し 、健康を支える環境づく り を 進めます。

２ 　 健康寿命延伸のため、町民一人ひとり の健康管理を 支援し ます。

健康・ 医療
施策 ２ -１

健
康
・
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療
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図 ：  健康教育の実施回数と 受けた人の延べ人数

図 ：  特定検診者数と 受診率

３ 　 生涯にわたって心身と も に健康で 過ごせるよう 、望まし い食習慣を 身に付けると と も に、食を 通じ た豊

　 　 かな人間性の形成をめざし ます。

４ 　 必要な時に必要な医療サービ スを 受けるこ と ができるよう 、地域医療・ 救急医療の充実を 図り ます。

５ 　 町民の医療費の負担が将来的に過大と ならず、安心し て医療を 受けるこ と ができるよう 、医療費の適

　 　 正化と と も に保険財政の健全化に努めます。
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① 健康づく り の推進

目 標  ：  ラ イ フ ス テ ー ジ に 合っ た 、健 康 的 で い き い き と し た 生 活 を 送 る こ と が で き る 状 態

目標達成度を 計る 指標

健 康 教 育 を 受 け た 人 の 延 べ 人 数

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

9 6 4 人 1 , 0 0 0 人

■ 計画（ 詳細施策）
第２ 章

◆　 生活習慣の改善によって疾病を 予防し 、健康寿命の延伸を 図るため、町民一人ひと

　 　 り の健康管理を支援し ます。

◆　 3 9 歳以下の若い世代を 対象とし た健康診査を 継続し 、初回受診者及び必要な方へ

　 　 の保健指導を行います。

◆　 生涯を 通じ た継続的な保健サービ スの提供体制を 整備するため、地域保健と 職域

　 　 保健の連携を 強化し 、健康づく り のための健康情報の共有や保健事業の共同実施

　 　 に取り 組みます。  

◆　 喫煙や受動喫煙による健康への悪影響について、幅広い世代に正し い知識の普及・

　 　 啓発に努めると と も に、禁煙相談を実施し ます。

◆　 熱中症予防のため、ク ーリ ン グシェ ルタ ー（ ク ールスポット ） の周知、民間企業の

　 　 クーリングシェ ルター等への登録推進、熱中症対策の出前講座等に取り 組みます。

【 関連する個別計画】

開成町健康増進計画・ 食育推進計画

【 主管課】

保険健康課

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

７・８ か月健康相談
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② 保健予防の充実

が ん 検 診 受 診 者 数

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

2 , 4 5 3 人 2 , 7 0 0 人

主な取組

◆　 疾病の早期発見・ 早期治療、発症予防のため、健康診査や各種検診の受診者数を

　 　 向上さ せ、継続受診につながるよう 受診勧奨に取り 組みます。

◆　 若い年代の受診率向上及び受診し やすい環境整備のため、関係機関と 調整し 、婦

　 　 人がんも 含めたがん検診と 健康診査を 同時に実施し ます。

◆　 若い頃から 定期歯科受診の必要性の意識づけと 歯周病予防について正し い知識を

　 　 身につけるこ と ができるよう 、2 0 歳・ 3 0 歳も 含めた節目年齢の歯科健診を 実施し

　 　 ます。

◆　 町民一人ひと り が主体的にがん予防につながる行動ができるよう 、がんについて正

　 　 し い情報と 知識の普及・ 啓発に努めます。

◆　 感染症に対する正し い知識の普及・ 啓発、感染症の予防、感染拡大防止に向けた体制

　 　 の整備を進めるとともに、感染防止や重症化予防のため予防接種を推進します。

【 関連する個別計画】

開成町健康増進計画・ 食育推進計画

【 主管課】

保険健康課

<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

目 標  ：  自 身 の 健 康 状 態 を 把 握 し て い る 状 態

目標達成度を 計る指標
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第２ 章 ③ 食育の推進

◆　 食への関心を 高め、望まし い食習慣の大切さ について理解を 深めると と も に、生

　 　 活習慣病の発症や重症化を 予防するため、管理栄養士、保健師、歯科衛生士など

　 　 の医療専門職が連携し 、健康教育等を実施し ます。

◆　 食育への理解を広めるため、幼稚園、小・ 中学校、高等学校と の連携を 進めます。

◆　 食育の担い手である食生活改善推進員（ 食育ボランティ ア） と 連携し 、栄養や食文

　 　 化などの食に関する知識の普及・ 啓発に努めます。

【 関連する個別計画】

開成町健康増進計画・ 食育推進計画

【 主管課】

保険健康課

目 標  ：  こ ど も の 頃 か ら 望 ま し い 食 習 慣 を 身 に 付 け 、自 ら 実 践 で き た 状 態

毎 日 朝 食 を 食 べ る 児 童・ 生 徒（ 小 学 ５ 年 、 中 学 ２ 年 ）

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

吉田島高校と の食育事業

小 学５ 年 　 8 6 . 4 ％ 小 学５ 年 　 9 0 . 0 ％

中 学２ 年 　 8 1 . 6 ％ 中 学２ 年 　 8 5 . 0 ％

目標達成度を 計る指標
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④ 地域医療体制の充実

◆　 町民が身近な地域で、安心して医療を 受けら れるよう 、足柄上医師会、足柄歯科医

　 　 師会、小田原薬剤師会等と の連携を 図ると と も に、本地域医療の体制整備に努め

　 　 ます。

◆　 かかり つけ医の必要性について啓発すると と も に、症状に応じ た適切な受診を 促

　 　 すこと により 、救急医療機関（ 二次救急） の過度な負担の軽減を 図り 、緊急時に安

　 　 心して医療が受けら れる体制を 維持し ます。

◆　 地域で 安心し てこ ど も を 産み育てら れる環境を 整えるため、広域連携により 医療

　 　 体制の整備に努めます。

◆　 輸血用血液を確保するため、日本赤十字社が実施する献血に協力すると と もに、献

　 　 血に関する正し い知識の普及に努めます。

【 関連する個別計画】

開成町健康増進計画・ 食育推進計画

【 主管課】

保険健康課

か か り つ け 医 を 持 つ 町 民 ( 成 人 ) の 割 合

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

6 1 . 0 ％ 6 5 . 0 ％

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

目 標  ：  地 域 の 中 で 安 心 し て 医 療 を 受 け ら れ る 状 態

足柄上地区休日急患診療所

目標達成度を 計る指標
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第２ 章 ⑤ 医療保険制度の適切な運営

◆　 生活習慣病の重症化を 予防するため、特定健康診査や特定保健指導の充実を 図り

　 　 ます。

◆　 国民健康保険財政の経営基盤の安定化を 図るため、被保険者資格の適用と 保険

　 　 給付の適正化を推進し ます。

◆　 医療費の増加を 抑制するため、第三者行為求償時の届出やジェ ネリ ッ ク 医薬品の

　 　 活用に関する普及・ 啓発に取り 組みます。

◆　 国民健康保険税の適切な賦課、徴収に努めます。

◆　 神奈川県後期高齢者医療広域連合と 連携し 、後期高齢者医療制度の適切な運営

　 　 に努めます。

◆　 後期高齢者医療保険料の適切な徴収に努めます。

【 関連する個別計画】

開成町国民健康保険データ ヘルス計画

【 主管課】

保険健康課

目 標  ：  国 民 健 康 保 険 制 度 及 び 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 制 度 が 適 切 に 運 営 さ れ た 状 態

特 定 健 康 診 査 の 受 診 率

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

3 6 . 9 ％ 4 0 ％

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

1 . 1 1 0 2 県 内 平 均 値 1

一 人 当 た り 医 療 費 指 数（ 医 科 ）

※ 医 療 費 の 県 内 平 均 値 を １ と し た 指 数（ 国 保 デ ー タ 管 理 シ ス テ ム よ り ）

目標達成度を 計る指標



用
語
集

付
属
資
料

総
合
戦
略

基
本
計
画

基
本
構
想

序
論

5 5

■ 現況

◆　 本町では、自治会を 中心と し た地域福祉活動が定着しています。一方で、少子高齢化の進行や核家

　 　 族化を 背景に、ひと り 暮らし や高齢者世帯が増加しているこ と から 、全ての人が共に支え合い、安心

　 　 して地域で暮らせるまちづく り を 進めるため、地域福祉活動の役割が増大しています。

◆　 地域・ 社会福祉協議会・ 行政が、緊密な連携と 協働のも と で地域福祉を 推進していく ために、｢開成

　 　 町地域福祉計画｣と 、開成町社会福祉協議会を 中心と し た民間の計画である｢開成町地域福祉活動

　 　 計画｣を 一体的なも のと して「 開成町福祉コ ミ ュ ニティ プラン」 を 策定し 、誰も が安心していき いきと

　 　 暮らせるまちづく り を 推進しています。

◆　 開成町福祉会館が開成町社会福祉協議会を はじ めと する各種地域福祉団体等の活動拠点施設と な

　 　 り 、地域福祉の情報共有と 連携が図ら れています。

◆　 本町では、日常生活の利便性の向上を 図るため、平成2 7 年度（ 2 0 15 年度） から 福祉コ ミ ュ ニティ バ

　 　 スの試行運行を 行い、平成2 9 年度（ 2 017 年度） から は２ 台体制で本格運行を 行う など、町内の移動

　 　 手段の確保に努めています。

■ 課題

◆　 自治会未加入世帯や一人暮らし 高齢者、単身世帯の増加、家族構成の変化等により 、地域におけるつ

　 　 ながり が希薄になり つつあるため、地域住民を はじ めと する、多様な主体が「 我が事」 と し て地域福

　 　 祉に参画すること が必要と なっています。

◆　 地域や世帯、個人が有する課題の複雑化を背景に、ひきこもり や 8 050  問題など、従来の制度やサービ

　 　 スだけでは解決困難な問題が顕在化してきているため、支援体制の充実が求めら れています。

■ 方針

１ 　 誰も が住み慣れた地域で 安心し ていき いきと 暮らすこ と ができるよう 、地域福祉活動の充実、社会

　 　 づく り を推進し ます。

２ 　 ニーズに応じ た支援や生活環境の整備、相談支援体制整備の充実、権利擁護の強化に取り 組みます。

地域福祉
施策 2 -2
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◆　 生活支援コ ーディ ネータ ーを 配置し 、地域に必要な生活支援体制を構築するため、

　 　 支援関係者のネット ワーク づく り 、地域住民への啓発活動や支援の担い手の養成

　 　 を行います。

◆　 地域福祉活動の拠点と なる福祉会館の適切な維持管理及び利用促進に努めます。

◆　 ピ アサポート の一面や町民による支えあいの要素を 備える各地域団体などの活動

　 　 を支援し ます。

◆　 町民の移動手段の確保の他、地域コ ミ ュ ニティ の形成や活性化につなげるため、福

　 　 祉コミ ュニティ バスを 運行し ます。

【 関連する個別計画】

開成町福祉コ ミ ュニティ プラ ン / 開成町障がい者計画 / 

開成町高齢者保健福祉計画・ 介護保険事業計画

【 主管課】

福祉介護課

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

第２ 章

① 地域福祉活動の支援

生 活 支 援 活 動 へ の 支 援（ 研 修 含 む ） を 行 っ て い る 自 治 会 等 の 数

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

５ 団 体 ７ 団 体

■計画（ 詳細施策）

目 標  ：  地 域 で の 支 え 合 い に 基 づ く 福 祉 活 動 が 行 わ れ て い る 状 態

目標達成度を 計る指標

開成町福祉会館
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② 包括的な支援体制の整備

◆　 地域福祉の中心的な役割を 果たす、開成町社会福祉協議会の運営や民生委員・ 児 

　 　 童委員の活動を支援し ます。

◆　 足柄上地区1市5 町で共同設置し たあし がら 成年後見センタ ーを 核に、成年後見制

　 　 度の普及・ 啓発に取り 組みます。

◆　 自殺防止に関する正し い知識の普及・ 啓発と と も に、自殺対策に取り 組むゲート

　 　 キーパーを 養成し ます。 　 　 　

【 関連する個別計画】

開成町福祉コ ミ ュニティ プラ ン / 開成町障がい者計画 / 

開成町高齢者保健福祉計画・ 介護保険事業計画

【 主管課】

福祉介護課

民 生 委 員 の 相 談 支 援 件 数

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

5 0 0 件 相 談 件 数 の 増 加

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

目 標  ：  地 域 福 祉 の 担 い 手 同 士 の 連 携 が 取 れ て い る 状 態

目標達成度を 計る指標

図 ：  相談支援センタ ーにおける相談件数推移
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■ 現況

◆　 令和７ 年（ 2 0 2 5 年） には団塊の世代が7 5 歳以上と なり 、令和2 2 年（ 2 0 4 0 年） には団塊ジュ ニア世代

　 　 が6 5 歳以上と なるこ と に伴い、ますます高齢化が進行していく こと が予想さ れます。

◆　 令和６ 年（ 2 0 24 年）３ 月現在、開成町における6 5 歳以上の方は、全体の３ 割弱であり 、当面の間は、同

　 　 程度の水準で推移するも のと 見込まれています。

◆　 平均寿命が延びている一方、介護が必要な期間も 長く なっており 、健康上の問題で日常生活が制限さ

　 　 れるこ と なく 生活できる期間（ 健康寿命） を 延伸していく こ と も 求めら れています。

◆　 「 開成町高齢者保健福祉計画・ 介護保険事業計画（ 第９ 期） 」 を 策定し 、「 医療」「 介護」「 予防」「 生

　 　 活支援」「 住まい」 の整備・ 充実のための取組や、認知症施策の推進、保険者機能の強化、介護人材の

　 　 確保など、総合的な推進を 図っています。

◆　 フレイル（ 虚弱状態） について、早期発見と 予防のための活動を 支援するこ と で、介護予防の取組を 進

　 　 めています。

◆　 定年延長などの影響により シニア世代の働き 方が変化し 、就業期間が長期化する中で、こ れまで高齢

　 　 者の生き がいづく り や健康づく り の中心的役割を担ってきた老人ク ラブやシルバー人材センタ ーへの参

　 　 加が全国的に減少してきています。また、近年では新型コ ロナウイルスの影響により 、高齢者の社会参

　 　 加が大幅に制限さ れ、全国的に老人ク ラ ブのク ラ ブ 数やシルバー人材センタ ーの会員数が減少し 、本

　 　 町においても 同様の課題を抱えています。

■ 課題

◆　 高齢者の自己決定権を 尊重するためには、支援が地域の実情に応じ て一体的に提供さ れる「 地域包括

　 　 ケアシステム」 の重要性がさ ら に増しています。

◆　 住み慣れた地域で 住民同士が互いに支え合う 活動の中で、自分自身の介護予防にも つながり 得る体制

　 　 づく り や、困り ごと を早期に相談して支援を 受けら れるよう 、日ごろから の地域と のつながり を 強化する

　 　 こと が重要です。

◆　 介護保険事業を 安定的かつ適正に運営するため、介護保険サービ スの充実と 保険給付の適正化を 図る

　 　 必要があり ます。

◆　 高齢者が豊富な経験や知識、技能を 生かして、仕事やボランティ ア、地域活動などを実践できるよう 、高

　 　 齢者の就労、社会参加を推進する取組の充実を図る必要があり ます。

高齢者福祉
施策 ２ -３

高
齢
者
福
祉

２ - 

３

第２ 章
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■ 方針

１ 　 高齢者が自己決定に基づき、住み慣れた地域で自分らし く いきいきと 自立して暮らしていく ための支援

　 　 体制の整備を 進めます。

２ 　 日常生活に支援や介護が必要な状態になっても 、住み慣れた地域で 生活を 続けていく ための支援体制

　 　 の整備を 進めます。

３ 　 高齢者が要支援や要介護状態になっても 自立し た生活を 送るこ と ができるよう 、介護保険サービ スに

　 　 関する 情報を 提供し 、相談体制の充実や介護保険サービ スの質の向上を 図ると と も に、サービ ス維持

　 　 に必要な保険制度の適切な運営に努めます。

４ 　 一人ひと り が自分の能力を 発揮し 、お互いに関わり 合い、支え合う こ と で、高齢になっても 役割を 持ち

　 　 ながら いきいきと 暮らすための環境づく り に努めます。

図 ：  高齢化率の推移
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① 地域包括ケアの推進

◆　 高齢者が住み慣れた地域で、自立し た日常生活を 営むこと ができるよう 、介護や介

　 　 護予防、医療、生活支援などが一体的に提供さ れる高齢者への包括的な支援（ 地

　 　 域包括ケア） を推進し ます。

◆　 地域包括支援センタ ーの機能強化に取り 組みます。

◆　 高齢者が住み慣れた地域で、尊厳を 維持し ながら 、安心して生活を 送ること ができ

　 　 るよう 、認知症に関する正し い知識の普及を図ると と も に、支援体制を整備し ます。

◆　 高齢者が安心して地域生活を 送れるよう 、切れ目のない在宅医療と 介護の提供に

　 　 取り 組みます。

◆　 地域の関係機関と 連携を 図り 、高齢者虐待の予防と 早期発見・ 早期対応、再発防

　 　 止に努めます。

【 関連する個別計画】

開成町福祉コ ミ ュニティ プラ ン / 開成町高齢者保健福祉計画・ 介護保険事業計画

【 主管課】

福祉介護課

目 標  ：  地 域 課 題 の 解 決 や 緩 和 等 に よ っ て 、高 齢 者 が 住 み 慣 れ た 地 域 で 生 活 を 続 け て

　 　 　 い け る 状 態

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー の 利 用 相 談 件 数

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

2 2 0 名 ／ 月 利 用 相 談 件 数 の 増 加

主な取組
<  優先度 >

■ 計画（ 詳細施策）

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

第２ 章

目標達成度を 計る指標
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② 介護予防・ 自立ケアの推進

◆　 高齢者が介護や支援を 必要と する 状態になるこ と を 予防し 、介護や支援を 必要と

　 　 する状態であっても 重度化の予防を推進し ます。

◆　 健診・ 医療・ 介護データ の分析・ 活用を行い、高齢者の保健事業と 介護予防事業を

　 　 一体的に実施し ます。

◆　 フレイル（ 虚弱状態） の予防を 図るため、高齢者が自律的に自己の状態を把握・ 改

　 　 善するための支援に取り 組みます。

◆　 介護や支援を 必要と する 状態になる恐れがある高齢者を把握し 、早期の対応に努

　 　 めます。

◆　 地域において町民主体の介護予防活動を 展開するため、かいせいいき いき 健康体

　 　 操の更なる普及に取り 組みます。

【 関連する個別計画】

開成町福祉コ ミ ュニティ プラ ン / 開成町高齢者保健福祉計画・ 介護保険事業計画

【 主管課】

福祉介護課 / 保険健康課

第１ 号 被 保 険 者（ 6 5 歳 以 上 ） に 対 す る 要 介 護 認 定 者 の 割 合

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

1 6 . 5 ％ 2 0 ％ 以 下

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

目 標  ：  介 護 度 の 重 度 化 の 進 行 を 予 防 し て い る 状 態

フレイルチェッ ク 測定会

目標達成度を 計る指標
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③ 介護サービスの提供

◆　 町民アンケート を 定期的に実施し 、介護サービ スの需要把握に努めます。

◆　 高齢者福祉計画・ 介護保険事業計画に基づき、必要と さ れる介護サービ ス及び情

　 　 報を提供し ます。

◆　 介護保険制度について、サービ スの安定供給と 質を 両立するため、適切な運営に努

　 　 めます。

◆　 介護保険財政の健全性を 維持するため、介護保険料の適切な賦課、徴収に努め

　 　 ます。

【 関連する個別計画】

開成町高齢者保健福祉計画・ 介護保険事業計画 / 開成町災害時ト イレ確保計画

【 主管課】

福祉介護課

目 標  ：  介 護 保 険 制 度 を 適 切 に 運 営 で き て い る 状 態

新 規 要 支 援・ 要 介 護 認 定 者 の 平 均 年 齢

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

8 2 . 2 歳 平 均 年 齢 の 引 上 げ

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

第２ 章
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④ 生き がいづく り の推進

◆　 高齢者の生き がいづく り や健康づく り 、世代間・ 地域間の交流など、多様な事業を

　 　 展開する老人クラブの活動を支援し ます。

◆　 高齢者の豊かな経験や知識、技能を 地域に生かすこと により 、高齢者の生きがいづ

　 　 く りと 健康づく り につなげるため、シルバー人材センタ ーの活動を支援し ます。

【 関連する個別計画】

開成町福祉コ ミ ュニティ プラ ン / 開成町高齢者保健福祉計画・ 介護保険事業計画

【 主管課】

福祉介護課

単 位 老 人 ク ラ ブ 数

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

1 0 ク ラ ブ 1 0 ク ラ ブ を 維 持

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

目 標  ：  高 齢 者 が 積 極 的 に 社 会 参 加 で き る 状 態

地域交流活動（ カ ーレット ）

開 成 町 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー の 会 員 数

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

1 6 7 人 1 6 0 人 台 を 維 持

目標達成度を 計る指標
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■ 現況

◆　 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付状況による障がいのある方の人数は、増

　 　 加傾向にあり 、特に精神障がいを 抱える方の人数が増加しています。

◆　 日常生活を 送るための障害福祉サービ ス等の利用者数、利用量と も に増加しています。

◆　 開成町障がい者計画を 策定し 、保健、医療、教育、社会参加、災害時支援等、障がいのある方を 支援す

　 　 るための施策を 計画的かつ総合的に推進しています。

◆　 「 障害者の日常生活及び社会生活を 総合的に支援するための法律（ 障害者総合支援法） 」 及び「 児童

　 　 福祉法」 に基づき、開成町障がい福祉計画、開成町障がい児福祉計画を 策定し 、障がいのある方へ障

　 　 がい福祉サービ スや相談支援が計画的に提供さ れるよう 、サービ ス見込量等を 定めています。

◆　 足柄上地区自立支援協議会において、令和５ 年度（ 2023 年度） に地域生活支援拠点等の整備を行い、障

　 　 がいのある方の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築し まし た。

◆　 新型コ ロナウイルス感染症が収束し 、障がいのある方の自立や社会参加がし やすい状態が戻り 始めて

　 　 おり 、さ ら なる支援の充実が求めら れています。

■ 課題

◆　 障がいのある方が住み慣れた地域でできるだけ自立し ながら 暮らすためには、こども の発達支援を含め、

　 　 適切な障害福祉サービスを提供する必要があり ます。

◆　 社会や家族構成の変化等により 、障がいのある方がいる家族の孤立・ 孤独化が懸念さ れます。

◆　 障がいのある方の社会的障壁を取り 除き、社会参加できる環境づく り が必要と さ れています。

■ 方針

１ 　 障がいのある方がそれぞれの障がいの種別や程度などにより 必要なサービ スを 利用できるよう 、障害

　 　 福祉サービ スの充実に努めます。

２ 　 障がいのある方が自ら の考えと 判断により 、住み慣れた地域で自立し た生活と 社会参加を 実現する

　 　 ため、誰も が選択・ 決定を行う こと ができる環境を 整備し ます。

３ 　 障がいのある方の就労や社会参加を 促進するための環境を 整えます。

障がい 者福祉
施策 ２ -4

障
が
い
者
福
祉

２ - 

4
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◆　 障がいのある方が自分らし い生活を 送ること ができるよう 、必要な障害福祉サービ

　 　 スの提供に努めます。

◆　 障がい児の健やかな成長を 支援するため、療育体制を 強化すると と も に、児童福

　 　 祉法に基づく サービ スの提供に努めます。

◆　 自立し た日常生活や社会生活を 営むこ と ができるよう 、地域生活支援事業の充実

　 　 を図り ます。

◆　 自立支援医療（ 育成医療・ 更生医療・ 精神通院） の適正な実施を図り ます。

◆　 障がいのある方が日常生活を 送る上で必要な身体機能を補う ため、補装具の購入

　 　 費や修理費を支給し ます。

【 関連する個別計画】

開成町福祉コ ミ ュニティ プラ ン / 開成町障がい者計画 / 開成町障がい福祉計画 / 

開成町障がい児福祉計画

【 主管課】

福祉介護課

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

① 障がい者福祉サービスの充実

計 画 相 談 支 援 人 数

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

1 6 0 人 1 8 0 人

■計画（ 詳細施策）

目 標  ：  障 が い の あ る 方 が 自 立 し た 生 活 が で き る 状 態

目標達成度を 計る指標
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第２ 章 ② 障がい者支援・ 相談体制の充実

◆　 足柄上地区１ 市５ 町の広域連携により 、地域の相談支援の強化のため、中核的機関

　 　 としての役割を担う 基幹相談支援センタ ーの設置に向けた取組を 進めます。

◆　 地域で 生活する障がいのある方やその家族などの相談に応じ 、地域生活に必要な

　 　 支援につなげるため、足柄上地区１ 市５ 町で相談支援センタ ーを共同設置し 、機能

　 　 の充実を図り ます。

◆　 障がいのある方の重度化・ 高齢化や親亡き後を見据え、地域生活支援拠点の充実、

　 　 強化を図り ます。

◆　 成年後見制度利用を推進し 、障害者虐待を 防止する体制の構築を図り ます。

◆　 重度の障がいのある方が安心して医療を 受けるこ と ができるよう 、重度障害者医

　 　 療費助成を実施し ます。

【 関連する個別計画】

開成町福祉コ ミ ュニティ プラ ン / 開成町障がい者計画 / 開成町障がい福祉計画 / 

開成町障がい児福祉計画

【 主管課】

福祉介護課

目 標  ：  障 が い 者 が 安 心 し て 生 活 を 送 る こ と が で き る 状 態

相 談 支 援 セ ン タ ー に お け る 相 談 件 数

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

延 べ 5 6 0 件 相 談 件 数 の 増 加

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

目標達成度を 計る指標



用
語
集

付
属
資
料

総
合
戦
略

基
本
計
画

基
本
構
想

序
論

6 7

③ 障がい者の社会参加の充実

◆　 労移行支援事業などを 通じ て、一般就労への移行を支援し ます。

◆　 障がい者就労施設で就労する方の経済面の自立を支援するため、優先調達を 推進

　 　 し ます。

◆　 障がいのある方に創作活動の機会を提供し 、社会と の交流を促進するため、引き 続き

　 　 足柄上地区１ 市５ 町で地域活動支援センターを共同設置し 、機能の充実に努めます。

◆　 障がいのある方の就労を 支援するため、引き 続き 県西地域２ 市８ 町で障がい者就

　 　 業・ 生活支援センタ ーを共同設置し 、機能の充実に努めます。

◆　 障がいのある方の文化活動等を 推進するため、県西地区障害者文化事業、みんな

　 　 の集い、ちいき・ ふく し 博などの実施を支援し ます。

【 関連する個別計画】

開成町福祉コ ミ ュニティ プラ ン / 開成町障がい者計画 / 開成町障がい福祉計画

【 主管課】

福祉介護課

就 労 移 行 支 援 事 業 、 就 労 継 続 支 援 事 業 を 通 じ て 一 般 就 労 し た 人 数

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

過 去４ 年 間 　 1 3 人 計 画 年 度 中 　 1 5 人

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

目 標  ：  障 が い の あ る 方 が 積 極 的 に 社 会 参 加 で き る 状 態

目標達成度を 計る指標
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■ 現況

◆　 「 人生10 0 年時代」 、「 超スマート 社会」 に向けて社会が大きな転換点を 迎える中にあって、生涯学習

　 　 の重要性は一層高まっています。

◆　 国では、国民一人ひと り が生涯を 通して学ぶこと のできる環境の整備、多様な学習機会の提供、学習し

　 　 た成果が適切に評価さ れ、それを 生かし てさ まざ まな分野で 活動できるよう にするための仕組みづく

　 　 り など、生涯学習社会の実現のための取組を推進しています。

◆　 本町では、多種多様な学びの場として「 あじ さ い講座」 や「 生涯学習講座」 を 設定し 、町民ニーズに対応

　 　 し た学習機会の提供に努めています。

◆　 図書館事業については、町民センタ ーに図書室を 設置し 、読書環境を提供しています。

■ 課題

◆　 町民一人ひと り が、自ら を 高め、豊かな人生を 送るこ と ができるよう 、町民の生涯を 通じ た学ぶ意欲へ

　 　 の支援が求めら れています。

◆　 町民の学習ニーズに対応するため、学習施設の充実と 生涯学習を推進する体制づく り が求めら れていま

　 　 す。

◆　 図書館事業については、県内他自治体に比較して規模が小さ いため、読書環境の充実が求めら れてい

　 　 ます。

◆　 いつでも 、どこ でも 、誰も が学習するこ と ができるよう 、多様な学習機会の提供や生涯学習を推進する

　 　 人材の育成が求めら れています。

◆　 超スマート 社会に適応するため、ＡＩ 等の先進技術を 活用するスキルやその基盤と なる知識等を 身につ

　 　 ける必要性が生じ ています。

◆　 ＳＤ Ｇｓ の取組の浸透や外国籍の方の増加を 踏まえ、多言語・ 多文化に対応し た生涯学習の支援が必要

　 　 と なり つつあり ます。

■ 方針

１ 　 生涯学習環境の充実を 図ると と も に、生涯にわたり 学習が継続でき、その成果を 適切に生かすこと が

　 　 できるよう 多様な学習機会の提供に努めます。

２ 　 時代の要請に応えるべく 、文化や生活様式の変化に対応し た学習環境の提供に努めます。

生涯学習
施策 ３ -１

生
涯
学
習

３ - 

１

第３ 章
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◆　 超スマート 社会や多様化する町民の学習ニーズに対応するため、多彩な生涯学習

　 　 の機会提供に努めます。

◆　 国際社会を 身近に感じ ても らう ため、町民が外国語や外国文化に親し むこ と がで

　 　 きる環境づく り を 進めます。

◆　 学び続ける町民を 支援するため、検定受験への補助などの自己の成長を 実感でき

　 　 る機会の創出を図り ます。

◆　 新たな生涯学習指導者や生涯学習ボランティ アの人材確保、人材育成に努めます。

◆　 地域に根差した生涯学習を推進するため、自治会の生涯学習活動を支援し ます。

◆　 家庭教育について保護者が主体的に学ぶ機会を提供するため、ＰＴ Ａ 等を 対象とし

　 　 た家庭教育学級の開催を支援し ます。

【 関連する個別計画】

開成町教育振興基本計画

【 主管課】

生涯学習課

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

① 多様な学習機会の提供

■計画（ 詳細施策）

生 涯 学 習 講 座 へ の 参 加 者 数

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

4 0 3 人 5 0 0 人

英 検 等 の 補 助 事 業 の 活 用 者 数

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

1 6 8 人 5 0 0 人

目 標  ：  生 涯 に わ た る 学 び を 通 じ て 町 民 一人 ひ と り が 生 き が い を 感 じ て い る 状 態

目標達成度を 計る指標
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◆　 町民の多様な学習活動を 支援すると と も に、利用し やすく 快適な読書環境を 充実

　 　 さ せるため、図書館( 室)サービ スのあり 方について検討し ます。

◆　 公共施設や地域、ＷＥＢ における読書環境の充実を図り ます。

◆　 町民、家庭、学校等及び地域と 連携を図り、一体と なって読書活動の推進に努めます。

◆　 快適な学習環境を提供するため、生涯学習関連施設を 適切に維持管理すると と も

　 　 に、利用者の利便性の向上を図り ます。

【 関連する個別計画】

開成町子ども 読書活動推進計画 / 開成町教育振興基本計画

【 主管課】

生涯学習課

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

第３ 章 ② 生涯学習環境の整備・ 充実

図 書 貸 出 冊 数（ 年 間 ）

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

3 6 , 0 4 2 冊 5 0 , 0 0 0 冊

図書室（ キッ ズラ イ ブラリ ー）

目 標  ：  生 涯 学 習 環 境 が 整 備 さ れ 、 充 実 し て い る 状 態

目標達成度を 計る指標
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■ 現況

◆　 スポーツは、生涯にわたって心身と も に健康で文化的な生活を営む上で不可欠なも のと なっています。

◆　 運動するこ ど も と し ないこ ど も の二極化の傾向が指摘さ れています。体力・ 運動能力調査ではこ ど

　 　 も の運動能力に改善が見ら れるも のの、体力水準の高かっ た昭和6 0 年度（ 19 8 5 年度） と 比較する

　 　 と 依然として低い水準と なっています。

◆　 開成水辺スポーツ公園では、指定管理者制度の導入により 、民間事業者が有するノ ウハウを 活用し

　 　 た施設の運営及び維持管理を 行っています。また、町民のスポーツ参加機会の拡充を 図るため、指定

　 　 管理者と 連携し 、各種スポーツ 教室や講座を 開催しています。

◆　 開成町総合型スポーツクラブ では、各種スポーツ教室や健康づく り 事業を定期的に開催しています。

◆　 本町では、少年・ 少女スポーツ 団体、スポーツ 協会などの各団体やスポーツ 推進委員が盛んに活動

　 　 しています。

◆　 本町では、スポーツと レ クリ エーショ ンの祭典であるスポ・ レ ク フェ スティ バルや各種大会、スポーツ

　 　 教室を 開催し 、町民にスポーツの機会を提供しています。

■ 課題

◆　 生涯を 通じ てスポーツに親し み、健康で活力ある生活を 送ること ができるよう 、運動習慣のない町民

　 　 を含めた多く の町民が日常的にスポーツに親し める環境づく り を 進める必要があり ます。

◆　 スポーツを 通じ て地域の一体感や活力を 醸成するため、地域スポーツを支える人材を 確保・ 育成する

　 　 必要があり ます。

◆　 こ ど も から 高齢者まで 運動・ スポーツの習慣化を 促し 、生活習慣の改善を 図るこ と によって、健康で

　 　 活力のある社会を築く こと が求めら れています。

◆　 関東で初めてパークゴルフ 場を 整備するなど、パークゴルフ の普及を 図ってきまし たが、近年は、パー

　 　 クゴルフ 場の利用者数が減少しています。

■ 方針

１ 　 誰も が生涯を 通じ てスポーツに親し み、健康で 豊かな生活を 送るこ と ができるよう にするため、多様

　 　 化するニーズに応じ たスポーツ活動を推進すると と も に、パーク ゴルフ の普及を 促進し ます。

２ 　 開成水辺スポーツ公園の利用促進を 図り ます。

ス ポーツ
施策 ３ -２
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◆　 町民がスポーツに親し むこ と ができるよう 、関係団体と 連携し 、スポーツ教室やス

　 　 ポーツイベント を 開催し ます。

◆　 スポーツを 通じ て、町民の交流を 深め、地域の一体感や活力を 醸成するため、各種

　 　 スポーツ大会の充実を図り ます。

◆　 地域スポーツの推進役と なるスポーツ推進委員を 中心に、パークゴルフ を始めと す

　 　 るニュースポーツの普及を図り ます。

◆　 スポーツを 通じ た世代間、地域間の交流を 促進するため、誰も が気軽に参加でき

　 　 るユニバーサルスポーツの普及促進を図り ます。

◆　 スポーツ 活動の機会の拡充を 図るため、開成町総合型スポーツク ラブの活動を 支

　 　 援し ます。

◆　 こ ども にスポーツの楽し さ や喜びを 伝え、体力の増進を 図るため、児童・ 生徒を 対

　 　 象にし たスポーツ体験の充実を図り ます。

◆　 地域のスポーツ 活動の活性化を 図るため、各種スポーツ 団体等の活動を 支援し

　 　 ます。

◆　 全国レ ベルで 活躍するト ッ プ アスリ ート を 支援するため、国際大会や全国大会に

　 　 出場する選手・ チームに対して奨励金を支給し ます。

【 関連する個別計画】

開成町教育振興基本計画

【 主管課】

生涯学習課 

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

第３ 章

① スポーツ活動の推進

ス ポ ー ツ ・ レ ク リ エ ー シ ョ ン 事 業 の 参 加 者 数

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

7 , 5 6 6 人 9 , 5 0 0 人

■計画（ 詳細施策）

目 標  ：  生 涯 に わ た っ て 、 誰 も が 気 軽 に ス ポ ー ツ に 取 り 組 む こ と が で き る 状 態

目標達成度を 計る指標
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◆　 開成水辺スポーツ公園の利用が少ない曜日やエリ アの有効活用を 図るなど、施設

　 　 の利用促進に取り 組みます。

◆　 町民がスポーツに親し むこと ができる環境づく り を 進めるため、民間企業と の連携

　 　 （ 指導者派遣や施設利用、ネーミ ングラ イツ） を 視野に入れたスポーツ 施設の充

　 　 実を検討し ます。

◆　 指定管理者と の連携を 強化し 、開成水辺スポーツ 公園の施設・ 設備の充実を 図り

　 　 ます。

◆　 学校体育施設の開放を進め、地域のスポーツ活動の拠点として有効活用を図ります。

◆　 スポーツ 環境の基礎と なる人材を 育成するため、スポーツ 団体の指導者など を 対

　 　 象にし たセミ ナーを 開催し ます。

【 関連する個別計画】

開成町教育振興基本計画

【 主管課】

生涯学習課

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

② スポーツ活動の環境整備

開 成 水 辺 ス ポ ー ツ 公 園 の 利 用 者 数 及 び

学 校 体 育 施 設 の 一 般 開 放 利 用 者 数

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

1 2 2 , 0 9 9 人 1 5 0 , 0 0 0 人

開成水辺スポーツ公園

目 標  ：  運 動・ ス ポ ー ツ に 親 し め る 環 境 が 確 保 で き て い る 状 態

目標達成度を 計る指標
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■ 現況

◆　 価値観の多様化によって、「 物質的な豊かさ 」 より も「 心の豊かさ 」 を 求める人が増加しており 、日常生

　 　 活の中で、自ら文化活動を 行ったり 、優れた芸術を 鑑賞し たり するこ と の重要性が増しています。

◆　 本町では、音楽、ダンス、伝統芸能、美術、工芸などの文化団体が活動し ており 、かいせい文化祭など

　 　 で その成果を 披露しています。また、自治会においても 文化祭が開催さ れるなど、地域での文化活動も

　 　 活発に行われています。

◆　 本町では、あし がり 郷「 瀬戸屋敷」 と 円通寺観音像を 町の重要文化財に指定し 、保存に努めています。

　 　 また、町指定重要文化財のほかにも 、町内には未指定の文化遺産があり ます。

◆　 郷土の歴史や文化に対する町民の理解を 深めるため、刊行物の発行や歴史・ 文化講座の開催などに取

　 　 り 組んでいます。

■ 課題

◆　 町民の自主的な文化・ 芸術活動を 促進するため、文化団体の活動支援や活動の成果を 発表する場の充

　 　 実を図る必要があり ます。

◆　 文化・ 芸術活動の参加者の高齢化や固定化が進んでいるこ と から 、裾野を 広げ、文化団体の後継者の育

　 　 成や若い世代の参加促進を図る必要があり ます。

◆　 町内の文化遺産の調査を 進め、その価値を 確認すると と も に、適正な保存と 活用に努めていく 必要があ

　 　 り ます。

◆　 文化遺産や歴史資料の展示、歴史・ 文化講座の充実によって、誰も が郷土の歴史や文化に親し むこ と が

　 　 できる環境づく り を 進める必要があり ます。

■ 方針

１ 　 町民の自主的な文化・ 芸術活動を 支援し ます。

２ 　 町民の郷土への愛着心を高めるため、文化遺産の調査、保存、活用を 進めます。

文化
施策 ３ -３

文
化

３ - 

３
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◆　 文化・ 芸術振興を 図るための常設による展示発表の場を 設けると と も に、活動に興

　 　 味・ 意欲がある人と 文化団体をつなぐ 架け橋と なる仕組みを構築し ます。

◆　 文化団体連絡協議会と 連携し 、文化・ 芸術活動に参加する 機会、成果を 発表する

　 　 機会、作品を 鑑賞する機会の充実を図り ます。

◆　 文化団体の後継者の育成や文化団体への若い世代の参加促進を 図ると と も に、新

　 　 たな文化団体の発足を支援し ます。

◆　 伝承芸能の保存団体の活動を支援し ます。

【 関連する個別計画】

開成町教育振興基本計画

【 主管課】

生涯学習課

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

かいせい文化祭

① 文化・ 芸術の振興

■計画（ 詳細施策）

か い せ い 文 化 祭 出 演・ 出 展 団 体 数（ 個 人 を 含 む ）

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

4 0 団 体・ 個 人 5 0 団 体・ 個 人

目 標  ：  芸 術・ 文 化 に 親し み 、 町 民 一人ひと り が 豊 か な 人 間 性 を 育 む こ と が で き る 状 態

目標達成度を 計る指標
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◆　 地域の歴史や文化の調査・ 研究を 進め、成果を 公表すると と も に、特色ある郷土の

　 　 歴史や文化への理解を 深めるための学習機会の充実を図り ます。

◆　 貴重な地域資源である郷土資料等の展示・ 公開を 進めます。

◆　 町重要文化財の保存・ 活用に努め、未指定文化財を 次世代へ守り 伝えるため必要

　 　 な調査を実施し ます。

【 関連する個別計画】

開成町教育振興基本計画

【 主管課】

生涯学習課 

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

第３ 章 ② 文化財の保存・ 活用

歴 史・ 文 化 講 座 の 参 加 者 数

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

4 1 人 7 0 人

目 標  ：  文 化 財 や 文 化 遺 産 が そ の 価 値 を 認 知 さ れ 後 世 に 引 き 継 が れて い る 状 態

目標達成度を 計る指標

あし がり 郷 瀬戸屋敷
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■ 現況

◆　 多様な人々がそこ に生きるこ と の価値を 認識し 、相互に理解や尊重を 基に共に生活し ていく 社会づ

　 　 く り を 目的として、学校や地域において、一人ひとり が相手を 思いやる気持ちが生まれるよう 、各種講

　 　 演会の開催や啓発活動の実施等の事業を 展開しています。

◆　 町民一人ひと り の人権を 尊重すると と も に、多様性を 認め合い、誰も がその人らし く 暮らすこ と ので

　 　 きる地域社会の実現を めざし 、令和４ 年（ 2 0 2 2 年） ４ 月に「 パート ナーシッ プ 宣誓制度」 を 創設し 、

　 　 共生のまちづく り を推進しています。

◆　 全ての人が暮らし やすく 、互いの個性を 生かし た能力を 発揮できる 男女共同参画社会を 実現するた

　 　 め、庁内の推進体制を 整備すると と も に、各団体と 連携し 啓発活動を行っています。

■ 課題

◆　 近年、人権課題は多様化・ 複雑化し 、異なる経験や個性、価値観を持つ人々がそれぞれ互いを 理解し 、

　 　 マイノ リ ティ の立場を尊重し 互いに助け合う 地域社会を 形成すること が必要と なっています。

◆　 人権について正し く 理解さ れ、誰も が平等で対等な社会の形成を 推進するため、講演会や人権啓発

　 　 事業等を 通じ て、人権に対する意識を高めること が必要と なっています。

■ 方針

１ 　 人権課題について正し い理解を 深め、誰も がかけがえのない存在として、一人ひと り の人権を 尊重し

　 　 あう こと ができるまちづく り を推進し ます。

共生
施策 ３ -４

図 ：  女性登用率推移
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◆　 多く の方に人権について考える機会を提供できるよう 、人権啓発活動（ 広報・ 相談・

　 　 講演会・ 研修・ 花運動） の充実を図り ます。

◆　 男女共同参画に対する理解を 更に深めるため、情報誌の発行や啓発活動の充実を

　 　 図り ます。

◆　 人権に関わる問題について、相談し たい方が利用し やすい相談体制の充実と 整備

　 　 を 図り ます。

◆　 人権擁護委員、保護司、更生保護女性会など、健全な社会の構築に寄与する方の

　 　 活動を支援し ます。

◆　 ド メ スティ ッ クバイオレンスやさ まざ まな虐待の防止と 擁護者に対する支援等に努

　 　 めます。

◆　 学校教育や社会教育における学習機会を 通じ て人権教育を推進し 、正し い理解と

　 　 認識の醸成に努めます。

【 関連する個別計画】

かいせい男女共同参画プラ ン / 開成町福祉コ ミ ュニティ プラ ン/開成町障がい者計画

【 主管課】

福祉介護課、企画政策課

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

第３ 章

① 人権・ 多様性が尊重さ れる社会の実現

各 種 審 議 会 へ の 女 性 委 員 登 用 率

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

2 7 . 7 ％ 4 0 ％

■計画（ 詳細施策）

目 標  ：  人 権 意 識 が 向 上 し た 状 態

目標達成度を 計る指標
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人のつながり でつく る

安全・ 安心なまち

前
期
基
本
計
画

地域コ ミ ュ ニティ

防災・ 減災

消防・ 救急

生活安全・ 消費生活
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■ 現況

◆　 地域では、自治会を 中心に、防災、防犯、環境美化、地域福祉、子育て支援、青少年育成などのさ まざ

　 　 まな分野で活動が行われていますが、一方で、担い手不足に伴う 、自治会役員の高齢化や人材の固定化

　 　 が進んでいます。

◆　 時代の変化と と も に、個人の価値観やライフ スタイルの多様化、地域コミ ュ ニティ の希薄化等に伴い、自

　 　 治会加入率は低下傾向にあり ます。

◆　 町民意識調査で は、「 自治会の活動」 について、「 取り 組んで いる」 と 回答し た人の割合は2 1 . 2 ％、

　 　 「 今後取り 組みたい」 と 回答し た人の割合は12 .2 ％と 、いずれも 低下しています。

◆　 自治会が独自に行う コミ ュニティ 活動について、自治会交付金の交付や一般財団法人自治総合センタ ー

　 　 のコ ミ ュ ニティ 事業助成金を 活用して、財政的な支援を行っています。

◆　 転入時に自治会への加入を 促進するなど、自治会の活性化に向けた支援を 行っています。

◆　 協働のまちづく り 講座を 通じ て、自治会の人材育成や地域活動の活性化を 促進しています。

◆　 地域コ ミ ュ ニティ 施設は、高齢者の集う 場所と し て、また、こ ど も たちの育成の場と し て重要な 役割を

　 　 果たしていますが、築5 0 年以上を 経過し た施設を 含め、多く の施設で老朽化が進んでいます。

■ 課題

◆　 時代の変化と と も に人々の価値観やラ イフ スタ イルが多様化する中、地域コ ミ ュ ニティ 活動の支援も そ

　 　 のニーズに応じ て柔軟に対応する必要があり ます。

◆　 本町では自治会を 地域コ ミ ュ ニティ の核として、環境美化や防犯・ 防災活動などの地域活動が行われて

　 　 いますが、役員のなり 手不足を はじ め、自治会加入世帯が減少している自治会も あり 、今後の地域活動

　 　 の持続可能性についてさ まざ まな課題が生じ ています。

◆　 自治会活動の拠点である地域集会施設の老朽化が進んでおり 、今後は施設の集約化や他の機能と の複

　 　 合化等の検討が必要と なってきます。

■ 方針

１ 　 町民等と の協働によるまちづく り を推進するため、活力ある地域コ ミ ュ ニティ づく り を 支援し ます。

地域コ ミ ュ ニ ティ
施策 ４ -１

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

４ - 

１
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◆　 地域住民が互いに支え合う 社会の実現や、地域課題の解消等を 目的に、自治会長

　 　 連絡協議会と の連携、ボランティ ア活動の推進、各種講座等の開催により 地域住

　 　 民の絆を 深め、地域コ ミ ュ ニティ の活性化を図り ます。

◆　 地域コ ミ ュ ニティ 活動の核と なる自治会への加入促進を 図り 、自治会加入率の向

　 　 上に取り 組みます。

◆　 地域の自治活動の拠点と なる地域集会施設について、計画的な改修に取り 組むと

　 　 と も に、将来的な地域集会施設の集約・ 複合化等による多面的な効果について、調

　 　 査・ 研究を行います。

◆　 地域コ ミ ュ ニティ において中心的な役割を 果たしている自治会活動を 持続可能な

　 　 も のと するため、今後の自治会の在り 方について調査・ 研究を行います。

【 主管課】

地域防災課

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

① 地域コ ミ ュニティ 活動の支援

■計画（ 詳細施策）

自 治 会 主 催 事 業 の 地 域 集 会 施 設 合 計 利 用 者 数

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

2 1 , 6 4 6 人 2 4 , 0 0 0 人

目 標  ：  地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 活 動 が 活 性 化 さ れ た 状 態

目標達成度を 計る指標

自治会夏祭り
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■ 現況

◆　 近年、南海ト ラフ 地震や神奈川県西部地震などの発生の切迫性が指摘さ れているほか、「 富士山ハザー

　 　 ド マッ プ」 が改定さ れ、新たに本町も 溶岩流の影響が及ぶ可能性を指摘さ れています。

◆　 災害に備えて食料や生活必需物資などを 計画的に備蓄すると と も に、自治体や事業者と の災害協定に

　 　 より 、災害時に不足する 物資等を 迅速かつ円滑に確保できる体制の強化を 図っています。

◆　 各地区における自主防災会は、独自に防災訓練をはじ め共助による防災活動を 推進しています。

◆　 防災講座や地域防災リ ーダー養成講座の実施により 、防災活動の中核を 担う 人材を 育成し 、自助・ 共

　 　 助の取組強化を 図っています。

◆　 こども の頃から 必要な防災知識や主体的な防災行動を身に付けること ができるよう 、親子防災デイキャ

　 　 ンプ を 通じ て、家庭で防災について考え、非常用持出品の準備など自助の力を高める取組を推進してい

　 　 ます。

◆　 防災行政無線を はじ めと する災害時の情報伝達手段の多様化、多重化の推進を 図っています。

◆　 地震災害時の初期消火体制の充実を 図り 、火災の延焼拡大の被害を 防ぐ ため、家庭用消火器購入斡

　 　 旋の取組を推進しています。

■ 課題

◆　 大規模地震の発生時や富士山噴火による溶岩流などの影響を 受ける可能性がある場合における広域避

　 　 難対策の強化を 図る必要があり ます。

◆　 町民の防災意識の高揚を 図り 、自ら の命を 守るために、日頃から の備えや一人ひとり が適切な行動をと

　 　 ること ができるよう 、自助、共助の取組の一層の促進を図る必要があり ます。

◆　 大規模災害発生時には、ライフ ラ インや職員の被災などにより 、行政の災害対応能力は著し く 低下する

　 　 こ と が予想さ れます。こ のため多岐の分野にわたる、膨大な量の応急復旧活動を 遂行するために、受援

　 　 体制を構築する必要があり ます。

◆　 自然災害や武力攻撃事態、災害時の感染症対策など、危機事象に迅速に対応できる体制を 強化する必

　 　 要があり ます。

◆　 地域防災リ ーダーの有効活用策が課題と なっています。

防災・ 減災
施策 ４ -２

防
災
・
減
災

４ - 

２

第４ 章



用
語
集

付
属
資
料

総
合
戦
略

基
本
計
画

基
本
構
想

序
論

8 5

■方針

１ 　 災害時に自ら の命を 守るこ と ができるよう 、日頃から の備えや地域内で の自発的な防災活動を   

　 　 推進し 、自助・ 共助による地域の防災力の向上を 図り ます。

２ 　 災害時の対応力強化のため、事業者や各種団体及び自治体と 災害時の応援協定の充実・ 強化を図

　 　 り ます。

３ 　 災害時の被害の軽減を 図り ます。

防災訓練
図 ：  防災訓練参加者数推移
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◆　 災害時の対応において、地域の担い手と なる 地域防災リ ーダーを 育成し 、避難所

　 　 の開設・ 運営など、災害対応能力の習熟・ 向上を 図り ます。

◆　 自主防災会、事業者などと 連携し 、訓練内容の充実を 図り 、より 実践的な防災訓練

　 　 を 実施し ます。

◆　 町民の防災意識の高揚と 災害時の被害を 最小限に抑えるため、防災講座や親子防

　 　 災デイキャンプ 等を実施し ます。

◆　 災害時の備えを充実さ せるため、また、各家庭における自助力向上のため、家庭用消

　 　 火器や災害時用非常持ち出し 袋等の防災物品購入費の一部助成を行います。

◆　 災害時における高齢者や障がい者などの避難を 円滑に行う ため、自治会、民生委

　 　 員、開成町社会福祉協議会などと 連携し 、避難行動要援護者登録制度の充実を 図

　 　 り ます。

◆　 福祉避難所を 確保すると と も に、福祉避難所の備蓄品を計画的に整備するなど、要

　 　 配慮者の一時的ケアを担う 体制を構築し ます。

【 関連する個別計画】

開成町地域防災計画 / 開成町国土強靭化計画 / 開成町災害時受援計画 / 国民保護計画

【 主管課】

地域防災課

主な取組

<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

第４ 章

① 地域防災力の強化

地 域 防 災 リ ー ダ ー 認 定 者 数

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

5 5 名 8 0 名

■計画（ 詳細施策）

目 標  ：  災 害 時 に お け る 地 域 の「 共 助 」 と 各 家 庭 の「 自 助 」 の 力 が 高 ま っ た 状 態

目標達成度を 計る指標

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

5 , 3 1 4 名 5 , 6 0 0 名

防 災 訓 練 の 参 加 者 数
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② 危機管理体制の強化

◆　 大規模災害発生時の受援体制等の対応力強化のため、企業や各種団体及び自治体と

　 　 の災害時応援協定の充実を図り、災害時に備えた実務訓練の実施に努めます。

◆　 大規模災害発生時に、十分な応急活動が行えるよう 、計画的に資機材の整備や食

　 　 料、燃料などを 備蓄し ます。

◆　 大規模災害発生時における 被災者の避難所入所手続き 及び職員等による 避難者

　 　 支援業務の負荷軽減・ 効率化を 図り ます。

◆　 大規模災害発生時の指定緊急避難場所及び防災講座等で の活用を 図るため、松

　 　 ノ 木河原多目的広場を 防災広場として整備し ます。

◆　 武力攻撃事態などから 町民の生命・ 身体・ 財産を守るため、国や神奈川県と 連携し 、

　 　 通信訓練を行う ほか、緊急時の避難の留意点などを 町民に周知し ます。

【 関連する個別計画】

開成町地域防災計画 / 開成町国土強靭化計画 / 開成町災害時受援計画 / 国民保護計画

【 主管課】

地域防災課

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

6 9 件 8 5 件

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

目 標  ：  災 害 時 に 迅 速 な 対 応 が で き る 状 態

目標達成度を 計る指標

災 害 時 応 援 協 定 の 締 結 数
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■ 現況

◆　 常備消防機関である小田原市消防本部に消防事務を 委託しています。

◆　 町民の防災意識を高め、火災の発生を 予防するため、自主防災会が実施する防災訓練等の機会を捉え、

　 　 消火・ 防火指導を行っているほか、消防車両の巡回による火災予防広報等に取り 組んでいます。

◆　 応急手当や救命措置を行う こと ができる町民を 増やすため、救命基礎講習、普通救命講習を実施してい

　 　 ます。

◆　 消防団員確保のために自治会夏祭り 等の行事に出向き、適齢者を 対象に啓発活動や募集活動を行って

　 　 います。また、消防団員の消防技術の向上と 新規消防団員の確保を 図るため、消防団員に対する応急

　 　 手当普及員等の資格取得に必要な受講料等の補助制度を 設けています。

■ 課題

◆　 新規消防団員の確保が困難になっていること に加え、日中に町内にいる団員が減少していること から 、日

　 　 中の出動体制の確保が求めら れています。

◆　 高齢化の進行に伴い、一人暮らし や高齢者のみの世帯が増加していること から 、平時から 災害に備えた、

　 　 自助・ 共助による適切な救命処置などの救急力の強化が求めら れています。

■ 方針

１ 　 町民の生命・ 身体・ 財産を 守るため、消防・ 救急体制の充実を 図り ます。

２ 　 自主防災会や消防団協力事業所を はじ めと する地域と の連携を 深めると と も に、消防団員の確保、消

　 　 防団組織力の強化に努め、地域防災力の向上を 図り ます。

消防・ 救急
施策 ４ -３

救助訓練

消
防
・
救
急

４ - 

３

第４ 章
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① 消防・ 救急体制の充実

◆　 消防業務の委託先である小田原市や近隣市町と の連携により 、消防・ 救急体制の  

　 　 強化を 図り ます。

◆　 救命率の向上を図るため、自治会や事業者、各種団体等と 連携し 、救命基礎講習

　 　 や普通救命講習を実施し ます。

【 主管課】

地域防災課

救 命 基 礎 講 習 の 受 講 者 数

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

2 8 3 名 6 0 0 名

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

目 標  ：  消 防・ 救 命 救 急 体 制 が 充 実 し た 状 態

目標達成度を 計る指標

■計画（ 詳細施策）

救命救急講習
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消
防
・
救
急

４ - 

４
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② 持続可能な消防団体制の構築

◆　 開成町消防組織強化推進連絡協議会を 中心に、自治会行事や町主催イベント など

　 　 において、消防団のＰ Ｒ 活動や消防団協力事業所制度の推進を 図り 、消防団員の

　 　 確保に取り 組みます。

◆　 消防団の災害対応力を 強化するため、実践的な災害対応訓練や研修、資格取得な

　 　 どを 計画的に取り 組みます。

◆　 老朽化し た消防車両や消防ポンプ を 計画的に更新し ます。

【 主管課】

地域防災課

消 防 団 員 の 定 員 充 足 率

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

9 0 ％ 以 上（ 9 8 名 以 上 ）

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

目 標  ：  消 防 組 織 が 充 実・ 強 化 さ れ て い る 状 態

目標達成度を 計る指標

8 4 . 2 ％（ 9 1 名 ）
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■ 現況

◆　 全国的には、様々な手口の強盗犯罪や事件等が発生してきており 、町内における刑法犯発生件数に

　 　 おいても 、令和２ 年（ 2 02 0 年） 以降、増加傾向にあり ます。また、地域コ ミ ュ ニティ の一体感や連帯

　 　 意識の希薄化が、犯罪抑止機能を 低下さ せ、犯罪が起き やすい環境を 生み出していると 考えら れ

　 　 ます。

◆　 近年、町内における交通事故の発生件数は、ほぼ横ばいで推移していますが、高齢者や自転車が関

　 　 連する交通事故の割合は増加傾向にあり ます。

◆　 町全体に犯罪が起きにく い雰囲気を 醸成するこ と が犯罪発生の抑止力につながり 、地域防犯力を 向

　 　 上さ せるため、町民参加型の見守り 活動に取り 組んでいます。

◆　 南足柄市消費生活センタ ーに相談窓口を 開設し 、町民の消費生活相談を 週５ 日実施しています。

■ 課題

◆　 情報化社会の急速な進展に伴う 、インターネット や携帯電話の普及などにより、犯罪が複雑化、多様化、 　

　 　 高度化しています。

◆　 開成駅前への早期の交番設置が求めら れます。

◆　 交通事故の多い高齢者や自転車利用者、児童・ 生徒に重点を 置いた交通安全教室の開催などにより 、

　 　 町民の交通安全意識の更なる向上を 図る必要があり ます。

◆　 特殊詐欺等の手口は年々巧妙になっているため、引き続き、南足柄市消費生活センターとの連携を図り、 　

　 　 被害の未然防止に努めていく 必要があり ます。

■ 方針

１ 　 防犯カメ ラ の設置等による防犯環境の整備を 図ると と も に、町民等と の協働により 防犯力の高い

　 　 まちづく り をめざし ます。

２ 　 幼児からシニア世代にわたる幅広い年齢層に対して、各世代に対応し た各種交通安全意識の

　 　 普及・ 啓発を 図り 、交通事故の抑止を推進し ます。

３ 　 消費者ト ラブルを 未然に防止するため、町民に対して啓発活動を 積極的に行います。

生活安全・ 消費生活
施策 ４ -４
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① 地域防犯力の向上

◆　 警察と の連携及び町民等と の協働による「 かいせい見守り ボランティ ア」 活動を 通

　 　 じ て、町民総ぐるみの防犯活動を展開し ます。

◆　 開成駅周辺の治安維持や事故防止のため、開成駅前への交番の誘致活動を 展開

　 　 し ます。

◆　 犯罪の抑止効果が期待さ れる防犯カメ ラを、プライバシー保護に配慮し つつ、計画

　 　 的に設置し ます。

◆　 犯罪の発生を 未然に防止するため、関係機関から の情報収集に基づく 不審者や振

　 　 り 込め詐欺の発生状況等の情報発信や地域と の迅速な情報共有に努めます。

◆　 夜間における 歩行者などの安全を 確保するため、地域の状況に応じ て防犯灯を 増

　 　 設すると と も に、既存の防犯灯を 適切に維持管理し ます。

【 主管課】

地域防災課

犯 罪 認 知（ 発 生 ） 件 数（ 年 間 ）

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

1 0 9 件 8 0 件 以 下

主な取組

<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

目 標  ：  協 働 に よ る 防 犯 力 が 強 化 さ れ た 状 態

目標達成度を 計る指標

■計画（ 詳細施策）

図 ：  犯罪認知件数の推移（ 開成町内）
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② 交通安全対策の充実

◆　 交通事故のない安全で安心なまちにするため、開成町交通安全対策協議会を 中心

　 　 に、総合的な交通安全対策を展開し ます。

◆　 交通事故の発生を防止するため、カーブミ ラ ーなどの交通安全施設の適正な整備、

　 　 維持管理を行う と と も に、神奈川県に対して路面標示の修繕についての要望活動を

　 　 展開し ます。

◆　 地域に密着し た交通安全指導を担う 交通指導隊員の確保に努めると と も に、資質

　 　 の向上を図るため研修を実施し ます。

◆　 自転車に関連する事故を防止するため、自転車利用者への街頭指導の実施や自転車

　 　 ヘルメット の着用及び、自転車保険への加入を 促進するなどの取組を進めます。

◆　 交通事故の減少を目的に、交通安全意識の高揚を 図り 、交通安全教室や自転車運

　 　 転免許講習、シルバード ライビ ング講習を実施し ます。

【 関連する個別計画】

開成町交通安全計画

【 主管課】

地域防災課

目 標  ：  交 通 安 全 意 識 が 啓 発・ 強 化 さ れ た 状 態

目標達成度を 計る指標

交 通 事 故 発 生 件 数（ 年 間 ）

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

4 6 件 4 0 件 以 下

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

交通安全教室



基本計画

生
活
安
全
・
消
費
生
活

４ - 

４

9 4

第４ 章
③ 消費者保護対策の充実

◆　 近隣市町と 連携し 、消費生活相談の機能強化を 図り ます。

◆　 消費者ト ラブルを未然に防止するため、消費者グループの活動を支援すると と もに、

　 　 消費者グループと の協働による啓発活動を展開し ます。

【 主管課】

地域防災課

特 殊 詐 欺 被 害 件 数

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

５ 件 ０ 件

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

目 標  ：  町 民 が 安 心 し て 消 費 生 活 を 送 る こ と が で き る 状 態

目標達成度を 計る指標
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恵み豊かな環境を

未来につなぐまち

前
期
基
本
計
画

脱炭素

環境保全

資源循環
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■ 現況

◆　 本町では、令和２ 年（ 2 0 2 0 年）３ 月に「 ゼロカ ーボンシティ 」 を 表明し 、令和3 2 年（ 2 0 5 0 年） までの二

　 　 酸化炭素排出実質ゼロをめざして取組を 進めています。中期目標として、本町における温室効果ガスを

　 　 令和12 年度（ 2 0 3 0 年度） までに平成2 5 年度（ 2 0 13 年度） 比4 6 ％削減を めざし 、さ ら に5 0 ％の高み

　 　 に向けて挑戦を 続けています。

◆　 本町では人口が増加傾向にあり 、地域の活力増進が期待さ れる一方で、家庭から の温室効果ガス排出

　 　 量の増加が懸念さ れています。

◆　 人口と と も に戸建住宅の棟数も 増加しています。

◆　 本町における温室効果ガス排出量のう ち、事業者由来の排出が約７ 割を占めています。

◆　 全国初のＺ ＥＢ 庁舎の整備をはじ めとし た省エネルギーの取組や、ハウスメ ーカ ー、自動車製造販売事

　 　 業者、金融機関等の幅広い業種の事業者と 脱炭素の取組の輪をと も に広げるパート ナー関係を 構築す

　 　 ること により 、ゼロカ ーボンシティ 創成の機運が高まっています。

■ 課題

◆　 人口や世帯数の増加に伴い、温室効果ガス排出量の増加が懸念さ れます。

◆　 国では、令和12 年（ 2 03 0 年） に新築住宅におけるＺ Ｅ Ｈ 基準が義務化さ れる見込みであり 、新築住宅の

　 　 Ｚ ＥＨ 化、既存住宅の省・ 創・ 蓄エネ化を進める必要がありますが、導入費用などが障壁と なっています。

◆　 本町は、住宅における太陽光発電のポテンシャルが豊富であり 、まだ導入の余地があり ます。

◆　 本町では国・ 県事業と 連携し た取組や各種補助制度を実施していますが、それら の取組が十分に浸透し

　 　 ておらず、補助の活用を 促す必要があり ます。

◆　 排出割合の大きい産業部門における温室効果ガス排出量を削減するための対策を講じ る必要があります。

■ 方針

１ 　 新築住宅のＺ Ｅ Ｈ 化やソ ーラ ーカ ーポート の導入、既存住宅における太陽光発電設備の導入など、温室

　 　 効果ガス排出量の削減を 進めます。

脱炭素
施策 ５ -１

脱
炭
素

５ - 

1
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◆　 Ｚ Ｅ Ｈ 、太陽光発電設備、Ｅ Ｖ 等を 対象とし たゼロカ ーボンシティ 創成補助制度等 

　 　 の活用を 促進し 、住宅や事業所への太陽光発電設備等の導入を支援し ます。

◆　 ４ Ｒ や自転車の利用など、脱炭素につながる暮らし を 推進するため、ゼロカ ーボン

　 　 等をテーマとし た環境講座やイベント を開催し 、環境への意識向上や理解促進を図

　 　 り ます。

◆　 中小規模事業者に対して、国や県における補助事業の活用を 促進し ます。

◆　 気候変動が及ぼす町民生活への悪影響を 軽減し 、環境に適応していく ための意識

　 　 啓発や支援に努めます。

【 関連する個別計画】

開成町地球温暖化対策実行計画（ 事務事業編・ 区域施策編）

【 主管課】

環境課

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

① ゼロカ ーボンシティ の実現

■計画（ 詳細施策）

町 補 助 金 を 活 用 し た Ｚ Ｅ Ｈ 化 及 び 家 庭 に お け る

太 陽 光 発 電 設 備 の 導 入 件 数（ 累 計 ）

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

7 4 件 ２ ３ ０ 件

目 標  ：  脱 炭 素 化 が 進 み 、 町 民 が 気 候 変 動 に 適 応 で き て い る 状 態

目標達成度を 計る指標

太陽光発電設備を 導入し た住宅
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■ 現況

◆　 町の東側には酒匂川が流れ、町内には要定川、仙了川などの河川や水路があり 、小さ な 水路が網目の

　 　 よう に張り 巡ら さ れています。河川と 水路に囲まれた水の豊かな風景は、本町の特色と なっています。

◆　 町内各地にある田んぼや畑は町の総面積の約３ 割を占めており 、まと まった緑地と しての役割を 果たし

　 　 ています。

◆　 自然豊かな水辺環境が維持さ れています。

◆　 町民や町内の企業等の環境美化に対する関心と 理解を 深め、積極的に環境美化のための活動を 行う

　 　 意欲を高めるため、年２ 回かいせいクリ ーンデーを 設け、町民清掃活動を実施しています。

◆　 犬の登録は、1,0 0 0 頭を 超えています。一方で、一部の飼い主のマナー違反により 路上の犬の糞の放置

　 　 などの問題も 生じ ています。

◆　 土地所有者による管理が行き 渡らず、草木が繁茂している土地が増加傾向にあり ます。

■ 課題

◆　 河川や水路、地下水の水質など を把握し 、良質な河川環境を 維持するため、継続的に水質検査を 実施

　 　 する必要があり ます。

◆　 町民の環境に対する意識を高め、環境に配慮し た行動を 促すため環境学習の充実が必要と なっています。

◆　 良好な生活環境を 保全・ 形成するため、町民、自治会、企業などのさ まざ まな主体と 協働して、クリ ーン

　 　 デーなどの環境美化活動を 進める必要があり ます。

◆　 ごみの不法投棄やペット の糞の放置などの迷惑行為を 防止するため、町民一人ひと り のモラルの向上を

　 　 図る必要があり ます。

◆　 空き 地等に草木が繁茂すると 、近隣の住環境の悪化に繋がるため、土地所有者に適正な土地管理を 促

　 　 す必要があり ます。

■ 方針

１ 　 自然を 維持し 、自然と 共生できるまちづく り を 進めます。

２ 　 町民、自治会、企業などと の協働による環境美化活動を 通して、環境美化意識の向上を 図り ます。

３ 　 町民の快適な生活環境を 確保するため、良好な衛生環境の保持に努めます。

環境保全
施策 ５ -２

環
境
保
全

５ - 

２
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◆　 河川や水路、地下水における水質の実態を 把握するため、12 地点の水質調査を 実

　 　 施し ます。

◆　 環境について自ら 考え、率先して行動できる人づく り を 進めるため、幅広い年代の

　 　 学習ニーズに対応し た環境学習を 企画し 、実施し ます。

◆　 環境に対する意識の向上や環境に配慮し た行動を 促すため、様々な機会を捉え普

　 　 及啓発を 図り ます。

【 関連する個別計画】

開成町環境基本計画

【 主管課】

環境課

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

① 自然環境の保全と 再生

■計画（ 詳細施策）

目 標  ：  自 然 環 境 が 維 持 さ れ て い る 状 態

目標達成度を 計る指標

環境保全

主 要 河 川 の Ｂ Ｏ Ｄ の 環 境 基 準 適 合 率

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

1 0 0 ％ 1 0 0 ％

環 境 学 習 の 参 加 者 数

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

5 4 人 1 0 0 人 以 上



基本計画

環
境
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全

５ - 

２
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図 ：  かいせいクリ ーンデー参加者数推移

1 0 0

◆　 環境美化活動を 行う 意欲を 高めるため、「 かいせいクリ ーンデー」 を 実施し 、町民

　 　 や事業者の環境美化に対する理解を 深めます。

◆　 環境美化推進協議会と 連携し 、不法投棄やペット の糞放置などの迷惑行為を 防止

　 　 するための啓発活動やパト ロールを 強化し ます。

【 関連する個別計画】

開成町環境基本計画

【 主管課】

環境課

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

第５ 章 ② 環境美化活動の推進

か い せ い ク リ ー ン デ ー 参 加 者 数

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

9 , 4 9 2 人 1 0 , 0 0 0 人

目 標  ：  町 民 の 環 境 へ の 意 識 が 向 上 し て い る 状 態

目標達成度を 計る指標
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◆　 町内における騒音、水質汚濁、悪臭などの公害を防止するため、神奈川県と 連携し 、

　 　 啓発活動や適正な指導を実施し ます。

◆　 犬や猫などの飼育・ 管理に関するト ラブルを 防止するため、飼い主のマナー向上や

　 　 動物愛護の意識醸成に取り 組みます。

◆　 し 尿や浄化槽汚泥を 適正に処理するため、足柄衛生センタ ーの適正な運営を推進

　 　 し 、適切な維持管理に努めます。

◆　 住環境の悪化を 防止するため、草木が繁茂し た土地の所有者に適正な土地管理に

　 　 ついて指導し ます。

【 関連する個別計画】

開成町環境基本計画

【 主管課】

環境課

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

③ 快適な生活環境の確保

公 害 発 生 件 数

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

0 件 ０ 件

目 標  ：  快 適 な 生 活 環 境 が 確 保 さ れ た 状 態

目標達成度を 計る指標
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■ 現況

◆　 収集し たも えるご みは、山北町内の足柄西部環境センタ ーで 焼却し 、その焼却灰を 長野県の民間最終

　 　 処分場に運搬し 、埋立処分を行っています。

◆　 「 も えるごみ」「 資源ごみ」「 プラマークごみ」「 も えないごみ」 など19 種類に分別して、収集を 行ってい

　 　 ます。家庭や事業所などのごみの分別に対する意識の高揚や協力により 、ご みの排出量は減少傾向に

　 　 あり 、家庭系ごみの町民一人あたり の排出量は６ 年間で約8 .5 ％削減しています。

◆　 資源循環型社会の形成を 図るため、平成16 年（ 2 0 0 4 年） に開成町グリ ーンリ サイクルセンタ ーを 設置

　 　 し 、剪定枝と 小学校及び幼稚園から 排出さ れる生ごみの一部について堆肥化に取り 組んでいます。

■ 課題

◆　 環境負荷の少ない持続可能な循環型社会の形成を 進めるため、ごみと 資源の分別を 徹底するなど、一

　 　 層のごみの減量化・ 資源化が必要と なっています。

◆　 町内にごみの焼却施設や最終処分場を有していないこと から 、町民のごみ問題への関心を 一段と 高め、

　 　 町民一人あたり のごみ排出量の更なる削減に引き 続き取り 組む必要があり ます。

◆　 ごみの減量化・ 資源化を 一層進めるため、４ Ｒ 運動を 推進すると と も に、ごみの出し 方や分別ルールの

　 　 徹底を図る必要があり ます。

◆　 開成町グリ ーンリ サイクルセンタ ーの健全かつ効率的な運営のため、今後老朽化を 迎える建物施設の修

　 　 繕や、破砕機器の定期的な修繕が必要と なっています。

■ 方針

１ 　 ごみの発生抑制（ リ デュース） 、再使用（ リ ユース） 、再生利用（ リ サイクル） 、発生回避（ リ フューズ） の

　 　 ４ Ｒ 運動を推進し 、環境負荷の少ない持続可能な循環型社会の形成を 進めます。

２ 　 ごみの適正な収集・ 処理を 進めます。

資源循環
施策 ５ -３

資
源
循
環

５ - 
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◆　 環境への負荷を 低減するため、町民のごみ問題への関心を高めると と も に、４ Ｒ 運

　 　 動によるごみの減量化・ 資源化を推進し ます。

◆　 一般廃棄物を 計画的に処理するため、足柄西部環境センタ ー及び足柄上衛生組合

　 　 の適正な運営を推進し ます。

◆　 ごみ処理体制の合理化、効率化を 図るためのごみ処理の広域化について、足柄上

　 　 地区ごみ処理広域化協議会において協議を 進めます。

◆　 資源化率の向上を 図るため、広報等で 分別ルールを 周知すると と も に、徹底に努

　 　 めます。

◆　 「 開成町一般廃棄物処理基本計画」に基づき、ごみの計画的な処理を推進します。

◆　 剪定枝の堆肥化によるごみの減量化・ 資源化を推進するため、開成町グリ ーンリ サ

　 　 イクルセンタ ーの利用を 促進し ます。

◆　 ごみの資源化に対する意識の向上を 図るため、各種団体が実施する資源集団回収

　 　 を 奨励し ます。

【 関連する個別計画】

開成町環境基本計画 / 一般廃棄物（ ご み）処理基本計画

【 主管課】

環境課

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

① ごみの適正処理の促進

■計画（ 詳細施策）

目 標  ：  ご み の 減 量 化・ 資 源 化 が 進 み 、 循 環 型 社 会 が 実 現 さ れ て い る 状 態

目標達成度を 計る指標

町 民 １ 人 、１ 日 当 た り の 家 庭 系 ご み の 排 出 量

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

6 2 4 ｇ 6 1 4 ｇ

資 源 化 率

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

3 1 . 9 ％ 3 3 . 0 ％
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利便性が高く 、

快適な都市空間が整ったまち

前
期
基
本
計
画

都市形成

道路

河川・ 水路

住環境

公園・ 緑地

公共交通

上下水道



基本計画
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■ 現況

◆　 本町は、全域が都市計画区域に指定さ れており 、町域を 田園居住地域、都市型居住地域、新都市拠点

　 　 地域に区分し 、計画的な土地利用を 進めています。

◆　 平成2 7 年（ 2 015 年） に開成町都市計画マスタ ープランを 改定し 、「 人と 水と 緑が調和し た活力ある 快

　 　 適都市“かいせい”」 の将来都市像に向けて、こ の計画に沿った規制や誘導によって、計画的な土地利用

　 　 を 進めています。

◆　 田園居住地域は、全域が市街化調整区域であり 、大部分の区域が農業振興地域に指定さ れており 、優

　 　 良農地の保全に努めると と も に、都市近郊農業地帯として土地利用を 進めています。

◆　 都市型居住地域は、ほぼ全域が市街化区域であり 、住宅地を 中心に、商業施設、工場施設、公共施設

　 　 などが集まり 、生活圏における多面的な役割を 担っています。

◆　 新都市拠点地域は、土地区画整理事業により 、小田急線開成駅を 中心とし た広域交流拠点と して新市

　 　 街地の形成を 進めています。

◆　 土地をめぐるト ラブルを 防止し 、課税の公平性を 確保するため、地籍調査を 実施しています。

■ 課題

◆　 田園居住地域は、良好な自然環境や農業環境と の調和を図り 、地域コミ ュニティ の維持発展を図るべく 、

　 　 地域の特性を生かした土地利用を推進する必要があり ます。

◆　 都市型居住地域は、都市基盤施設の充実と 無秩序な開発の防止に努め、良好な市街地の形成を 促進す

　 　 る必要があり ます。

◆　 新都市拠点地域は、良好な住宅地、商業拠点や産業拠点などの都市機能の集積を 図るなど、計画的な

　 　 市街地の形成を推進する必要があり ます。

■ 方針

１ 　 市街地内における 地区特性を 踏まえた土地利用、非市街地内における活力の維持と 環境保全が調和

　 　 し た土地利用の計画的な規制・ 誘導を 図り ます。

２ 　 都市の発展と 自然環境と の調和に配慮し た市街地の整備と 適正な拡大を 図り ます。

都市形成
施策 ６ -１

都
市
形
成

６ - 

１
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◆　 都市の健全な発展と 秩序ある整備を 図るため、長期的視点に立った都市計画に基

　 　 づく 、計画的な土地利用を推進し ます。

◆　 計画的な土地利用を 進めるため、「 開成町都市計画マスタ ープラン」 に沿って、土

　 　 地利用の規制や誘導を行います。

◆　 市街化区域・ 市街化調整区域の区域区分制度、用途地域などの地域地区制度の運

　 　 用によって、適正な土地利用と 都市施設の計画的な配置を行います。

◆　 町の成長にあわせた新たな市街地の拡大と 産業、商業拠点の集積を 図るべく 、都

　 　 市計画事業を推進し ます。

◆　 効率的な土地利用を 図るため、土地を 巡るト ラブルの防止や課税の適正化、土地

　 　 取引の円滑化、災害復旧の迅速化などに資する地籍調査を実施し ます。

【 関連する個別計画】

開成町都市計画マスタ ープラ ン /（ 策定予定）開成町立地適正化計画

【 主管課】

都市計画課

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

① 計画的な土地利用の推進

■計画（ 詳細施策）

目 標  ：  計 画 的 な 土 地 利 用 が 進 み 、 町 が 発 展 し て い る 状 態
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第６ 章 ② 市街地整備の推進

◆　 駅前通り 線周辺地区土地区画整理事業を 推進し 、都市計画道路駅前通り 線及び

　 　 周辺地区の都市基盤の整備を 図り ます。

◆　 将来推計人口を 踏まえ、新都市拠点地域の区域区分を 見直すこ と により 、新市街

　 　 地の整備を推進し ます。

◆　 南足柄市と 連携し 、さ ら なる足柄地域全体の発展・ 活性化を 図るため、足柄産業

　 　 集積ビレッ ジ構想を推進し ます。

◆　 町民の福祉や利便性の向上を 図り 、町の持続可能性を高めるため、医療・ 福祉・ 商

　 　 業などの都市機能の集積を 図り ます。

◆　 土地区画整理事業未施行地区の事業手法の見直し を検討し ます。

【 関連する個別計画】

開成町都市計画マスタ ープラ ン / 足柄産業集積ビレッ ジ構想  /

 （ 策定予定）開成町立地適正化計画

【 主管課】

都市計画課

目 標  ：  市 街 地 に に ぎ わ い が 生 ま れ 、 町 の 持 続 可 能 な 発 展 が 継 続 し て い る 状 態

目標達成度を 計る指標

駅 前 通 り 線 周 辺 地 区 に お け る 宅 地 の 使 用 収 益 開 始 面 積 割 合

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

０ ％ 3 5 ％

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★
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■ 現況

◆　 令和３ 年（ 2 021年） ６ 月に駅前通り 線周辺地区土地区画整理事業の認可を 受けて、都市計画道路駅

　 　 前通り 線と 都市計画道路中家下島線の整備を 進めています。

◆　 幹線道路である県道7 2 0 号（ 怒田開成小田原） は、歩道がなく 、歩行者の通行において危険な箇所が

　 　 あり ます。

◆　 道路や橋梁は利用状況や経年劣化により 改修や修繕が増えています。橋梁については５ 年に１ 回の定

　 　 期点検が義務化さ れており 、修繕が必要と さ れた橋梁について修繕を実施しています。

■ 課題

◆　 みなみ地区の付加価値をさ ら に高めるため、開成駅と みなみ地区をつなぐ、駅前通り 線の整備を 進める

　 　 必要があり ます。

◆　 神奈川県と の連携により 、県道 7 2 0  号（ 怒田開成小田原） の未整備区間の歩道整備を 進める 必要があ

　 　 り ます。

◆　 道路や橋梁の計画的な修繕、狭あい道路の拡幅など、町民に身近な生活道路の整備や維持管理にさ ら

　 　 に取り 組む必要があり ます。

■ 方針

１ 　 主要道路と なる都市計画道路などの整備を 進めます。

２ 　 計画的に生活道路や橋梁の整備、維持管理を 進めます。

道路
施策 ６ -2

和田河原開成大井線
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◆　 小田急線開成駅へのアク セス向上と 需要のある 都市機能の集約を 図るため、都市

　 　 計画道路駅前通り 線と 都市計画道路中家下島線の整備を 進めます。

◆　 神奈川県などの関係機関と 調整を 図り 、県道7 2 0 号（ 怒田開成小田原） の未整備

　 　 区間の歩道整備や都市計画道路山北開成小田原線の北部地域における未整備区

　 　 間の整備を図り ます。

【 主管課】

都市整備課

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

① 幹線道路の整備

■計画（ 詳細施策）

目 標  ： 主 要 な 道 路 の 交 通 網 が 整 備 さ れ た 状 態

◆　 安全で 快適な道路環境を 保持するため、定期的に道路パト ロールを 実施し 、破損

　 　 箇所の早期発見に努め、計画的に道路舗装の補修や道路構造物の修繕を 実施し

　 　 ます。

◆　 幹線道路を 補完する町道のネット ワーク 化を 図るため、計画的に町道の整備を 進

　 　 めます。

◆　 橋梁の長寿命化を図るため、定期点検の結果を 踏まえた予防保全型の維持管理を

　 　 行います。

◆　 道路の安全性・ 利便性の向上を 図るため、町道の狭あい箇所の拡幅整備や歩道整

　 　 備を行います。

【 関連する個別計画】

橋梁長寿命化修繕計画

【 主管課】

都市整備課

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

② 生活道路の整備

目 標  ： 生 活 道 路 、 橋 梁 が 安 全 に 通 行 で き る 状 態
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■ 現況

◆　 町内の水路は、農業用水路と しての役割に加えて、都市化の進展や下水道の整備に伴い、雨水を 流

　 　 す排水路としての役割の重要性が増しています。

◆　 水路施設の老朽化が進んでおり 、修繕が必要な箇所は、年々増加傾向にあり ます。

◆　 近年、クリ ーンデー等において水路内の土砂上げの機会が減ったため、水路内の土砂の堆積が進み、

　 　 維持管理費用が増加しています。

■ 課題

◆　 町内の河川や水路では、局地的な大雨による氾濫などの危険性があるこ と から 、浸水被害を 防止す

　 　 るため、計画的に改修を行う 必要があり ます。

◆　 河川や水路の氾濫を 防止するため、堆積し た土砂や草木の除去、水門や分水堰の適切な管理など、

　 　 地域の実情を 熟知する町民と の協働によるきめ細かな対応が求めら れています。

◆　 町の東部を 流れる酒匂川、町内を 流れる 要定川、仙了川はいずれも 神奈川県が管理する二級河川で

　 　 あること から 、適切な維持管理や必要な改修について神奈川県と の連携を 強化する必要があり ます。

■ 方針

１ 　 治水対策や自然環境の保全・ 活用に配慮し た総合的な河川・ 水路の整備を 進めます。

河川・ 水路
施策 ６ -３

河川・ 水路
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◆　 防災・ 減災を 目的と し て、浸水被害を 防止するため、公共下水道（ 雨水幹線） 計画

　 　 に基づく 水路整備を 進めます。

◆　 浸水被害を 防止するため、酒匂川、要定川、仙了川について河川管理者である 神奈

　 　 川県に対して、適切な維持管理や必要な改修を要望し ます。

◆　 河川や水路の氾濫を 防止するため、町民と の協働による河川や水路の適切な維持

　 　 管理を行います。

◆　 用排水施設の機能を 確保するため、水路の適切な維持管理を行います。

【 主管課】

都市整備課

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

① 河川・ 水路の整備

■計画（ 詳細施策）

目 標  ： 河 川 、 水 路 の 水 が 安 定 し て 流 れ る 状 態
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■ 現況

◆　 都市化の進展により 、農地の宅地化が進むなど、身近から 緑が減少しています。

◆　 本町では、これまでに13か所の都市公園や10か所の農村公園を、町民の憩いの場として整備しています。

◆　 身近に緑を 増やすため、公園や道路における緑化を 進めています。

◆　 施設の老朽化、人件費等の高騰、地球温暖化に伴う 雑草の繁茂等の影響により 、公園や緑地の維持

　 　 管理費用が増加傾向と なっています。

◆　 公園・ 道路緑地ボランティ ア制度やあじ さ いの里親制度など、公園や緑地の維持管理について、地

　 　 域住民と の協働の取組により 進めています。

■ 課題

◆　 公園は、こども の遊び場としての機能のほか、地域住民の交流拠点や災害時の避難場所としての機能

　 　 を 有しているこ と から 、地域のニーズや特性を 生かし た、誰も が安心して利用できる公園と して再整

　 　 備する必要があり ます。

◆　 緑地は、町民生活に潤いや安ら ぎを与えてく れること から 、農村・ 集落地域の農地の保全を図ると と も

　 　 に、公共施設の緑化をはじ め、町内全域で開発と 調和した道路や公園の緑化に努める必要があります。

◆　 地域のニーズを 踏まえ、町民が親し みを持てる公園や緑地を 形成するため、公園や緑地などの維持管

　 　 理において地域住民と の協働の拡充を図ると も に、民間活力を 活用する必要があり ます。

◆　 公園や緑地などの維持管理に視点をおいた効率的な運営に努めると も に、適切な施設の修繕、改修

　 　 を図る必要があり ます。

◆　 あじ さ いの里のあじ さ いの老木化が進んでいること から 、計画的に植替えを 進める必要があり ます。

■ 方針

１ 　 身近な水・ 緑環境の適正な確保に努め、緑化と 緑のネット ワークの形成を推進し ます。

公園・ 緑地
施策 ６ -４
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① 公園・ 緑地の整備

◆　 快適な公園環境を 維持するため、除草作業の適切な実施、植栽の適切な管理、町

　 　 民ニーズを捉えた公園施設の計画的な改修、更新などに取り 組みます。

◆　 遊具等を 適切に更新し 、誰も がいつでも 公園を 利用できる環境を 維持すると と も

　 　 に、タ ーゲット を 絞った特色ある公園の整備を検討し ます。

◆　 町の魅力を高めるため、観光資源である「 あじ さ い」 の適切な維持管理に努めると

　 　 と も に、多様な主体と の協働によるあじ さ いの里親制度を推進し ます。

◆　 町民と の協働による公園・ 緑地の維持管理を 通じ て、環境美化意識の高揚を 図る

　 　 ため、公園・ 道路緑地ボランティ ア制度を推進し ます。

◆　 潤いある景観形成を 図るため、開発指導による緑化を推進し ます。

◆　 開成町の名前の付いたオリ ジナルあじ さ い「 開成ブルー」 の付加価値を高め、普及

　 　 する取組を支援し ます。

◆　 緑地の適正な保全、緑化の推進を 計画的かつ効果的に実施するため、「 開成町緑

　 　 の基本計画」 を 必要に応じ て見直し ます。

【 関連する個別計画】

開成都市計画区域緑の基本計画

【 主管課】

都市計画課

目 標  ：  水 や 緑 を 感 じ ら れ る 憩 い ・ 集 い の 空 間 が あ り 、 町 民 が 心 豊 か な 生 活 を

 　 　   送 れ る 状 態

目標達成度を 計る指標

公 園 緑 地 ボ ラ ン テ ィ ア 登 録 数

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

2 6 団 体（ 人 ） 3 1 団 体（ 人 ）

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

あ じ さ い の 里 親 新 規 登 録 数

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

－ ８ 団 体（ 人 ）

■計画（ 詳細施策）
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■ 現況

◆　 本町の上水道は町内６ か所の水源地で地下水を 取水し 、浄水場で 滅菌処理を 行って、町内全域に給

　 　 水しています。

◆　 家庭や企業における節水意識の向上に加え、節水型機器の普及などの社会情勢の変化により 町民

　 　 一人あたり の使用水量は減少傾向にあり ます。

◆　 水道水を 安定的に供給するため、浄水場や水道管の耐震化、老朽化し た水道施設の計画的な更新に

　 　 努めています。

◆　 本町の下水道事業は、昭和5 6 年度（ 19 81年度） に事業着手し 、平成元年（ 19 8 9 年） に供用を 開始し

　 　 まし た。本管工事が完了している面積の割合は、令和５ 年度（ 2 0 2 3 年度） 末現在で6 8 .9 ％と なって

　 　 います。

◆　 快適な生活環境を 確保するため、汚水処理施設アク ショ ン プランに基づき、計画的に公共下水道の

　 　 整備を 進めています。

◆　 下水道の整備エリ アの拡大と 老朽化に伴い、公共下水道の維持管理費用が増加しています。

■ 課題

◆　 全ての町民に水道水を 安心して使用してもらう ため、適正な水質管理が求めら れています。

◆　 水道水を 安定的に供給するため、耐用年数を 迎える水道施設や水道管を 引き 続き、計画的に更新す

　 　 る必要があり ます。

◆　 浄水場や重要度の高い管路の耐震化、災害時の早期復旧のための資器材の整備など、水道施設の災

　 　 害対策を 進める必要があり ます。

◆　 水道料金の収入が減少する一方で、水道施設維持管理費用が増加している状況に対応するため、また、

　 　 将来にわたり 安定的に下水道サービスを提供するため、上下水道事業の経営効率の向上を図る必要があ

　 　 ります。

◆　 快適な生活環境を 確保するため、引き 続き、計画的に公共下水道の整備を 進める必要があり ます。

■ 方針

１ 　 水道水を 安定的に供給するため、水道施設を 計画的に更新し ます。

２ 　 快適な生活環境を 確保するため、計画的に下水道整備を 進めます。

３ 　 持続可能な経営をめざして、事業の効率化と 経営の健全化を 図り ます。

上下水道
施策 ６ -５
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◆　 水道事業アセット マネジメ ント 計画に基づき、計画的に水道施設の更新を 進めます。

◆　 水質検査計画に基づき、適正な水質管理を 行う と と も に、水質検査結果等の情報　

　 　 発信を行います。

◆　 地震や風水害などの災害時に、被害を 最小限にと どめ、給水機能を 確保するため、 　

　 　 重要度の高い管路の耐震化を 進めます。

◆　 災害への対応力を 強化するため、水道施設の復旧に必要と なる資器材の整備を 進　

　 　 めます。

【 関連する個別計画】

水道事業アセット マネジメ ント 計画

【 主管課】

都市整備課

目 標  ：  安 全 で お い し い 水 を 安 定 供 給 で き る 状 態

目標達成度を 計る指標

水 道 　 有 収 率

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

9 2 . 3 ％ 9 4 . 0 ％

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

① 水道水の安定供給

■計画（ 詳細施策）
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◆　 汚水処理施設アクショ ンプランに基づき、計画的に公共下水道の整備を進めます。

◆　 下水道管の状態を 把握するため、布設年から 長い年月が経過し ている管について

　 　 優先的に管路調査を実施し ます。

◆　 未接続者への接続を 促し 、接続率向上を図り ます。

【 関連する個別計画】

開成町下水道事業経営戦略・ 開成町汚水処理アク ショ ンプラ ン

【 主管課】

都市整備課

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

② 下水道整備と 維持管理

目 標  ：  下 水 道 が 整 備 さ れ て 、 水 路 の 水 質 が 改 善 さ れ る 状 態

図 ：  汚水処理施設アク ショ ンプラ ン

凡例

全体計画区域
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第６ 章 ③ 上下水道事業の健全経営

◆　 企業会計である水道事業、下水道事業の健全な経営を 維持するため、上下水道料金

　 　 の収納率の向上や上下水道料金の見直し 、更なる経費節減に取り 組みます。

◆　 水道事業の合理化を図るため、業務の外部委託や水道事業の広域化などについて

　 　 研究を 進めます。

【 関連する個別計画】

開成町水道ビジョ ン・ 開成町水道事業経営戦略

【 主管課】

都市整備課

目標達成度を 計る指標

水 道 　 料 金 回 収 率

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

9 4 . 6 5 ％ 1 0 0 ％

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

下 水 道 　 経 費 回 収 率

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

8 0 . 8 7 ％ 8 4 . 5 9 ％

目 標  ：  水 道 事 業 、下 水 道 事 業 が 安 定 し て 運 営 で き て い る 状 態
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■ 現況

◆　 本町は、豊かな自然に恵まれていること から 、自然環境と 調和した住宅地の形成に努めています。

◆　 土地区画整理事業が施行さ れた区域では、地区計画制度を導入し、良好な住環境の整備に努めています。

◆　 平成27年（ 2015年） に誕生した「 みなみ地区」 は、水と 緑のう るおいある街並みが形成さ れています。

◆　 本町における空き家の比率は全国平均と 比較すると 低いも のの、全国と 同様に上昇傾向と なっています。

◆　 大規模な地震が想定さ れる中、開成町耐震改修促進計画に基づき 建築物の耐震化を推進しています。

◆　 町営住宅の計画的かつ効率的な管理を行うため、町営住宅の整理統合に着手し、平成30年度（ 2018年度）

　 　 には老朽化が進んでいた町営住宅四ツ 角団地を 供用停止し まし た。

◆　 「 みなみ地区」が移住・ 定住の中心的な受け皿と なり、近年の本町における人口増加をけん引しています。

■ 課題

◆　 快適で住みよい居住環境の整備を図るため、地域の特性に配慮し た良好な住環境の整備や保全が求

　 　 めら れています。

◆　 平成31年（ 2 019 年）３ 月に、小田急線開成駅が急行停車駅と なり 、地域の拠点駅にふさ わし い駅周

　 　 辺の良好な市街地整備を 進める必要があり ます。

◆　 空き家問題の顕在化を 未然に防ぐ 対策を検討する必要があり ます。

◆　 町営住宅（ 円通寺団地・ 河原町団地） は、いずれも 昭和5 0  年代の建設であり 、老朽化が進んでいるこ

　 　 と から 、計画的かつ効率的な維持管理が求めら れています。

◆　 新たな開発の余地が限ら れているこ と から 、住宅の供給力だけに頼ら ない、移住・ 定住を 着実に促進

　 　 するための仕組みづく り が必要です。

■ 方針

１ 　 地区ごとのまちづく りに連動した住環境の整備、地区特性に応じた特色ある都市景観の形成を推進します。

２ 　 入居者が安全で安心して生活するこ と ができるよう 、町営住宅の適切な維持管理を 行います。

３ 　 本町で の暮らし に興味・ 関心を 持つ人を 増やし 、最適なマッ チン グによる 移住・ 定住の促進を 図り

　 　 ます。  

住環境
施策 ６ -６
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◆　 地域住民の合意と 協力を 得ながら 、地区計画、建築協定などの制度を 活用し 、住

　 　 みたいと 思える自然環境と 利便性の高い住環境の整備を 進めます。

◆　 良好な住環境を 形成するため、開成町開発行為指導要綱に基づき、無秩序な開発

　 　 の防止に努めます。

◆　 都市計画道路駅前通り 線の整備、周辺地区の都市基盤整備を 図るため、駅前通り

　 　 線周辺地区土地区画整理事業を推進し ます。

◆　 地震による建築物被害のリ スク を 軽減するため、木造住宅の耐震診断費用や耐震

　 　 補強工事費用への助成を 行う など、建築物の耐震化を 促進し ます。

◆　 開成町住環境整備マスタープランに基づき、既成市街地の計画的な整備を進めます。

◆　 開成駅の乗降客数の増加を 図るため、駅前広場を 含む駅周辺環境について、交通

　 　 結節点としての機能向上に取り 組みます。

◆　 空き 家の発生予防や利活用など、空き家対策を推進し ます。

【 関連する個別計画】

開成町耐震改修促進計画 / 開成町住環境整備マスタ ープラ ン

【 主管課】

都市計画課

目標達成度を 計る指標

住 宅 の 耐 震 化 率

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

8 6 . 9 ％ 9 5 ％

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

目 標  ：  良 好 な 住 環 境 が 保 全・ 形 成 さ れ た 状 態

① 良好な住環境の形成

■計画（ 詳細施策）

良好な住環境の整備・ 保全（ みなみ地区）
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◆　 施設の老朽化や入居者の高齢化等の課題に適切に対応するため、公的賃貸住宅の

　 　 あり 方を再検討し ます。

【 主管課】

福祉介護課

主な取組
<  優先度 >

★★★

② 公共住宅の供給

目 標  ：  公 営 住 宅 が 適 正 に 管 理 さ れ て い る 状 態

目標達成度を 計る指標

転 出 入 者 の 差 し 引 き（ 対 東 京 都 ）

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

-８ 人 ０ 人 以 上

目 標  ：  本 町 に 住 み た い 人 が 増 え 、 そ の 希 望 が か な う 状 態

③ 移住・ 定住の促進

◆　 本町での暮らし に興味を持ってもら い、移住・ 定住への実現性を高めること に特化

　 　 し たメ ディ アを構築し ます。

◆　 本町への移住・ 定住に対する興味・ 関心の度合いに応じ て、適切に相談を受け付け、

　 　 関係各所と 連携を図る窓口を設置し ます。

◆　 移住後の不安を 解消し 、地域への円滑な参加を 促すため、移住体験の提供や、移

　 　 住後のフォロー体制の構築に努めます。

◆　 子育て世帯や新婚世帯の定住を 促進するため、専用住宅の整備などの支援策を 検

　 　 討し ます。

【 主管課】

企画政策課

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★
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■ 現況

◆　 小田急線開成駅は平成31年（ 2 019 年）３ 月から 急行停車駅と なり まし た。コ ロナ禍の影響、生活様式

　 　 の変化も あり 、乗降客数は横ばいで推移し ており 、令和５ 年（ 2 0 2 3 年） 時点では１ 日あたり 約１ 万２ 千

　 　 人になっています。

◆　 小田急線開成駅には、箱根登山バスのみが乗り 入れており 、運行本数は、平日に８ 本、土休日は運行し

　 　 ていません。

◆　 町内のバス路線に関しては、小田急線新松田駅と 大雄山線大雄山駅（ 関本） を 結ぶ東西方向の路線が

　 　 充実しています。南北方向は令和６ 年10 月時点では運行はあり ません。

■ 課題

◆　 平成31年（ 2 019 年）３ 月から 小田急線開成駅が急行停車駅と なり 利便性が向上し まし た。駅前通り 線

　 　 周辺地区土地区画整理事業の推進と 並行して、駅乗降者数の増加、一段の賑わいの創出を目的に駅周

　 　 辺の都市機能の充実を 図る必要があり ます。

◆　 都市計画道路和田河原開成大井線の足柄紫水大橋西側から 国道2 5 5 号線までの区間を 結ぶ事業が進

　 　 めら れているこ と から 、小田急線開成駅を 拠点に足柄平野を 東西に結ぶ広域的なバス路線の整備につ

　 　 いて、近隣市町と 連携して実現に向けた取組を 進める必要があり ます。

◆　 高齢者や障がい者、子育て世代など、誰も が移動し やすい交通体系の構築が求めら れています。

■ 方針

１ 　 公共交通は現行の路線は維持し 、新たにデマンド 型交通の活用や自動運転システムなどの次世代交通

　 　 システムの構築について調査研究し 、本町の公共交通のあり 方を 見出し ます。

公共交通
施策 ６ -７

公
共
交
通

６ - 
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小田急線開成駅

目標達成度を 計る指標

バ ス 交 通 の 路 線 数

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

２ 路 線 ２ 路 線 を 維 持

目 標  ：  公 共 交 通 の 利 便 性 が 向 上 し た 状 態

◆　 誰も が移動し やすい公共交通体系を 構築するため、バス路線の維持・ 確保を 図り

　 　 ます。

◆　 近隣市町と 連携し 、広域的なバス路線の整備に取り 組みます。

◆　 小田急線開成駅の利便性の向上を図るため、利用実態を 踏まえた運行形態の改善

　 　 や駅施設の改修などについて、鉄道事業者に働きかけます。

◆　 デマンド 型交通の活用や自動運転システムなど、次世代交通システムの構築につ

　 　 いて調査・ 研究を 進めます。

【 主管課】

企画政策課

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

■ 計画（ 詳細施策）

① 公共交通の充実
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活力あふれる 産業と

地域の魅力を 生かし た

にぎわいのあるまち

前
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■ 現況

◆　 本町の商業は、県道御殿場大井線沿いに多く の商業施設が立地しているほか、駅前通り 線周辺地区土

　 　 地区画整理事業により 、新たな商業地の形成が期待さ れます。

◆　 消費者ニーズの多様化、後継者不足など を 背景に、大型店への消費者のシフト が進み、小規模商店が

　 　 減少し ています。また、Ｅ Ｃ 市場が拡大し ており 、リ アル店舗と ネット 販売の競争が起こるなど、小規模

　 　 商店を 取り 巻く 環境はますます厳し く なっています。

◆　 町内産品を 開成町ブランド と して認定し 、観光客などへのおもてなし としての活用や、販路拡大などに

　 　 つなげ、商工振興や農業振興の促進を 図っています。

◆　 地域コ ミ ュ ニティ に根差し た商工業者は、さ まざ まな地域活動の担い手と なっています。

■ 課題

◆　 高齢化の進行に伴い、町民の日常生活に密着し 、きめ細かなサービ スを提供する小規模商店を 確保して

　 　 いく 必要があり ます。

◆　 開成町ブランド の認定を 通じ 、農業・ 観光などの他産業と の連携・ 交流を 促進するこ と によって、商工

　 　 業の振興を 図る必要があり ます。

◆　 厳し い社会経済情勢の中で地域経済を 支える中小企業・ 小規模事業者が、経営環境の変化に対応し た

　 　 事業を展開すること ができるよう 、経営基盤の支援を 図る必要があり ます。

◆　 企業には、社会の一員として地域社会に貢献する活動が求めら れており 、それぞれの活動において町民

　 　 や各種団体と の協働・ 連携を 深めていく 必要性が高まっています。

■ 方針

１ 　 地域に根差し た商工業の振興を 図り ます。

２ 　 中小企業・ 小規模事業者の経営環境の変化に対応し た事業展開を 支援し ます。

商工業
施策 ７ -１
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開成弥一芋

目標達成度を 計る指標

開 成 町 ブ ラ ン ド 売 上 金 額

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

1 7 , 7 5 0 千 円 2 0 , 0 0 0 千 円

目 標  ：  地 域 に 根 差 し た 商 工 業 の 振 興 が 図 ら れ て い る 状 態

◆　 開成町ブランド の確立による、本町の知名度や本町に対するイメ ージの向上、開成

　 　 町経済の発展を図るため、開成町ブランド の認定を推進し ます。

◆　 新たなニーズにあった経営や販路の拡大などの課題に関して、足柄上商工会や地

　 　 域金融機関などと 連携し 、支援を 通じ た商工業の活性化を図り ます。

◆　 年間を 通じ て開成町ブランド 認定産品の販売場所を 確保し 、開成町ブランド 認定

　 　 制度の活性化を 図り ます。

◆　 商工業の活性化を 図るため、観光や農業などの他産業と の連携を 促進し 、新たな

　 　 商品開発などによる地域ブランド 化を 進めます。

【 主管課】

産業振興課

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

■ 計画（ 詳細施策）

① 商工業の振興
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第７ 章 ② 中小企業・ 小規模事業者の支援

目 標  ：  中 小 企 業・ 小 規 模 事 業 者 の 経 営 が 活 性 化 さ れ た 状 態

目標達成度を 計る指標

中 小 企 業 小 口 資 金 融 資 制 度 の 利 用 件 数（ 年 間 ）

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

1 9 件 2 3 件

小 規 模 事 業 者 経 営 改 善 資 金 融 資 制 度 の 利 用 件 数（ 年 間 ）

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

９ 件 1 3 件

◆　 足柄上商工会や金融機関などと 連携し 、中小企業・ 小規模事業者が経営規模に応

　 　 じ て融資制度を 利用し やすい体制整備を 進めます。

◆　 中小企業・ 小規模事業者の経営の安定化・ 合理化を 図るため、信用保証料の助成

　 　 や金融機関への融資資金の預託を実施し ます。

◆　 創業時の融資に係る利子補給などの創業支援や中小企業・ 小規模事業者の円滑な

　 　 事業承継を 足柄上商工会や金融機関などと 連携し 、支援し ます。

◆　 足柄上商工会開成支部が実施する地域振興対策事業を支援し ます。

【 主管課】

産業振興課

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

図： 中小企業小口資金融資制度の利用件数
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■ 現況

◆　 本町の農業は、農業経営者の平均年齢が7 0 歳を 超え、高齢化が進んでいます。また、販売農家のう

　 　 ち3 6 ％で農業後継者がいない状況と なっています。

◆　 農家の経営者数の減少、高齢化等により 、農地、水路の管理が難し く なってきています。

◆　 町内在住の農業従事者が高齢化等により 減少し ています。また、相続等に伴い、町外在住の農地所

　 　 有者が増加傾向にあり ます。

◆　 経営耕作面積が１ ヘクタ ールに満たない小規模な農業経営体が8 8 .7 ％を占めています。

◆　 食に対する安全意識の高まり などから 、農業への関心が高まっています。農業の活性化を図るため、

　 　 ふれあい農園の設置、米栽培体験学習塾の開催、農家の農作物収穫体験の支援、民間主導の日曜朝

　 　 市の支援などに取り 組んでいます。

■ 課題

◆　 自然環境や景観の保全など、農地が有する多面的な機能を 維持するために、優良農地の保全に努め

　 　 る必要があり ます。

◆　 農業所得の向上、後継者不足の解消を図るためには、農産物の高付加価値化や新たな担い手の育成・

　 　 組織化など農業経営の活性化を図る必要があり ます。

◆　 継続して農業を 行っても らえるよう 、農地の環境整備がこ れまで以上に重要と なってきており 、農業

　 　 の持続可能性を高めること が必要と なってきています。

◆　 農家の経営安定化のため、観光事業と 連携し た体験型農業や、新たな特産品の開発を 支援する必要

　 　 があり ます。

■ 方針

１ 　 農業経営の基盤と なる優良な農地の確保、保全を 図り ます。

２ 　 担い手の確保と 高付加価値の農産物を 推進し 、農業経営の活性化を支援し ます。

農業
施策 ７ -２
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◆　 本町の農業が抱える人と 農地の問題を 解決するため、人・ 農地プランに基づく 地域

　 　 計画の推進を 図り ます。

◆　 優良農地の確保・ 保全と 農業振興を図るため、農業振興地域整備計画を推進します。

◆　 担い手への農地の集積・ 集約化を 進めるため、農地中間管理事業を推進し ます。

◆　 自然環境や景観の保全など、農地が有する多面的な機能を 維持するため、地域の

　 　 水路、農道の維持管理に関する地域の共同活動を支援し ます。

◆　 農地の有効利用を 促進し 、ふれあい農園の拡充を 図り ます。

◆　 本町の農業の持続可能性を高めるため、水路、農道の整備を推進し ます。

【 関連する個別計画】

開成町地域計画 / 開成農業振興地域整備計画 /

 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想

【 主管課】

産業振興課

目 標  ：  優 良 な 農 地 の 確 保・ 保 全 と 農 業 振 興 が 図 ら れ た 状 態

目標達成度を 計る指標

遊 休 農 地 の 面 積

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

1 . 2 h a 1 . 0 h a

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

① 優良農地の保全

■ 計画（ 詳細施策）
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目標達成度を 計る 指標

担 い 手 へ の 農 地 の 集 積 率

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

7 . 3 ％ 1 0 ％

目 標  ：  地 域 農 業 の 担 い 手 が 確 保 さ れ 、農 業 経 営 が 活 性 化 し た 状 態

◆　 農業の後継者不足を 解消するため、多様な農業経営の在り 方を視野に入れた担い

　 　 手の育成に努めます。

◆　 農業者の所得向上と 経営の多角化を 図るため、観光を 始めと する他の産業と の連

　 　 携に取り 組みます。

◆　 農産物の付加価値を 高めるため、農産物などのブラ ンド 化や、開成町ブ ランド 作

　 　 物である「 開成弥一芋」 や「 快晴茶」 の普及に向けた取組を支援し ます。

◆　 農業経営体が個性や強みを 生かし 、経営の活性化・ 安定化を 図るための支援を 行

　 　 います。

◆　 農業経営の活性化を 図るため、農業者と 消費者と のつながり を 育む場の創出・ 支

　 　 援に取り 組みます。

【 関連する個別計画】

開成町北部農業振興地域における地域資源を 活かし た六次産業化の展開事業計画 / 

あし がり 郷拠点整備基本計画

【 主管課】

産業振興課

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

② 農業経営の活性化

田園風景



基本計画

1 3 2

■ 現況

◆　 個人の価値観やラ イフ スタ イルの多様化と と も に旅行のスタ イルが多様化しています。また、団体旅行

　 　 が減少し 、家族や友人・ 知人などの個人旅行や小グループ 旅行が増加しています。

◆　 インタ ーネット の汎用性が高まり 、個人の好みや興味・ 関心にあわせた行動をとるこ と ができるよう に

　 　 なり 、観光事業は、個人のニーズに合致し た個性的な取組が求めら れています。

◆　 あじ さ いまつり やひなまつり などのイベント の開催期間には、県内外から 多く の観光客が訪れています。

◆　 年間を 通じ た観光客の誘致を 図るため、あし がり 郷「 瀬戸屋敷」 を 核に、より 魅力ある 観光・ 交流拠点

　 　 づく り を 進めています。また、民間事業者や地域住民と 連携し 、日本の暮らし や文化を 伝える体験を 中

　 　 心とし たインバウンド 事業に取り 組んでいます。

◆　 近隣市町と 連携し 、地域全体の魅力を 発信すること で、その相乗効果により 誘客力の向上を 図るため、

　 　 イベント の共同開催や地域資源の幅広い活用に取り 組んでいます。

■ 課題

◆　 年間を 通じ た観光客の誘致を 図るには、町の花であるあじ さ いや農業などの町の持つ地域資源の更な

　 　 る掘り 起こし や地域資源を 活用し た観光メ ニューの開発に努める必要があり ます。  

◆　 近隣市町の持つ地域資源を 組み合わせた観光ルート の構築や観光メ ニューの拡充を 図る 必要があり

　 　 ます。

◆　 あし がり 郷「 瀬戸屋敷」 のもつ観光・ 交流拠点としての機能を 一層充実さ せるため、イベント などのソ フ

　 　 ト 事業、施設整備などのハード 事業、両面について検討する必要があり ます。

■ 方針

１ 　 あじ さ いまつり やひなまつり を はじ めと するイベント の開催や、あし がり 郷「 瀬戸屋敷」 を 核と する地域

　 　 資源を 生かし た観光事業を 推進し 、年間を 通じ た観光客の誘致を 図り ます。

観光
施策 ７ -３

観
光

７ - 
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あじ さ いまつり（ あじ さ い池）

1 3 3

目標達成度を 計る指標

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

2 5 2 , 0 0 0 人 3 0 0 , 0 0 0 人

目 標  ：  年 間 を 通 し て 観 光 客 が 訪 れ 、地 域 経 済 の 活 性 化 が 図 ら れ て い る 状 態

◆　 あじ さ いまつり や納涼まつり 、阿波おどり 、ひなまつり などの観光イベント を 充実

　 　 さ せ、地域の産業振興と 経済活性化を図り ます。

◆　 あし がり 郷「 瀬戸屋敷」 の適切な維持管理を 行い、施設の一層の充実について検

　 　 討し ます。

◆　 年間を 通じ た誘客を 図るため、地域資源を 生かし た新たな観光メ ニューの創出を

　 　 促進し ます。

◆　 あしがり 郷「 瀬戸屋敷」を核に、より 魅力ある観光・ 交流拠点として、町の歴史・ 文化・

　 　 産業・ 景観を生かし 、インバウンド を含めた観光客の誘致を図ります。

◆　 あし がら 観光協会、あし がら 地域着地型観光推進実行委員会など、近隣各市町と

　 　 の連携を 図り 、各市町の持つ資源を 組み合わせた観光ルート の開発やイベント の

　 　 共同開催による相乗効果を 図り ます。

【 主管課】

産業振興課

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

■ 計画（ 詳細施策）

① 地域資源を生かし た観光の推進

年 間 入 り 込 み 観 光 客 数



1 3４

■ 現況

◆　 コ ロナ禍から の経済社会活動の正常化が進む中で、景気の緩やかな回復基調を 背景に、雇用情勢にも

　 　 持ち 直し の動き が見ら れます。一方で、企業と 求職者と のニーズが一致し ない雇用のミ スマッ チや就職

　 　 後３ 年以内の離職率の高さ などの問題が顕在化しています。  

◆　 企業の経営の合理化や働き方の多様化、パート 希望の就業者の増加などにより 、非正規労働者の割合

　 　 が依然として高水準と なっています。

◆　 既存の産業を 生かし つつ新たな産業集積を 図るこ と により 、足柄地域全体の発展・ 活性化を 目的と し

　 　 て、足柄産業集積ビレッ ジ 構想を 進めています。

■ 課題

◆　 誰も が安心して働き 続けら れる環境を つく るため、関係機関と 連携し 、労働条件に関する法改正などに

　 　 ついての周知に努める必要があり ます。

◆　 勤労者の生活の安定を図るため、勤労者に対する融資制度や福利厚生の充実に努める必要があり ます。  

◆　 企業立地によって、雇用の創出、地域経済の活性化などの波及効果が期待できること から 、周辺環境に

　 　 配慮しつつ、足柄産業集積ビレッ ジ構想に備え、時代に即し た企業立地支援制度を 調査研究し 、企業誘

　 　 致を図り ます。

■ 方針

１ 　 働く 場の創出を 進めます。

２ 　 勤労者が働き やすい環境づく り を支援し ます。

雇用
施策 ７ -４

基本計画

雇
用

７ - 
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◆　 雇用の創出や地域経済の活性化を 促進するため、足柄産業集積ビレッ ジ構想など

　 　 に備え、時代に即し た企業立地の支援・ 相談体制の充実に取り 組みます。

◆　 人材の流動性が高まる中、就労者のキャリ ア形成やチャレンジの機会を 創出する

　 　 ため、起業をし やすい環境づく り に努めます。

【 主管課】

産業振興課

目 標  ：  企 業 誘 致 な ど に よ り 、働 く 場 の 選 択 肢 が 増 え て い る 状 態

目標達成度を 計る指標

足 柄 産 業 集 積 ビ レ ッ ジ 構 想 に 係 る 企 業 か ら の 進 出 希 望 件 数

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

― 1 0 件

主な取組

<  優先度 >
★★★

★★★

① 働く 場の創出

■ 計画（ 詳細施策）

企業立地



1 3 6

基本計画

雇
用

７ -
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第７ 章 ② 勤労者の支援

◆　 中小企業の従業員の福利厚生の充実を 図るため、中小企業退職金共済制度への加

　 　 入促進に取り 組みます。

◆　 労働条件、労使間の権利関係などに関する法改正や制度改正についての周知に取

　 　 り 組みます。

◆　 勤労者の住宅取得を支援するため、住宅資金利子補給制度を実施し ます。

【 主管課】

産業振興課

目 標  ：  勤 労 者 に と っ て 、働 き や す い 環 境 が 整 備 さ れ た 状 態

目標達成度を 計る指標

中 小 企 業 退 職 金 共 済 制 度 の 申 請 事 業 者 数（ 年 間 ）

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

2 0 件 2 4 件

主な取組

<  優先度 >
★★★

★★★

★★★
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将来都市像の実現に向けた

行政経営

前
期
基
本
計
画

協働・ 公民連携

スマート シティ・ ＤＸ

広報広聴・ シティ プロ モ ーショ ン

広域連携

組織・ 人材

財政運営



基本計画

1 3 8

■ 現況

◆　 本町では、「 あじ さ いのまち開成自治基本条例」 に基づき、町民による自治活動を 基本に町民同士の共

　 　 助を 大切にし た町民主体の自治を推進しています。

◆　 開成町協働推進計画では、社会・ 地域課題や町民ニーズが複雑多様化する中、既存の枠組みにと ら わ

　 　 れるこ と なく 、公共サービ スを 効率的かつ持続的に提供し ていく ために、「 多様な主体と の協働」 を 掲

　 　 げています。

◆　 町民や町民公益活動団体など が参画し 、行政と の協働事業と し て、町民フェ スタ の実施や協働のまち

　 　 づく り 応援事業等、さ まざ まな分野において連携し たまちづく り を 推進しています。

◆　 コ ロナ禍における団体活動の縮小や町民センタ ー改修工事等の影響があり 、町民活動サポート センタ ー

　 　 の利用登録団体数は、横ばいで推移しています。

◆　 本町では、「 指定管理者制度」 の活用、「 企業等と の包括連携協定」 の締結と 協定に基づく 事業の推進

　 　 など、公民連携の取組を 進めています。

◆　 国では、地域再生法の認定地方公共団体が実施する「 まち・ ひと・ し ごと 創生寄附活用事業」 に対し て

　 　 企業が寄附を 行った場合に、税制上の優遇措置を 受けら れる仕組みである地方創生応援税制（ 企業版

　 　 ふるさと 納税） 制度が設けら れています。

■ 課題

◆　 多様化・ 高度化する町民のニーズに対応し 、新たな公共サービ スの創出や地域の課題解決に果たす町民

　 　 公益活動の役割が増しているこ と から 、町民活動団体への支援を 通じ て町民公益活動の活性化を 図る

　 　 必要があり ます。

◆　 高齢化の進行による 社会経済活動の担い手不足や支援を 必要と する人の増加、地域のつながり の希薄

　 　 化等による孤独・ 孤立問題などを 背景に、限ら れた行政の資源だけで全ての課題に対応すること は難し

　 　 く なってきており 、こ れまでのルールや仕組みでは解決できないケースも 多いため、町民や企業等と の

　 　 連携を推進する必要があり ます。

◆　 行政の経営資源が制約さ れる中、公共サービ スに対する町民ニーズに的確かつ持続的に応えていく た

　 　 めには、民間企業等のノ ウハウを 最大限に活用していく こと が重要と なっています。

■ 方針

１ 　 町民一人ひと り がいき いきと 、笑顔に満ちあふれたまち づく り を 実現するため、地域課題に対するさ ま

　 　 ざ まな分野での協働推進に取り 組みます。

２ 　 民間企業等の社会貢献活動やビジネス活動を 町民のためにどのよう に役立て、地域課題の解決につな

　 　 げるかと いう 大きな視点に立ち、公民連携を 積極的に推進し ます。

協働・ 公民連携
施策 ★-１

協
働
・
公
民
連
携

★ - 

１

★
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① 参画と 協働のさ ら なる推進

◆　 協働に関する情報発信を 充実さ せると と も に、活動に参加する 機会や参加する方

　 　 法について学ぶ機会を 提供するこ と で、地域活動・ 町民公益活動に対する理解を

　 　 深め、協働に対する機運の醸成を図り ます。

◆　 町民公益活動の拠点である町民活動サポート センタ ーを 適切に維持管理すると と

　 　 も に利用者の利便性の向上を図り ます。

◆　 町民のニーズに的確に対応し たまちづく り を 進めるため、町民や企業などと の協働

　 　 の仕組みづく り を推進し ます。

◆　 町民公益活動団体と 行政と の協働を 進めるため、提案型協働事業などの取組を 進

　 　 めます。

◆　 デジタ ル等を 活用し た更なる活動機会の創出など、若者への協働意識の啓発の強

　 　 化を 進めます。

【 主管課】

地域防災課

町 民 参 画・ 協 働 が 進 ん で い る と 町 民 が 実 感 し て い る 割 合

現 状 値（ 令 和５ 年 度 ） 目 標 値（ 令 和 1 0 年 度 ）

1 3 . 2 ％ 2 5 ％

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

目 標  ：  協 働 に よ る ま ち づ く り が 推 進 さ れ た 状 態

目標達成度を 計る指標

■ 計画（ 詳細施策）
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★
② 公民連携の推進

◆　 公共的課題を 解決し 、持続可能で良質な町民サービ スを 提供するため、「 包括連

　 　 携」 、「 ＰＦＩ 」 、「 民間提案制度」 、「 共同研究」 、「 実証実験」 、「 有償ボランティ ア」

　 　 など 従来の発想に捉われない、公民連携によるまちづく り を推進し ます。

◆　 公民連携による地方創生の推進を 図るため、地方創生応援税制（ 企業版ふるさ と

　 　 納税） を推進し ます。

【 主管課】

企画政策課

目標 ：  民 間 企 業 等と の 連 携に よ り 、 町民 生 活に 必 要な 公 共サー ビ ス が 効 率 的かつ 持 続 的

　 　 　 に 提 供さ れて い る 状 態

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★
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■ 現況

◆　 近年、ＡＩ 、５ Ｇ 、ク ラ ウド 等の技術革新は、人々の経済活動や働き 方、ラ イ フ スタ イル・ 健康・ 医療  

　 　 などのさ まざ まな分野にまで大きな影響を与えています。

◆　 政府は、デジタ ル・ ガバメ ント 実行計画（ 令和２ 年12 月2 5 日閣議決定） を 策定し 、デジタ ル社会の将

　 　 来ビジョ ンに「 デジタ ルの活用により 、一人ひと り のニーズに合ったサービ スを 選ぶこ と ができ、多様

　 　 な幸せが実現できる 社会」 を掲げ、「 誰一人取り 残さ ない、人に優し いデジタ ル化」 を 進めること とし

　 　 ています。

◆　 政府は、デジタ ル社会の形成に関する 行政事務の迅速かつ重点的な遂行を 図るこ と を 任務と する

　   「 デジタ ル庁」 を 令和３ 年９ 月に設置し まし た。

◆　 総務省は、自治体デジタ ル・ ト ランスフォ ーメ ーショ ン（ ＤＸ ） 推進計画を 令和２ 年12 月2 5 日に策定

　 　 し 、デジタ ル社会の構築に向けた取組を 全自治体において着実に推進していく こと としています。

◆　 本町では、令和２ 年５ 月の新庁舎で の業務開始を 契機に、柔軟かつ最適化さ れたネット ワーク 環境

　 　 を 構築しており 、こ のネット ワーク 環境を 基盤に、デジタ ル技術の活用による町民サービ スの利便性

　 　 向上や職員の生産性向上に積極的に取り 組んでいます。

■ 課題

◆　 我が国の生産年齢人口は、約7,4 0 0 万人（ 2 0 2 2 年） から 2 0 5 0 年の推計では約5 ,5 0 0 万人へと 約

　 　 1,9 0 0万人の減少が見込まれており 、公共サービ スの提供が困難になるこ と が予想さ れること から 、

　 　 デジタルを 最大限に活用して公共サービ スを 維持していく 必要があり ます。

◆　 新型コ ロナウイルス感染症拡大への対応において、行政において一貫し たデジタ ル完結ができないこ

　 　 と 、組織間で横断的にデータ が十分に活用できないこ と などの課題が明ら かになり 、こう し たデジタ

　 　 ル化の遅れに対して迅速に対処すると と も に、「 新たな日常」 の原動力として、デジタ ル化に合わせて

　 　 制度や組織の在り 方等を 変革していく ＤＸ が求めら れています。

■ 方針

１ 　 デジタ ル技術を 活用し 、町民サービ スの利便性向上と 業務の効率化をより 一層推進し ます。

スマート シ ティ・ D X
施策 ★-2
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★

① 自治体ＤＸ の推進

◆　 行政手続のオンラ イン化を 進めると と も に、「 書かないワンスト ッ プ 窓口」 など、町

　 　 民と の接点（ フロント ヤード ） の改革を 進めます。

◆　 多様化・ 複雑化する行政ニーズに対応し たきめ細かな相談支援を行う こと 、町民及

　 　 び職員の負担軽減を 図るこ と 、関係機関間で 迅速に情報共有・ 活用を 図るこ と 等

　 　 のため、デジタ ル技術の活用及びデータ の利活用を推進し ます。

◆　 町民に信頼さ れる行政サービ スの運営に向けて、情報セキュリ ティ の対策を 徹底し

　 　 ます。

◆　 業務効率化を 図るため、ＡＩ などの最新のデジタル技術の活用や文書管理システム

　 　 などの新たな業務システムの整備を推進し ます。

◆　 職員一人ひとり のラ イフ ステージに合った柔軟な働き 方を 実現するため、テレワー

　 　 クの活用を推進し ます。

◆　 自治体情報システムの標準化・ 共通化に対応するため、標準準拠システムへの移行

　 　 を 円滑に進めます。

◆　 既存の業務プ ロセスの工程や処理時間を 見える 化し 、ＡＩ やＲＰＡ 等のＩ Ｃ Ｔ の活

　 　 用による自動化のほか、不要なプロセス・ 書類の省略などにより 業務の効率化につ

　 　 なげるため、ＢＰ Ｒ の手法を 用いた業務分析の取組を 進めます。

◆　 公金収納におけるｅ ＬＴＡ Ｘ の活用を積極的に進めるなど、税務ＤＸ を推進します。

◆　 デジタル社会の基盤と なるマイナンバーカ ード の普及促進・ 利用促進を図り ます。

◆　 ガバメ ント ク ラ ウド の利活用、新たな町民サービ スの提供、高度化・ 巧妙化してい

　 　 るサイバー攻撃への対応を可能と するため、最新のセキュリ ティ 関連技術を踏まえ、

　 　 全体最適かつ効率的なネット ワーク 環境を構築し ます。

◆　 誰一人取り 残さ れないデジタ ル社会を 実現するため、高齢者等のデジタ ル活用の

　 　 不安解消に向けた取組を 進めます。

◆　 町民の利便性向上を図ると と も に、民間事業者のサービ ス創出を 促進するため、本

　 　 町の保有するデータ のオープンデータ 化を 進めます。

◆　 国による法令等の点検・ 見直し の動きを 踏まえ、条例等に基づく 本町独自のアナロ

　 　 グ規制について、国で定める「 構造改革のためのデジタル原則」 への適合性の点検、

　 　 規制の見直し に取り 組みます。

目標 ：  デ ジ タ ル 技 術 の 活 用 に よ り 人 的 資 源 の 重 点 化 が 図 ら れ た 状 態

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

■ 計画（ 詳細施策）

【 主管課】

総務課 / 税務窓口課
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開成町庁舎（ 外観）

開成町庁舎（ 窓口）
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■ 現況

◆　 多様なメ ディ アや対話の場を 活用し 、町から の情報発信と 町民から の情報収集に努め、町民と 行政の

　 　 情報共有を 図っています。

◆　 都会でも 田舎でも ない居心地のよさ を 表現し た「 田舎モダン」 をコ ンセプト に、町の魅力の発信・ 浸透

　 　 に努めています。

■ 課題

◆　 質の高い情報を 確実に町民へ届けると と も に、まちづく り への参画を 促進し 、町政への満足度を把握す

　 　 るための広聴活動を 進める必要があり ます。

◆　 町から の魅力の発信がファンを 生み、そのファンがまた魅力を 発信すると いう 好循環を 生み出すと と も

　 　 に、定住人口・ 交流人口の拡大に直接結び付けるための効果的な訴求が必要と なっています。

■ 方針

１ 　 町と 町民と の双方向のコ ミ ュ ニケーショ ン を 充実さ せながら 、協働で 作り 上げる「 プラ ット フォ ーム型

　 　 広報」 に発展さ せます。

２ 　 移住・ 定住や関係人口創出などの目的ごと にタ ーゲット を 明確にし た、有効性が高いシティ プロモーショ

　 　 ンを推進し ます。

広報広聴・ シティ プ ロ モ ーショ ン
施策 ★-3

シティ プロモーショ ン動画制作活動
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◆　 広報メ ディ アごと の特性を 生かし 、行動変容・ 意識変容につながる 情報を 発信し

　 　 ます。

◆　 町と 町民がコ ミ ュ ニケーショ ンを 図るためのメ ディ アや機会の充実により 、自発的

　 　 に町政への意見・ 提案を寄せら れる環境を 整えます。

【 主管課】

企画政策課

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

目 標  ：  町 民 一人 ひ と り に 町 政 情 報 が 届 き 、 ま ち づ く り に 関 心 を 持 っ て い る 状 態

① 広報・ 広聴活動の充実

■ 計画（ 詳細施策）

◆　 消費者の意識や行動特性に関するデータ を 分析し 、本町の魅力や価値に共感する

　 　 タ ーゲッ ト 層に届く シ ティ プ ロ モ ーショ ン を 推進し ま す。

◆　 全政策分野の取組において、常に町民の満足度やシビッ ク プ ラ イド の向上、

　 　 町外への訴求を 意識し たサービ ス提供を 徹底し ます。

【 主管課】

企画政策課

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

目 標  ：  開 成 町 に 住 み た い 、 住 み 続 け た い 、 訪 れ た い 、 戻 っ て き た い と 思 う 人 が

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  増 え 続 け て い る 状 態

② シティ プロモーショ ンの推進
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■ 現況

◆　 急速な高齢化の進行・ 生産年齢人口の減少を はじ め、個人のラ イフ プラン・ 価値観の多様化、大規模

　 　 災害・ 感染症などの新たなリ スク の顕在化、デジタ ル社会の進展等により 地方公共団体を 取り 巻く 状

　 　 況が大きく 変化しています。

◆　 本町では、限ら れた人的資源を 有効活用し 、効率的かつ効果的に行政サービ スを 提供し ていく ため、

　 　 組織機構の最適化や人材育成・ 確保に取り 組んでいます。

◆　 今後、若年労働力の絶対量が不足し 、経営資源が大きく 制約さ れるこ と が想定さ れる中、複雑化・ 高度

　 　 化する行政課題に対応する上で、人材育成・ 確保の重要性は従前にも 増して高まっています。

■ 課題

◆　 行政を 取り 巻く 環境は不確実性を 増し つつ目まぐるし く 変化しており 、複雑化・ 高度化する 行政課題に

　 　 対応するためには、解決すべき 行政課題を 的確に特定し 、政策立案や組織運営のあり 方を 未来志向で

　 　 変革していく こと が求めら れます。

◆　 ＤＸ への対応や大規模災害・ 感染症、公共インフ ラ の老朽化、こ ど も 施策の充実など、喫緊の課題に対

　 　 応する中で、深刻な専門人材の不足に直面しています。

◆　 大きく 変化していく 行政課題に対応するため、人材育成や外部人材の活用を 進めると と も に、職員一人ひ

　 　 とり がやり がい・ 成長実感を得ら れ、多様な働き方を受け入れる職場環境づく り が求めら れています。

■ 方針

１ 　 限ら れた人的資源を 有効活用し 、町民の信頼と 期待に最大限応えるこ と のできる効率的・ 効果的な組

　 　 織づく り に努めます。

２ 　 行政課題に的確に対応し 、効率的・ 効果的に行政サービ スを提供していく ため、業務量に見合った人員

　 　 を 計画的に確保し 、町政運営の基盤の強化を 図り ます。

３ 　 多様化する町民ニーズに的確に対応し 、既成概念に捉われない新たな視点を 持ちながら 行政課題に積

　 　 極的に取り 組む職員の育成に努めます。

組織・ 人材
施策 ★-４
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◆　 複雑化・ 高度化する 行政課題や多様化する町民ニーズに、迅速かつ的確に対応で     

　 　 きる機能的な組織体制を構築するため、随時、組織・ 機構の見直し に取り 組みます。

◆　 質の高い行政サービ スを 安定的に提供するため、全ての職員がその能力を 最大限

　 　 に発揮し 、限ら れた時間で 効率良く 高い成果を 上げるこ と ができる職場環境を 整

　 　 備し ます。

【 主管課】

企画政策課 、 総務課

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

目 標  ：  行 政 課 題 や 町 民 ニ ー ズ に 対 応 す る こ と が で き る 機 能 的 な 組 織 体 制 が

        構 築 さ れ た 状 態

① 行政課題に対応できる組織づく り

■ 計画（ 詳細施策）

② 人材の確保

主な取組

◆　 業務量に見合った人員を 確保すると と も に、組織の新陳代謝を 確保し 、組織の年

　 　 齢構成のバランスを 整えるため、職員採用を 計画的に実施し ます。

◆　 ＤＸ の取組を 円滑に推進するため、ＤＸ の取組のマネジメ ント を 担う「 高度専門人

　 　 材」 、全庁的なＤＸ の取組の牽引役である「 Ｉ Ｃ Ｔ 職」 について、採用や外部人材の

　 　 活用による確保に努めます。

◆　 町民ニーズの多様化や高齢化の進行により 重要性が増す専門性の高い相談業務に

　 　 対して、十分な機能が発揮できるよう 福祉職等の専門職の確保に努めます。

◆　 都市計画事業を推進すると と も に、公共インフ ラ の老朽化対策を 着実に進めるこ

　 　 と ができるよう 技術職の確保に努めます。

◆　 経験者採用の実施や職員交流などにより 、多様な経験や知識・ 技能、専門性を 持

　 　 った人材の確保に努めます。

【 主管課】

総務課

<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

目 標  ：  行 政 サ ー ビ ス を 提 供 す る た め に 必 要 と な る 職 員 数 が 確 保 さ れ た 状 態
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★
③ 人材の育成

◆　 職員の能力・ 資質の向上を 図るため、適切なテーマ設定を 行う など 効果の高い職

　 　 員研修の実施に努めます。

◆　 ＤＸ の取組を 円滑に推進するため、所属部署のＤＸ の取組の推進役である「 ＤＸ 推

　 　 進リ ーダー」 やデジタ ルツールを 活用し て業務を 行う「 一般職員」 のデジタ ルリ テ

　 　 ラ シーの向上のための職員研修の充実を図り ます。

◆　 職員自身が意欲を 持ち、主体的・ 計画的に、成長に向けた能力開発に取り 組む機

　 　 運を醸成するため、オンライン 動画学習サービスの活用、職員の資格取得の奨励、

　 　 自主研究グループへの補助などの取組を推進し ます。

◆　 職員の能力・ 資質の向上と と も に組織の活性化を 図るため、適正に人事評価制度

　 　 を 運用し ます。

【 主管課】

総務課

目標 ：  め ざ す べ き 職 員 像 で あ る「 共 に 考 え 、 自 ら 挑 戦 し 、 未 来 を 創 造 す る こ と の

 　 　  で き る 職 員 」 の 育 成 に つ な が る 人 材 育 成 の 土 壌 が 整 っ た 状 態

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★
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■ 現況

◆　 人口増加に伴い町税等の一般財源総額は増加傾向にあり ますが、一方で、高齢化の進行やこ ども 施

　 　 策の充実により 扶助費も 増加傾向にあり ます。

◆　 駅前通り 線周辺地区土地区画整理事業や公共施設の整備・ 改修などの大規模事業の実施にあたって

　 　 は、地方債（ 町債） を財源として活用しており 、町債残高は増加傾向にあり ます。

◆　 本町は普通地方交付税の交付団体であり 、今後も 引き 続き、交付団体と なる見込みと なっているこ

　 　 と から 、地方交付税措置のある 有利な地方債を 積極的に活用しています。

◆　 公共施設の老朽化が進んでおり 、公共施設の維持管理費用が増加しています。

■ 課題

◆　 本町の税収構造は、特定企業の業績変動が税収に与える影響が非常に大きいも のと なっています。

◆　 義務的経費（ 扶助費、人件費、公債費） の増加が進むこ と で、財政構造の弾力性が乏し く なり 、本町

　 　 独自の取組のための財源の確保が難し く なること が危惧さ れます。

◆　 公共施設の維持管理費用の平準化と 施設の長寿命化のため、計画的な施設改修や修繕（ 予防保全）

　 　 が必要と さ れています。

■ 方針

１ 　 財政の健全性の維持と 将来への必要な投資の両立を 図り ながら 、持続可能な財政運営を 行います。

２ 　 町民ニーズの変化に対応し ながら 、公共施設の役割を 将来にわたって持続的に発揮できるよう 、公

　 　 共施設の保有・ 維持管理・ 利活用の最適化を 図り ます。

財政運営
施策 ★-5
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◆　 町民ニーズに柔軟に対応できる財政運営を行えるよう 、効果的・ 効率的に事業を実

　 　 施すると と も に、事業の選択と 集中を 図り 、弾力性のある財政構造の維持に努め

　 　 ます。

◆　 経済状況の変化による収入の減少、災害の発生に伴う 支出の増加などに対応し 、継

　 　 続して安定的な財政運営ができるよう 、財政調整基金（ 年度間の財源の不均衡を

　 　 調整するための基金） の確保に努めます。

◆　 将来世代への過度な財政負担を抑制し つつ、将来への必要な投資や公共施設の老

　 　 朽化対策を行う ため、適正な町債管理に努めます。

◆　 町民ニーズや社会情勢の変化に対応し た本町独自の取組の財源と するため、ふる

　 　 さと 納税を 積極的に推進し ます。

◆　 歳入の根幹と なる町税を 適切に確保するため、町税の適正な賦課と 収納率の向上

　 　 を 図り ます。

◆　 安定し た財政運営を実現するため、基金の運用（ 債券の購入等） による運用益など

　 　 の新たな自主財源の確保に努めます。

◆　 行政サービ スを 利用する 人と 利用し な い人と の負担の公平性を 確保し 、行政

　 　 サービ スの持続可能性を高めるため、受益者負担の適正化に努めます。

【 主管課】

財務課 / 税務窓口課

目標 ：  健 全 な 財 政 状 況 が 維 持 さ れ た 状 態

主な取組
<  優先度 >

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

★★★

① 持続可能な財政運営

■計画（ 詳細施策）
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◆　 開成町公共施設等総合管理計画・ 個別施設計画に沿って、公共施設の複合化や統

　 　 廃合を検討し ます。

◆　 公共施設の維持管理費用の平準化と 施設の長寿命化のため、計画的な施設改修

　 　 や修繕（ 予防保全） を 適切に行います。

◆　 公共施設の機能や配置を検討するため、利用状況調査を実施し ます。

◆　 公共施設の効率的かつ効果的な施設運営を図るため、指定管理者制度の導入によ

　 　 るサービ スの向上と コ スト の削減に努めます。

【 関連する個別計画】

開成町公共施設等総合管理計画 / 開成町公共施設等個別施設計画

【 主管課】

財務課

目標 ：  公 共 施 設 の 機 能 や 配 置 が 最 適 化 さ れ た 状 態

主な取組
<  優先度 >

★★★

　

★★★

★★★

★★★

② ファシリ ティ マネジメ ント の推進
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行政課題の複雑化・ 高度化が進んでいること から 、基礎自治体が直面するさ まざ まな課題を 解決し 、さ

ら なる 町民サービ スの向上を 図るため、市町村の枠組みを 越えた広域連携の充実を 図る 必要があり

ます。

広域連携
施策 ★-６

広
域
連
携

★ - 

6

★

■ 現況

◆　 町民の生活圏域は、交通インフ ラ や情報ネット ワーク の整備、ラ イフ スタ イルの変化などによって、町

　 　 域を 越えて広がっています。

◆　 本町では、ご み処理、し 尿処理、消防などのさ まざ まな分野において近隣市町と 共同処理を 行う と と

　 　 も に、防災や観光をテーマにし た広域連携、都市間交流を 進めています。

◆　 県西地域においては、２ 市８ 町で構成する 神奈川県西部広域行政協議会における取組などを 通じ て、

　 　 広域的な行政課題の解決に取り 組んできまし た。

◆　 国では、複数の市町村で構成する「 圏域」 を 新たな行政主体として法制化し 、圏域内の市町村が連携し

　 　 て行政サービ スを担う 態勢を 整備する議論が始まっています。

■ 課題

◆

　 　

　 　

◆　 人口減少が進む中で職員の確保が難し く なるなど 自治体の経営資源の制約が厳し く なると と も に、引

　 　 き 続き、社会保障関係費や公共施設の修繕費の増大が進むこ と が予測さ れるこ と から 、事務効率の向

　 　 上や経費節減の観点から 、より 一層、広域連携を 進める必要があり ます。

◆　 廃棄物焼却施設やし 尿処理施設の老朽化などが進んでおり 、従来から 共同処理を 行ってきた分野につ

　 　 いても 、さ ら なる広域化を検討する必要があり ます。

◆　 酒匂川の治水、富士山噴火への対策などの充実を 図るため、神奈川県や近隣市町と の連携を 強化する

　 　 と と も に、県域を 越えた広域連携を推進する必要があり ます。

◆　 さ まざ まな歴史や文化を持つ他地域の自治体と の交流は、災害時の相互応援体制の整備などのほか、

　 　 本町だけでは得ること のできない取組や体験、情報を 得る機会をも たらし 、町民の豊かな心を育む役割

　 　 を果たしていること から 、さ ら なる交流を推進する必要があり ます。

■ 方針

１ 　 関係市町村と の広域的な連携により 、町民サービ スの向上や行政運営の効率化・ 高度化を 図り ます。
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◆　 複雑化・ 高度化する広域的な行政課題の解決策に向けて、足柄上郡５ 町、足柄上地

　 　 区１ 市５ 町、県西地域２ 市８ 町などの広域組織を構成する市町と 共同して調査・ 研究

　 　 を進めます。

◆　 神奈川県や県内市町村と 連携し 、行政サービ スの持続可能な提供体制の構築に向

　 　 けた調査・ 研究を 進めます。

◆　 災害時の相互応援体制の強化やこども の体験学習の充実などを 図るため、都市間

　 　 交流を推進し ます。

【 主管課】

企画政策課

目標 ：  広 域 連 携 に よ り 、 町 民 サ ー ビ ス が 向 上 し た 状 態

主な取組
<  優先度 >

★★★

　

★★★

★★★

① 広域連携の推進

■計画（ 詳細施策）
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３ 　 開成町の財政状況
　 　 本町の財政状況は、人口増に伴い規

　 が続いています。

　 　 本計画期間中の財政の見通し につい

　 ては義務的経費である人件費、扶助費及

　 　 町税収入は、人口増の傾向に合わせ緩

　 化の進行等により 増加が続く 見込みであ

　 して存続していく ためには、客観的なデ

　 あり ます。

(１ )  歳入の見通し

　 　 町税は、計画期間中で大幅な増減はない

図 ：  歳入の見通し

＜推計条件＞

・ 令和６ 年度（ 2 0 24 年度） 当初予算額をベース

・ 平成25 年度（ 2013 年度） 及び令和５ 年度（ 20

・ 人口については、本計画に掲げる将来目標人

・ 景気動向については、「 中長期経済財政に関す

総合戦略

1 5 6

第３ 期開成町まち・ ひと・ し ごと 創生総合戦略
（ 第六次開成町総合計画前期基本計画リ ーディ ングプロジェクト ）

第３ 期開成町まち・ ひと・ し ごと 創生総合戦略の概要

　（ １ ）位置づけ

　 　 　 開成町まち・ ひと・ し ごと 創生総合戦略は、まち・ ひと・ し ごと 創生法第10 条第１ 項に基づく「 市町村

　 　 まち・ ひと・ し ごと 創生総合戦略」 です。

　（ ２ ）計画期間

　 　 　 開成町まち・ ひと・ し ごと 創生総合戦略の計画期間は、令和７ 年度から 令和10 年度までの４ 年間とし

　 　 ます。

　（ ３ ）総合計画と の関係

　 　 　 開成町まち・ ひと・ し ごと 創生総合戦略は、町の最上位計画である 総合計画から 、「 まち・ ひと・ し ご

　 　 と 創生の推進」 と いう 観点で設定し た基本目標ごと に具体的な 取組（ 詳細施策） を 抽出し 、分野横断

　 　 で政策の進行管理をするための計画として策定し ます。

　（ ４ ）目標値の設定と 効果検証

　 　 　 開成町まち・ ひと・ し ごと 創生総合戦略においては、基本目標ごと に数値目標を、具体的な施策ごと に重

　 　 要業績評価指標（ KPI） を設定し 、定期的な効果検証によって「 PDCAサイクル」を構築すること により、その

　 　 実効性を担保します。

１

基本的な考え方２
　（ １ ）人口に関する課題

　 　 　 開成町まち・ ひと・ し ごと 創生人口ビジョ ンにおける分析結果では、2 0 4 5 年の2 0 ,5 5 3 人をピークと

　 　 して人口減少に転じ るこ と が見込まれています。また、今後も 老年人口の割合が増加し 、急速に高齢化

　 　 が進展すると 推測さ れます。

　（ ２ ）基本姿勢

　 　 　 持続可能な 行政運営を 実現するためには、本町のこ れまでの取組を 切れ目なく 継承するこ と で人口

　 　 の社会増の拡大を 図り つつ、さ ら なるデジタ ル技術の活用、施策間・ 地域間連携によって安心してこ ど

　 　 も を 生み育てら れる環境づく り 、健康寿命の延伸を 図ること が必要です。
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費等の義務的経費支出の増加

である町税収入、歳出にあっ

件の基に試算し ます。

で義務的経費についても 高齢

し 、持続可能な基礎自治体と

直し 及び重点化を図る必要が

みです。

（ 資料）財務課（ 以下同） 

踏まえて推計し ます。

年度） は当初予算額を示します。

去投影ケースに基づきます。
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　（ ３ ）町のビジョ ン

　 　 　 豊かな自然と 文化・ 産業に恵まれた神奈川県西部地域の中でも 、本町は生活の利便性や都心へのアク

  　 セス性が高いこと が強みです。周辺地域が有する資源の恩恵を最大限に生かしつつ、本町のさらなる魅力向

　 　 上と 良好な居住・ 生活環境の提供によって、人と 経済の流れを 生み出す「 県西地域の拠点」 と なるこ と を

　 　 目指し ます。

　（ ４ ）基本目標

　 　 　 「 地方に仕事をつく る」「 人の流れをつく る」「 結婚・ 出産・ 子育ての希望をかなえる」「 魅力的な 地域

　 　 をつく る」 と いう 地方創生に必要な取組を戦略的に推進するため、次の３ つの基本目標を設定すると と も

　 　 に、関連する具体的施策を 位置づけます。

　 　 　 【 基本目標１】 人が集まる“まち”

　 　 　 【 基本目標２ 】 こ ども と 子育てを応援する“まち”

　 　 　 【 基本目標３ 】 安心して、いきいきと 暮らせる“まち”



総合戦略

1 5 8

基本目標１ 　 人が集まる“まち ”

【 政策の基本的方向】

近年の本町における人口移動の分析から は、子育て世代の定住が進んだも のの、就学・ 就職を 契機とし た若

者の人口流出の傾向が続いていること が見て取れます。また、新市街地整備に伴う 人口流入が一段落し 、転

入超過を 基調とし た人口増加が鈍化傾向にあり ます。

コ ロナ禍を 機に変化し た行動や考え 方を 踏まえたう えで、子育て世代の定住を 中心と し た人口の社会増を

維持し 、若者にと っても 希望が持てる地域にするために、良好な居住環境の提供と 地域の特色を 生かし た

産業の創出による町の魅力・ 価値向上に取り 組みます。

【 数値目標】

指標： 人口の社会増減

指標： 開成町に住み続けたいと 思う 町民の割合

【 主な具体的施策】

１（ ６ －１－２ ）  

２（ ６ －４ －１）  

３（ ６ －６ －３ ）  

４（ ７－１－２ ）  

５（ ７－２ －２ ）  

６（ ７－３ －１）  

７（ ７－４ －１）  

※（ 　 ） 内は総合計画基本計画の政策・ 施策・ 詳細施策番号

基準値 目標値

4 0 0 人835人
（ 2 0 2 5 年～2 02 8 年累計）（ 2 0 2 0 年～2 0 2 3 年累計）

基準値 目標値

8 6 .6 %
（ 2 0 2 3 年度）

9 0 %

市街地整備の推進

公園・ 緑地の整備

移住・ 定住の促進

中小企業・ 小規模事業者の支援

農業経営の活性化

地域資源を 活かし た観光の推進

働く 場の創出
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基本目標２ 　 こども と 子育てを 応援する“まち ”

【 政策の基本的方向】

若い世代の出産や子育ての希望を 実現するためには、こ ど も を 安心し て生み育てら れる環境づく り が不可

欠です。

妊娠から 育児までの切れ目のない支援と 、地域の活力を 生かし て子育てを 応援できる体制づく り に努めま

す。また、子ども たちが安心して過ごせる居場所を 確保すると と も に、「 変化の時代」 を 生き 抜く 力を 養い、

町へのエンゲージメ ント を高めるこ と ができる、魅力的な教育を推進し ます。

【 数値目標】

指標： 合計特殊出生率

指標： 地域における子育ての環境や支援への満足度（ ５ 段階評価における４ 及び５ の割合）

【 主な具体的施策】

１（ １‐ １‐ １）  

２（ １‐ １‐ ２ ）  

３（ １‐ １‐ ３ ）  

４（ １‐ ３‐ １）  

５（ ２‐ １‐ １）  

※（ 　 ） 内は総合計画基本計画の政策・ 施策・ 詳細施策番号

基準値 目標値

1.6 4
（ 2 0 21年）

基準値 目標値

3 6 .8 %
（ 2 0 2 3 年度）

1.81

4 5 %

母子保健の充実

子育て支援の充実

保育環境の充実

青少年の健全育成の推進

教育活動の推進
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基本目標３ 　 安心し て、いき いきと 暮ら せる“まち ”

【 政策の基本的方向】

将来に渡って町の活力を 維持していく ためには、年齢や立場に関わらず、誰も が健康でいき いきと 暮らせる

持続可能な環境づく り が必要です。

町民の身体的・ 精神的・ 社会的な健康を 増進するため、町が培ってきた地域のつながり を 基礎として、誰も が

心豊かに、快適に、安心して、生きがいに満ちた生活を 送れる地域社会の実現に向けた取組を 進めます。

【 数値目標】

指標： 開成町は住みやすい町だと 思う 町民の割合

【 主な具体的施策】

１（ ２ －１－１）  

２（ ２ －２ －１）  

３（ ２ －３ －２ ）  

４（ ３ －１－１）  

５（ ３ －２ －１）  

６（ ３ －３ －１）  

７（ ４ －１－１）  

８（ ４ －２ －１ ）  

９（ ５ －１－１）  

10（ ６ －７－１）  

※（ 　 ） 内は総合計画基本計画の政策・ 施策・ 詳細施策番号

基準値 目標値

93 %9 0 .7 %
（ 2 0 2 3 年度）

健康づく り の推進

地域福祉活動の支援

介護予防・ 自立ケアの推進

多様な学習機会の提供

スポーツ活動の推進

文化・ 芸術の振興

地域コ ミ ュ ニティ 活動の支援

地域防災力の強化

ゼロカ ーボンシティ の実現

公共交通の充実
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３ 　 開成町の財政状況
　 　 本町の財政状況は、人口増に伴い規

　 が続いています。

　 　 本計画期間中の財政の見通し につい

　 ては義務的経費である人件費、扶助費及

　 　 町税収入は、人口増の傾向に合わせ緩

　 化の進行等により 増加が続く 見込みであ

　 して存続していく ためには、客観的なデ

　 あり ます。

(１ )  歳入の見通し

　 　 町税は、計画期間中で大幅な増減はない

図 ：  歳入の見通し

＜推計条件＞

・ 令和６ 年度（ 2 0 24 年度） 当初予算額をベース

・ 平成25 年度（ 2013 年度） 及び令和５ 年度（ 20

・ 人口については、本計画に掲げる将来目標人

・ 景気動向については、「 中長期経済財政に関す
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第六次開成町総合計画基本構想・ 前期基本計画の策定経過

・  第１ 回総合計画審議会

・  第１ 回総合計画策定幹事会

・  第１ 回総合計画策定委員会

・  第２ 回総合計画審議会

・  第２ 回総合計画策定幹事会

・  第３ 回総合計画審議会

・  第１ 回まちづく り 町民ワークショッ プ

・  第３ 回総合計画策定幹事会

・  第２ 回まちづく り 町民ワークショッ プ

・  まちづく り 町民集会（ ２ /１ 、２ /３ ）

・  第４ 回総合計画策定幹事会

・  第３ 回まちづく り 町民ワークショッ プ

・  団体ヒ アリング（ ２ /2 9～３ /５ ）

・  第４ 回総合計画審議会

・  第２ 回総合計画策定委員会

・  第５ 回総合計画策定幹事会

・  計画策定に係る政策調整（ 経営会議）

・  第５ 回総合計画審議会

・  基本計画策定研修（ 職員向け）

・  計画策定に係る政策調整（ 経営会議）

・  基本計画に係る各課個別ヒ アリング

・  計画策定に係る政策調整（ 経営会議）

2 5 日

1 3 日

１ 日

２８ 日

2 8 日

1 2 日

1 8 日

1 1 日

1 8 日

１ 日

８ 日

1 5 日

2 9 日

２ 日

３ 日

1 4 日

1 6 日

2 8 日

1 2 日

1 3 日

1 0 日

1 1 日

1 7 日 ・  町民意識調査（ ５ /1 7～５ /3 1 ）

令和６ 年

令和５ 年

1

５ 月

７ 月

８ 月

８ 月

1 1 月

1 2 月

1 2 月

１ 月

１ 月

２ 月

２ 月

２ 月

２ 月

４ 月

４ 月

５ 月

５ 月

５ 月

６ 月

６ 月

７ 月

７ 月

5 月
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費等の義務的経費支出の増加

である町税収入、歳出にあっ

件の基に試算し ます。

で義務的経費についても 高齢

し 、持続可能な基礎自治体と

直し 及び重点化を図る必要が

みです。

（ 資料）財務課（ 以下同） 

踏まえて推計し ます。

年度） は当初予算額を示します。

去投影ケースに基づきます。
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１ 日 ・ 第３ 回総合計画策定委員会

2 7 日 ・ 第７ 回総合計画審議会（ 書面会議）

2 9 日 ・ 若者アンケート（ 小・ 中・ 高生向け）（ ８ /2 9～９ /2 8 ）

1 3 日 ・ 計画素案の決定

1 7 日 ・ 計画素案に対する意見募集（ パブリック・ コメ ント ）（ ９ /1 7～1 0 /1 6 ）

１ 日 ・ 第８ 回総合計画審議会

２ 日 ・ 第４ 回総合計画策定委員会

1 5 日 ・ 実施計画に係る各課個別ヒ アリング（ 1 0 /1 5～1 0 /2 4 ）

2 3 日 ・ まちづく り 町民集会（ 町内1 4 会場）（ 1 0 /2 3～1 1 /2 4 ）

７ 日 ・ 第六次開成町総合計画基本構想及び前期基本計画案（ 原案）の決定

８ 日
・ 総合計画審議会へ第六次開成町総合計画基本構想及び前期基本計画案   
  （ 原案）を諮問

８ 日 ・ 第９ 回総合計画審議会

1 3 日 ・ 第1 0 回総合計画審議会

1 9 日
・ 総合計画審議会から 第六次開成町総合計画基本構想及び前期基本計画  
  案（ 原案）の答申

2 7 日 ・ 第六次開成町総合計画基本構想及び前期基本計画案の決定

1 3 日 ・ 計画策定に係る政策調整（ 経営会議）

1７ 日
・ 町議会１ 月随時会議において、六次開成町総合計画基本構想及び前期  
  基本計画を議決

2 5 日 ・ 第６ 回総合計画審議会

令和７ 年

８ 月

８ 月

８ 月

９ 月

９ 月

1 0 月

1 0 月

1 0 月

1 0 月

1 1 月

1 1 月

1 1 月

1 2 月

1 2 月

1 2 月

９ 月

１ 月

７ 月
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（制定）　

昭和47年2月19日条例第3号　

（改正）　

平成11年3月11日条例第11号　

平成15年3月19日条例第2号　

平成22年12月10日条例第23号　

令和元年12月６日条例第17号　

令和３年12月13日条例第23号　

　（目的）

第１条　この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項及び第202条の３第１項の規定に基づ

き、開成町総合計画審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

　（設置）

第２条　町長の諮問に応じて総合計画の策定、その他その実施に関し必要な調査及び審議を行うため開成町総合

計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。

　（組織）

第３条　審議会は、委員13人で組織する。

２　委員は、次の各号に掲げる者について町長が委嘱する。

　(１)　町教育委員会の委員　１人

　(２)　町農業委員会の委員　１人

　(３)　町の区域内の公共的団体の役員及び職員　８人

　(４)　学識経験を有する者　３人

　（委員の任期）

第４条　委員の任期は２年とする。ただし、再任することができる。

２　補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

　（会長）

第５条　審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

２　会長は、会議を総理し、審議会を代表する。

３　会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

　（会議）

第６条　審議会の会議は、会長が招集する。

２　審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

３　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

　（庶務）

第７条　審議会の庶務は、企画政策課において処理する。

　（委任）

第８条　この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

　　　附　則

１　この条例は、公布の日から施行する。

２　この条例に基づき招集される最初の審議会の会議については、第６条の規定にかかわらず、町長がこれを招集

する。

　　≪以下改正附則省略≫

開成町総合計画審議会条例

2
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鳥　 海　 　 　 均 町農業委員会の委員

平　 元　 照　 代 あじ さ いちゃんく ら ぶ

上　 野　 由　 美 町教育委員会の委員

芳　 山　 　 　 忠 自治会長連絡協議会

遠　 藤　 敦　 子 開成町婦人会

山　 田　 貴　 弘 開成町商工振興会

瀬　 戸　 ちづか 開成町社会教育委員会

森　 　 　 美　 佐 開成町食生活改善推進協議会

菊　 川　 敬　 人 開成町社会福祉協議会

小　 宮　 　 　 勉 開成町消防団

高　 木　 俊　 之 学識経験者/東海大学准教授

髙　 橋　 美　 紀 公募による町民

宮　 上　 　 　 透 公募による町民

井　 上　 真由美 町教育委員会の委員

氏　 　 　 　 名 選出区分 備　 　 考

令和６ 年６ 月まで

令和６ 年７ 月から

役　 職

会　 　 長

職務代理

委　 　 員

（ 敬称略・ 順不同）

開成町総合計画審議会委員名簿

3
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開企発第54号

令和６年11月８日

開成町総合計画審議会

　 会長　鳥海　均　様　

開成町長　山　神　　裕

第六次開成町総合計画基本構想・基本計画案（原案）について（諮問）

　第六次開成町総合計画を策定したいので、基本構想・基本計画案（原案）について、開成町

総合計画審議会条例第２条の規定に基づき、貴審議会に諮問いたします。

　添付書類　第六次開成町総合計画基本構想・基本計画案（原案）

第六次開成町総合計画基本構想及び前期基本計画案（ 原案）について（ 諮問）

4



用
語
集

付
属
資
料

総
合
戦
略

基
本
計
画

基
本
構
想

序
論

1 6 7

第六次開成町総合計画基本構想及び前期基本計画案（ 原案）について（ 答申）

令和６年12月19日

　

開成町長　山　神　　裕　様　

開成町総合計画審議会 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　鳥　海　　均  

第六次開成町総合計画基本構想及び前期基本計画案（原案）について（答申）

　令和６年11月８日付け開企発第54号で諮問のあった第六次開成町総合計画基本構想及び前期

基本計画案（原案）について、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおり答申します。

　答　　申

　開成町では、平成25年度から令和６年度までの12年間を計画期間とした第五次開成町総合

計画に沿ってまちづくりを進め、その結果、町の人口は増加し、みなみ地区の街びらきや小田急

開成駅急行停車実現など、着実に町が発展してきています。

　この間、全国的には、地方を中心に、人口減少・少子高齢化、過疎化・東京圏への一極集中、

国際競争力の低下といった課題に直面しています。

　また、昨今の新型コロナウイルス感染症の世界的流行や、ロシアのウクライナ侵攻に端を発

する物価高騰などにより、社会経済環境が大きく変化するとともに、気候変動による災害の激

甚化・頻発化への対応が求められるなど、様 な々課題が新たに生じており、先行きの不透明感

が増しています。

　このような状況の中、町には、町民に最も身近な基礎自治体として、多様化する町民ニーズを

的確に把握し、対応することが求められています。

　こうした背景を的確に捉え、開成町の今後８年間のまちづくりの方向性を示した第六次開成

町総合計画基本構想及び前期基本計画案（原案）について、その内容は適切なものと認めます。

　なお、答申にあたり次の意見を付します。

5
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１

２

３

４

１

２

３

４

１

　Ⅱ　基本構想に対する意見

　Ⅰ　全般的事項

　Ⅲ　前期基本計画に対する意見

　計画の策定にあたっては、公募による町民で組織された町民ワークショップのほか、町民意識調査や

小・中学生を含む若者アンケート、まちづくり町民集会、パブリックコメントなど多様な手法により、幅広く

町民の意見を集約するなど、町民との協働によって策定が進められた点を高く評価します。

　あじさいのまち開成自治基本条例の基本理念である「町民同士の共助を大切にした町民主体の自治」を

推進するため、協働の仕組みづくりや協働意識の醸成を積極的に進めることを要望します。

　持続可能なまちづくりには、それを支える人材の育成が不可欠です。これからの時代を担う子どもたちのた

め、育てやすい環境づくりと、社会の形成に資する能力の育成に努め、他にはない開成町らしい人づくりを目

指し、必要な施策の展開を図ることを要望します。

　町民が町政の主役となり、町民との協働によるまちづくりを推進するためには、町民と行政との情報共有

が強く求められます。基本構想に掲げられた将来都市像を実現するため、計画の内容を町民に分かりやす

く周知することが必要と考えます。

あわせて、計画書の作成にあたっては、専門用語等に注釈を加えるとともに、表や図、イラストや写真など

の活用により、町民が理解しやすいものとなるよう、伝えるための工夫をすることを要望します。　

　

　町民ワークショップからのまちづくりにおけるキーワード等を参考に、めざすべき開成町の将来都市像を

『人と地域が輝き、笑顔と躍動感あふれるまち・開成』としたことは妥当なものと考えます。

　将来都市像の実現に向けて、基本計画や実施計画に示された施策や事業の着実な展開を要望します。

　目標年次を８年先である令和14年度と定めたことは、変化の激しい時代における町の長期的な展望とし

ては、妥当な期間設定であると判断できます。一方で、社会経済情勢の変動や町を取り巻く環境変化に即

時的に対応するため、下位の計画においては、必要に応じた柔軟な見直しが図られるよう要望します。

　将来目標人口は、駅前通り線周辺地区土地区画整理事業等の影響による人口増のほか、既存市街地な

どの都市機能を高めることにより、令和14年度末に２万人をめざすべき人口として捉えていることから、その

達成に向けての施策展開を要望します。

　土地利用については、町民の生活や産業など、様 な々活動を支える基盤であり、将来にわたる大切な資

源であるため、長期的な視点にたち、各地域のそれぞれの特徴を生かし、「自然と調和した利便性の高い

都市機能を有するまち」の実現に向けた的確な施策展開を要望します。

　前期基本計画には、基本構想で示す７つの基本政策の実現に向けて、各分野における多角的な現状の

認識や的確な課題の把握がなされ、今後推進する29の施策内容に効果的に反映されています。
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　各施策の推進にあたっては、限りある行政資源を有効に活用する必要があることから、町民意識や

ニーズを的確に捉え、施策の優先度を見極めながら、選択と集中による施策展開を要望します。

　また、毎年度の点検により、施策の達成状況や検証を行い、より施策の成果が表れる効果的な手法の検

討や事業改善により、実施計画の見直しが図られるよう要望します。

　本町の農業については、農家の高齢化や人手不足、耕作放棄地の増加等が課題となっており、今後も進

行していくことが予想されます。

　本町の農業を今後も持続していくため、優良農地の保全や新たな担い手の育成・確保等の取組を進め

るとともに、今後の農業のあり方について早期に結論を見出し、施策に着手することを要望します。

　本町の公共施設については、老朽化した施設が数多く存在しており、これらを維持管理していくために

かかる経費は、今後の本町の財政運営において、大きな負担となることが予想されます。

　このような中、少子高齢化の進行等の社会環境の変化を注視するとともに、施設の統廃合や機能転換

なども含め、公共施設の適正配置と有効活用について、検討を進めることを要望します。

　前期基本計画に示された施策の実施には、多くの財源を要することから、引き続き、効率的・計画的な財

政運営が必要と考えます。国や県からの補助金を最大限に活用するとともに、ふるさと納税や企業版ふるさ

と納税をはじめとする、自主財源の確保などによって、財政基盤の強化に努めることを要望します。

　本審議会での審議は、２か年にわたり全10回の会議を重ねてきました。会議では、各委員の知見と経験

に基づく多くのご意見をいただくとともに、各委員の開成町に関わる様 な々立場から、多様な視点での議論

を深めることができました。

　計画の推進にあたっては、町全体及び各部局において、総合計画を尊重し、しっかりとした行政経営が行

われることが必要です。そのためには、率先垂範によるリーダーシップ及び組織の活性化と人材の育成・活

用、何より総合計画を職員が十分に理解し、共有することが重要であると考えます。

　実効性のある進行管理の下、今後見込まれる人口減少・少子高齢化が引き起こす諸問題に的確に対応

するため、予算の適正配分や事業等の優先順位付けを行い、まちづくりを進めていくことが重要となります。

　最後になりますが、町民が安全で安心した生活を送れることはもちろん、町民一人ひとりが幸せを求め、

希望を持つことができるよう、町民と行政がお互いの自主性を尊重しながら協働による住みよいまちづくり

を進め、将来都市像の『人と地域が輝き、笑顔と躍動感あふれるまち・開成』が実現されることを期待しま

す。

２

３

４

５

　Ⅳ　答申にあたって
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町民意識調査結果について

6

１ ．調査の目的

　 　 本調査は、町の施策への満足度やまち づく り への意識を 調査し 、次期総合計画の策定の参考にする

　 こ と を目的と して実施し まし た。 　　

２ ．実施概要

　 ① 調査方法

　 　 　 調査方法： 開成町在住の18 歳以上から 3 ,0 0 0人を 無作為抽出

　 　 　 回答方法： 郵送又はウェ ブ 回答

　 　 　 調査期間： 令和５ 年５ 月16 日（ 火） ～５ 月31日（ 水）

　 ② 回収結果

　 　 　 調査対象者数（ 配布数）： 3 ,0 0 0 件

　 　 　 有効回収数： 1 ,18 6 件（ 郵送:761件、W EB: 42 5 件）

　 　 　 有効回収率： 3 9 .5 ％

３ ．調査結果の概要

　 （ １） 回答者の属性について

　 　 　 ■性別について

　 　 　 ○回答者の性別については、「 女性」 が5 8 .0 ％、「 男性」 が4 0 .8 ％と なっています。

　 　 　 ■年齢について

　 　 　 ○全体では、「 7 0 代以上」 が27.7 ％と 最も 高く なっています。

　 　 　 　 上位３ つの回答　 ①「 7 0 代以上」 27.7 ％、②「 4 0 代」 18 .6 ％、③「 5 0 代」 17.1％　

　 （ ２ ） 生活や暮らし について

　 　 　 ■暮らし の幸福度が何点（ 10 点満点） になるかについて

　 　 　 ○全体では、「 ８ 点」 が27.2 % と 最も 高く なっています。

　 　 　 　 上位３ つの回答　 ①「 ８ 点」 27.2 ％、②「 ７ 点」 21 .7 ％、③「 ５ 点」 16 .4 ％　

　 　 　 ■幸福度を 判断する際に重視し たこと について

　 　 　 ○全体では、「 健康状況」 が6 8 .6 ％と 最も 高く なっています。

　 　 　 　 上位３ つの回答　 ①「 健康状況」 6 8 .6 ％、②「 家族関係」 6 5 .1％、

　 　 　 　 ③「 自由な時間・ 充実し た余暇」 5 0 .3 ％
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　 （ ３） 今後の居住意向について

　 　 　 ■開成町は住みやすいかについて

　 　 　 ○「 と ても 住みやすい」 と「 住みやすい」 を 合わせた「 住みやすい」 が、8 4 .3 ％、「 と ても 住みにく い」

　 　 　 　 と「 住みにく い」 を 合わせた「 住みにく い」 は、2 .8 ％と なっています。

　 　 　 ■開成町に住み続けたいかについて

　 　 　 ○「 ずっ と 住み続けたい」 が6 7.1％と 最も 高く なっています。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

　 （ ４ ） これから の開成町のまちづく り について

　 　 　 ■開成町のまちづく り において魅力を高めていく ためのキーワード について

　 　 　 ○「 居心地」 が2 9 .3 ％と 最も 高く なっています。

　 　 　 　 上位３ つの回答　 ①「 居心地」 2 9 .3 ％、②「 自然」 2 8 .6 ％、③「 便利」 2 5 .6 ％　

　 　 　 ■暮らし を 豊かにするために町内にどのよう な場所があったら 良いかについて

　 　 　 ○「 災害時などに安全に避難できる場所」 が55 .5 ％と 最も 高く なっています。

　 　 　 　 上位３ つの回答　 ①「 災害時などに安全に避難できる場所」 55 .5 ％、

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　    ②「 こども が安全に遊べる場所」 52 .5 ％、

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　    ③「 休日に家族や仲間で体を 動かし 楽し める場所」 3 9 .6 ％
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　 （ ５ ） 各施策の満足度

　 　 　  

 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20.広域連携の推進

19.効率的な自治体経営の推進

18.男女共同参画社会の推進

17.町⺠主体のまちづくりの推進

16.⽣涯学習・スポーツの推進

15.教育の充実

14.文化・芸術の振興

13.歴史資源の保全、継承

12.商業・工業の振興

11.農業の振興

10.観光の推進と創造

9.⽣活利便性の向上

8.計画的なまちづくり

7.都市環境・自然環境の保全

6.雇用・労働環境の整備

5.防犯体制の充実

4.防災体制の充実

3.健康づくり・医療の充実

2.子育て環境の整備

1.福祉の充実

各施策の満足度（N=1186）
満足している やや満足している どちらともいえない やや不満である 不満である わからない 無回答
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若者アンケート 結果について

7

１ ．調査の目的

　 　 本調査は、開成町のまち づく り に関する 若年層の意識を 調査し 、総合計画の策定にむけた参考と する

　 こ と を目的として実施し まし た。 　 　

２ ．実施概要

　 ① 調査方法

　 　 （ １） 調査対象

　

　 　 　 　 　 　 　 　 　  

　 　 （ ２ ） 回答方法：  

　 　 （ ３ ） 調査期間：  

　 ② 回収結果

　 　 　  調査対象者数　 小学生15 5 名、中学生15 4 名、高校生33 2 名

３ ．調査結果の概要

　 　 （ １） 回答者の属性について

　 　 　

　 　 　 　 ○小学生の回答者の性別については、「 女性」が50.7％、「 男性」が49.3％と なっています。

　 　 　 　 ○中学生の回答者の性別については、「 女性」 が52 .4％、「 男性」 が47.6％と なっています。

　 　 　 　 ○高校生の回答者の性別については、「 女性」が60 .8％、「 男性」が39.2％と なっています。

　 　  (２ )町への愛着について

■「 あなたは今の開成町が好きですか」 への回答は以下のと おり でし た。

○小学生の回答者の性別については、全体の約９ 割が「 好き 」 と 回答し 、「 きら い」 と 回答し た人

　 数はごく 少数でし た。「 どちらでも ない」 は約１ 割程度の回答と なっています。

○中学生の回答者の性別については、全体の約６ 割が「 好き」 と 回答し 、「 きら い」 と 回答し た人数

　 はごく 少数でし た。「 どちらでも ない」 は約３ 割程度の回答と なっています。

小学生： 町立開成小学校6 年生、町立開成南小学校6 年生

中学生： 町立文命中学校3 年生

高校生： 県立吉田島高等学校全学年（ 町外在住者を 含む）

小学生・ 中学生（ W EB回答） 、高校生（ 紙回答）

令和５ 年９ 月中旬～９ 月末

■ 性別について
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（ ３ ） 定住意向について

　 　 　 ■「 大人になっても 開成町に住み続けたいと 思いますか」 への回答は以下のと おり でし た。

　 　 　

（ ４ ） これから の開成町のまちづく り について

　 　 　 ■「 どんな施設・ 機能が近く にあったら 開成町に住み続けたいか」 への回答は以下のと おり でし た。

　 　 　 ○小学生の回答者のう ち、「 買い物などの日常生活の利便性」 が唯一２ 割を 超えて最も 重視して

　 　 　 　 いまし た。

　 　 　 ○中学生の回答者のう ち、「 レジャ ー施設などの楽し む場所」 が唯一２ 割を 超えて最も 重視してい

　 　 　 　 まし た。

　 　 　 ○高校生の回答者のう ち、「 買い物などの日常生活の利便性」 が唯一３ 割を 超えて最も 重視して

　 　 　 　 いまし た。

　 　 　 ■「 まち づく り で重視するキーワード 」 を 選択肢の中から３ つまでの複数選択で尋ね、回答は以

　 　 　 　 下のと おり でし た。

　 　 　 ○小学生の回答者のう ち、「 自然」 が約５ 割で最も 多く 、「 環境」「 便利」「 居心地」 などが続きま

　 　 　 　 し た。

　 　 　 ○中学生の回答者のう ち、「 便利」 が３ 割強で 最も 多く 、「 自然」「 環境」「 居心地」 などが続きま

　 　 　 　 し た。

　 　 　 ○高校生の回答者のう ち、「 便利」 が３ 割強で 最も 多く 、「 自然」「 居心地」「 環境」 などが続きま

　 　 　 　 し た。

　 　 　 ■「 若者や学生のためのまち づく り で必要だと 思う こ と 」 を 選択肢の中から２ つまでの複数選択

　 　 　 　 で尋ね、回答は以下のと おり でし た。

　 　 　 ○いずれの年代でも「 友達同士で話し たり 、遊んだり できる居場所を 増やす」 が約６ 割で 最も 多

　 　 　 　 く 、「 祭り や行事、イベント などの体験機会を 増やす」「 通学や町の施設を 利用し やすいよう 、

　 　 　 　 交通機関を 確保する」 が続きまし た。

　 　 　 　 　 特に「 話し たり 遊んだり できる居場所」 はすべての年代で６ 割以上が回答し ており 、重要度

　 　 　 　 が高いこと が見受けら れまし た。

　 　 　 ■「 自分が町長になっ たら 取り 組みたいまち づく り 」 を 選択肢の中から３ つまでの複数選択で尋

　 　 　 　 ね、回答は以下のと おり でし た。

　 　 　 ○いずれの年代でも「 保健・ 医療・ 福祉が充実していて、健康に暮らせるまちづく り」 の選択が最も

　 　 　 　 多く 、「 活気ある中心市街地など、歩いて楽し いにぎわいあるまちづく り」「 住宅、道路や除雪、

　 　 　 　 交通、公園など が充実し ていて、住みやすいまち づく り 」 も 回答者の２ 割以上に選択さ れてい

　 　 　 　 ます。

　 　 　 ○小学生の回答者のう ち 、全体の約５ 割が「 定住意向有」 、約２ 割が「 定住意向無」 、約３ 割が

　 　 　 　 「 未定・ 不明」 と 回答し まし た。

　 　 　 ○中学生の回答者のう ち 、全体の約４ 割が「 定住意向有」 、約３ 割が「 定住意向無」 、約３ 割が

　 　 　 　 「 未定・ 不明」 と 回答し まし た。
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次期開成町総合計画策定委員会設置要綱

8

（制定）  　　　　　　　　　　

令和５年６月５日告示第46号

（設置）

　第１条　社会経済情勢の変化に伴う新たな課題に対応し、住民参加による協働のまちづくりをより実践していく

　ため、次期開成町総合計画（以下「総合計画」という。）を策定するにあたり、総合計画策定委員会（以下「委員

　会」という。）を設置する。

（所掌事務）

　第２条　委員会の所掌事務は、総合計画の策定に必要な次の事項とする。

　(１)総合的な研究に関すること。

　(２)意見交換に関すること。

　(３)関係機関等との調整に関すること。

　(４)他計画等との調整に関すること。

　(５)総合計画の取りまとめに関すること。

（組織）

　第３条　委員会は、別表第１に掲げる職にある者をもって組織する。

　２　町長は、特に必要と認めたときは、前項に規定する者以外の職員を臨時に委員に充てることができる。

（委員長及び副委員長）

　第４条　委員会に委員長及び副委員長を置く。

　２　委員長は、副町長をもって充て、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

　３　委員長は、会務を総理する。

　４　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

（会議）

　第５条　委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。

　２　委員長は、会議の議長となる。

　３　会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

　４　委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

（幹事会）

　第６条　委員会の所掌事務の効果的な推進を図るため、委員会の下部組織として幹事会を設置する。

　２　幹事会は、企画政策課長の職にある者及び別表第２に掲げる職にある者の中から委員長が指名する者を

　　　もって組織する。

（幹事長及び副幹事長）

　第７条　幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。

　２　幹事長は、企画政策課長をもって充て、副幹事長は幹事の中から幹事長が指名する。

　３　幹事長は、会務を総理する。

　４　副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき、又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。

　

（幹事会の会議）

　第８条　幹事会は、幹事長が招集し、幹事長が議長となる。

　２　幹事長は、特に必要と認めたときは、専門部会及び分科会を置くことができる。
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　（庶務）

第９条　委員会及び幹事会の庶務は、企画政策課において処理する。

　（その他）

第10条　この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

     附　則

１　この要綱は、令和５年６月５日から施行する。

２　この要綱は、総合計画が策定されたときにその効力を失う。

≪別表省略≫
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次期開成町総合計画策定委員会委員名簿

副町長 石　 井　 　 　 護

参事兼企画政策課長 岩　 本　 浩　 二

参事兼総務課長 山　 口　 哲　 也

税務窓口課長 奥　 津　 亮　 一

参事兼地域防災課長 小　 玉　 直　 樹

環境課長 高　 橋　 清　 一

参事兼福祉介護課長 中戸川　 進　 二

保険健康課長 土　 井　 直　 美

こども 課長 田　 中　 美津子

都市計画課長 柏　 木　 克　 紀

都市整備課長 井　 上　 　 　 昇

産業振興課長 中　 村　 　 　 睦

参事兼学校教育課長 田　 中　 栄　 之

財務課長 高　 島　 大　 明

職　 名

委 員 長

副 委 員 長

委 　 員

生涯学習課長

出納室長

議会事務局長

田　 代　 孝　 和

石　 井　 直　 樹

遠　 藤　 直　 紀

氏　 名

参事兼企画政策課長 岩　 本　 浩　 二

企画政策課・ 主 幹 大　 石　 卓　 哉

総　 務　 課・ 主 幹 齋　 藤　 旬　 矢

地域防災課・ 主 幹

北　 原　 慎　 也

環　 境　 課・ 主 幹

柳　 澤　 玄　 親

福祉介護課・ 主 幹

石　 川　 祐一郎

保険健康課・ 主 幹

中　 野　 敦　 志

こ ど も 課

露　 木　 和　 子

都市計画課・ 主 幹

木　 村　 啓　 章

都市整備課・ 主 幹

佐　 野　 達　 紀

産業振興課・ 主 幹

加　 藤　 康　 智

学校教育課・ 主 幹

熊　 澤　 勝　 己

生涯学習課・ 副主幹

尾　 川　 幸　 寛

財　 務　 課・ 主 幹 遠　 藤　 　 　 徹

職　 名（ 所属・ 職名）

幹 事 長

副 幹 事 長

遠　 藤　 憲　 彦

税務窓口課・ 主 幹

■策定幹事会

■策定委員会

9

役　 職

役　 職 氏　 名

・ 副主幹
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